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○芽室町自治基本条例  

平成19年条例第３号  

 

私たちのまち芽室町は、恵まれた豊かな自然のもと、先人が額に汗し、努力

を積み重ね、農業を中心とした経済の活性化と心ふれあうまちづくりを進め、

豊かな生活の基盤を整備してきました。  

私たち町民は、安全なこのまちで安心して暮らす幸せを実感できるよう、こ

のまちに住むすべての人たちが心を通わせ、人権を認め合い、支え合い、愛

着や誇りと生きがいを持ちながら暮らせるまちづくりを進めていかなければ

なりません。そして、先人の努力の積み重ねによって創られた「めむろ」の歴

史や文化、自然など貴重な財産を受け継ぎ、未来を担う子どもたちに引き継

いでいく義務があります。  

そのためには、自治の主役である私たち町民と、町長、議員及び職員が将来

にわたり共有すべき考え方や、自治を実現していくための町政運営の仕組み

を具体化し、制度として定めることにより「芽室町のことは私たち自らが決

定しまちを創っていく」意思を明確にしておく必要があります。  

さらに、それぞれの責任と役割を自覚し、協力し合い、共に生きながらまち

づくりに取り組んでいくことがますます重要になってきます。  

ここに、私たちは、芽室町政の基本的な制度と運営の原則を明らかにします。

そして、この条例が定める制度を定着させ、不足するものは補っていくこと

とし、町民自治と民主主義が息づく「理想郷の芽室」を実現すべく、この条例

を制定します。  

 

第１章  総則  

（目的）  

第１条  この条例は、町政運営の基本原則として、自治運営の基本的な仕組

みを定めるとともに、町民、町長、議員及び職員の責務を定めることにより、

まちの憲法として共有され、町民が主役となった自治の実現を図ることを

目的とします。  

（定義）  

第２条  この条例における用語の意味は、次のとおりです。  

（１）  町民  芽室町内に住所を有する人をいいます。  
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（２）  町  町長等及び議会で構成される地方公共団体をいいます。  

（３）  町長等  町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委  

員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。  

（町政運営の基本原則）  

第３条  町は、町民が主役となった自治の実現を図るため、次に掲げる事項

を町政運営の基本原則として定めます。  

（１）  町民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすこ  

とによって、透明な町政を築き、かつ町民参加を効果的に推進する  

ための条件を整えます（情報の公開と共有）。  

（２）  参加の意思を持つ町民がいつでも町政に参加でき、また、町民 参  

加の意欲を高めるため、恒常的な参加の制度及びその時々に応じた  

参加の機会を多様に保障します（町民参加の町政の推進）。  

（３）  町と他自治体、北海道及び国との役割分担を明確にし、これらの  

多様な主体との相互協力によって、町の公共課題の解決を図ります 。 

（多様な主体との協力）  

（４）  総合計画、財政運営、法務体制、行政評価等政策活動の質を高め  

るために必要な制度の確立及びこれらの運用の原則を明らかにし、  

最良の手法と技術を用いて政策活動を行います（行政の政策活動の  

原則）。  

（５）  町を代表する町長の的確な意思決定と効果的な政策の立案、執行  

のため、簡素で効率的な行政組織を編成するとともに、職員の政策能  

力の開発に努めます（行政組織と職員政策）。  

（６）  議会における町民参加と議員の自由討議の推進によって、広く町  

政の課題を明らかにし、町としての最良の意思決定を導きます（議会  

と議員活動の原則）。  

２  町は、この条例で定める町政の制度を可能な限り相互に関連づけて活用

し、相乗的な効果をあげるよう努めます。  

３  町は、この条例で定める町政の制度が複雑化して町民を遠ざけることが

ないよう、簡素で分かりやすく、誰にも共有される制度の改善を追求します。 
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第２章  情報の公開と共有  

（町民の知る権利）  

第４条  町民は、町政に関する情報について知る権利があります。  

２  町政に関する情報は、町民と町の共有財産です。  

３  町政に関する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。  

（町の説明責任）  

第５条  町は、公正で開かれた町政を進めるため、町の仕事の企画立案、実

施及び評価のそれぞれの過程において、町民に的確な情報を分かりやすく

説明するよう努めます。  

２  町は、町民から寄せられた意見、要望及び説明の求めなどに対して、誠

実に対応します。  

（個人情報の保護）  

第６条  町は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、町が持つ個

人情報を保護します。  

２  個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。  

 

第３章  町民参加の町政の推進  

（町民参加の権利）  

第７条  町民は、まちづくりの主役として町政に参加する権利があります。  

２  町民は、前項の権利の行使に際し、性別、年齢、信条、国籍等によるいか

なる差別も受けません。  

３  町民参加の活動は、自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与を受

けません。  

４  町外に住所を有する人の中で、町内で働いている人及び学んでいる人、

また、町内で事業を営む法人及び活動する団体についても、町政に参加する

権利があります。  

（町民参加の保障）  

第８条  町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程におい

て、町民の参加を保障します。  

２  町民の参加について必要な事項は、別に条例で定めます。  

（町民参加の拡充）  

第９条  私たち町民は、町民参加が自治を守り推進するものであることを認
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識し、その拡充に努めます。  

２  町長等は、町民参加の拡充に向け、町政全般にわたる幅広い意見等を求

めるための組織を設置することができます。  

（町民投票）  

第10条  町は、町政の重要な事項について直接町民の意思を確認するため、

町民投票を実施することができます。  

２  町民投票について必要な事項は、別に条例で定めます。  

 

第４章  多様な主体との協力  

（自治体間の協力）  

第11条  町は、公共課題の解決を図るため、他の自治体等との連携、協力を

進めるとともに、先進的な取組みを学びます。  

２  町は、共通する課題の解決を図るため、関連する自治体間と対等協力の

関係を築き、広域連携等の研究を行います。  

（国及び北海道との協力）  

第12条  町は、国及び北海道と対等な立場であることを踏まえて、相互に連

携し、協力関係を大切にしながら、公共課題の解決を図ります。  

２  町は、制度改善等が必要な場合には、国、北海道及び関係機関に対し積

極的な提案を行います。  

（国際交流活動）  

第13条  町は、他の国々との交流を通して得られた情報をまちづくりに活か

します。  

 

第５章  行政の政策活動の原則  

（総合計画）  

第14条  町長等は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、町のめざす将

来像を定める基本構想とこれを実現するための実施計画により構成される

総合計画を策定します。  

２  町長等は、町民参加により総合計画を策定するため、芽室町総合計画審

議会を設置し、必要に応じて見直しを行います。  

３  町長等は、総合計画の進捗状況を町民に公表するとともに、町民の意見

を述べる機会を設けます。  



- 8 - 

 

４  第２項の審議会について必要な事項は、別に条例で定めます。  

５  総合計画は、町の政策を定める最上位の計画であり、町が行う政策は、

法令に基づくもの及び緊急を要するもののほかは、これに基づいて実施し

ます。  

６  町長等は、特定の政策における個別計画等を策定する場合は、総合計画

との関係を明らかにします。  

第14条の２  町長は、前条で規定する総合計画の策定又は変更に関して は、

議会の議決を経ます。  

第14条の３  前２条に規定するもののほか必要な事項は、別に条例で定めま

す。  

（財政運営）  

第15条  町長等は、健全な財政運営を行うため、最少の経費で最大の効果を

挙げるよう努めます。  

２  町長等は、中長期的な財政計画を作成するとともに、総合計画及び行政

評価に基づいた予算を編成します。  

３  町長等は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算、決算の状

況及び財政計画について、的確な指標などを用い、町民に分かりやすく公表

します。  

４  財政状況の公表について必要な事項は、別に条例で定めます。  

（法務体制）  

第16条  町長等は、地域の特色を生かした質の高い政策活動を行うため、自

主的な法令の解釈及び運用とともに、必要な条例の制定に努めます。  

２  町長等は、前項の目的のため、職員の法務に関する能力の 向上に努める

とともに、有識者及び法令に関する専門機関等との連携により、必要な体制

の整備を行います。  

（行政評価）  

第17条  町長等は、町が行う仕事について、具体的な成果目標を設定すると

ともに、目的や成果等を毎年点検し、効果的かつ効率的に町政を運営するた

め行政評価を実施します。  

２  町長等は、行政の内部評価に加え、町民参加による外部評価を行います。  

３  町長等は、行政評価の結果を公表するとともに、行政評価の結果を総合

計画及び予算の編成等に反映させます。  
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４  町長等は、最もふさわしい方法で行政評価を行うよう常に検討し、改善

します。  

第６章  行政組織と職員政策  

（行政の意思決定）  

第18条  町長は、行政としての意思決定の手続きを行った上で、重要な事項

の方針を決定します。  

２  前項の規定は、町長部局以外の町の機関についても準用します。  

３  意思決定の手続きについて必要な事項は、別に定めます。  

（行政組織）  

第19条  町の行政組織は、次に掲げる事項に基づき編成します。  

（１）  社会や財政状況などの変化に迅速に対応すること。  

（２）  簡素で効率的にすること。  

（３）  透明性を高くし、町民に分かりやすくすること。  

（４）  総合計画や行政評価等を反映させること。  

（職員政策等）  

第20条  町長等は、職員の政策能力の向上のため、研修の充実を図ります。  

２  町長等は、次に掲げる事項を考慮して職員定数適正化計画を定め、少人

数で効果的な行政運営を推進します。  

（１）  事務・事業の適正化  

（２）  財政状況と財政予測  

（３）  町の政策課題  

（４）  職員の年齢構成  

３  町長等は、政策活動を活性化させるため、他の団体等との人事交流に努

めます。  

（出資団体等）  

第21条  町長等は、町が出資している法人名を毎年公表します。  

２  町が一定割合を出資している法人経営状況等の公表について必要な事項

は、別に条例で定めます。  

 

第７章  議会と議員活動の原則  

（議会の役割）  

第22条  議会は、町民による直接選挙で選ばれた議員によって構成される議



- 10 - 

 

事機関として、町政の重要事項について意思決定を行います。  

２  議会には、町民の意思が的確に反映され、公正で民主的に町政が運営さ

れているかを監視し、けん制する機能があります。  

（議会の責務）  

第23条  議会は、町長等が示す政策方針及び議案等の内容が、この条例の規

定に適合しているかを点検します。  

２  議会の責務について必要な事項は、別に条例で定めます。  

（議会の活動）  

第24条  議会は、議員間の自由な討議の尊重のもと、町政にとって最良の意

思決定を導くため、議会活動の充実を図ります。  

２  議会の活動について必要な事項は、別に条例で定めます。  

 

第８章  町民、町長、議員及び職員の責務  

（町民の責務）  

第25条  私たち町民は、互いに尊重し、協力しあうとともに、自治の主体で

あることの自覚をもって、まちづくりに参加するよう努めます。  

（町長の責務）  

第26条  町長は、町の代表者として、法令等を遵守し、公正で民主的かつ誠

実に町政を運営します。  

２  町長は明確な理念のもと、長期的視野に立って、町政を運営します。  

３  町長は、町民の意向を常に把握し、意思を尊重するように努めます。  

４  町長は、職員の育成を図るとともに、能力を最大限に引き出すよう努め

ます。  

（議員の責務）  

第27条  議員は、町民による直接選挙で選ばれた者として、町民の意向を常

に把握し、議会活動に反映します。  

２  議員の責務について必要な事項は、別に条例で定めます。  

（職員の責務）  

第28条  職員は、法令等を遵守し、町民とのコミュニケーションを大切にす

るとともに、常に町民の視点に立って仕事を行います。  

２  職員は、正確かつ迅速に仕事を行います。  

３  職員は、前例にとらわれることなく、柔軟な発想により創意工夫のもと
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に仕事を行います。  

４  職員は、必要な情報の収集及び自己啓発に努めます。  

第９章  最高規範性と見直しの継続  

（最高規範性）  

第29条  この条例は、町が定める最高規範であり、町民、町長、議員及び職員

は、この条例を誠実に守ります。  

２  町は、町政運営の基本原則に基づき、基本的な制度の整備に努めるとと

もに、他の条例、規則などの制定、見直し及び運用に当たっては、この条例

の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図ります。  

（見直しの継続）  

第30条  町は、この条例の施行から４年を超えない期間ごとに、この条例の

目的を達成しているかどうか点検を行い、必要な場合は、この条例の改正な

ど、町民参加手続に基づき適切に対応します。  

 

附  則（最終改正  平成27年条例第32号）  

この条例は、平成２７年５月１日から施行します。  
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○芽室町議会基本条例  

平成25年条例第27号  

 

目次  

第１章  総則（第１条・第２条）  

第２章  議会及び議員の活動原則と政治倫理（第３条－第７条）  

第３章  町民と議会との関係（第８条－第 10 条）  

第４章  町長等と議会との関係（第 11 条－第 15 条）  

第５章  議員相互の討議（第 16 条・第 17 条）  

第６章  適正な議会機能（第 18 条－第 25 条）  

第７章  会議の運営（第 26 条・第 27 条）  

第８章  議員定数・報酬等（第 28 条・第 29 条）  

第９章  最高規範性及び見直し手続き（第 30 条・第 31 条）  

附則  

 

地方議会は、二元代表制のもとで、行政機関の監視、調査、政策形成及び提

案機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目

指しています。  

芽室町議会（以下「議会」といいます。）は、町民によって選ばれた議員  

（以下「議員」といいます。）で構成し、本町の最高規範である芽室町自治基

本条例（平成19年芽室町条例第３号）による議会の役割と責務に基づき、 町

長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固

定資産評価審査委員会（以下「町長等」といいます。）と緊張関係を保持しな

がら、町の最高意思決定機関であることを認識し、町民全体の福祉向上 と豊

かなまちづくりの進展のために活動します。  

また、議会は合議制の議事機関であり、町民への積極的な情報 の公開、共

有と説明責任の遂行により、町民の意思を的確に把握し、自由かっ達な討議

を通じて、最も有益な結論に導いていく責務があります。  

議員は、研鑽を積み、町民参加を基本としてまちづくりを推進する責務が

あります。  

よって、議会の公正性・透明性を確保するとともに、｢分かりやすい議会、

開かれた議会、行動する議会｣を目指し、町民の信託に全力で応えていくこと

を決意し、この条例を制定します。  

 

第１章  総則  
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（目的）  

第１条  この条例は、議会が果たすべき自主的かつ自律的な運営を実現する

ための基本的な事項を定め、議会の役割を明確にするとともに、町民全体

の福祉向上と豊かなまちづくりの進展に寄与することを目的とします。  

（基本理念）  

第２条  議会は、町民の代表としての負託と信頼に応え、大局的な視点から

意思決定し、真の地方自治の実現に取り組みます。  

２  議会は、町政運営に関する監視、調査、政策形成及び提言機能を併せ持

つ機関としての責任を果たします。  

３  議会は、予算及び決算をはじめとする町政に係る様々な事項に対し、 議

事機関としての責任を果たします。  

４  議会は、広く町民の意思を把握し、町政に的確に反映させることを目的

に、議員個々の資質を高め、議会機能の強化並びに活性化に取り組み、議

会力及び議員力を強化します。  

 

第２章  議会及び議員の活動原則と政治倫理  

（議会の活動原則）  

第３条  議会は、全ての会議を原則公開するとともに、民主的かつ効率的な

議会運営のもとに、次の活動を行います。  

（１）  議事機関として、町政の重要事項について意思決定を行うこと。  

（２）  町民の意思が的確に反映され、公正で民主的に町政が運営されて

いるかを監視し、けん制すること。  

（３）  議員相互間の自由かっ達な討議を通して意見を集約し運営するこ

と。  

（４）  議決責任を深く認識するとともに、重要な事項についての議案 を

議決したときは、町民に対して説明すること。  

（委員会及び委員長の活動原則）  

第４条  芽室町議会委員会条例（昭和 62 年条例第２号）に規定する常任委員

会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」といいます。）は、次

の活動を行います。  

（１）  審査及び調査に当たっては、資料等を公開し、町民に分かりやす

い議論を行うこと。  

（２）  町民に対し審査の経過及び所管する行政課題等に対処することを

目的に、意見交換会等を開催すること。  

（３）  委員長は、副委員長と協議のうえ、委員会の秩序保持に務め、効

率的な議事の整理を行い、委員会の事務をつかさどること。  

（４）  委員長は、討議による合意形成に努め、委員長報告を作成し、報

告に当たっては、論点、争点等を明確にすること。  

 

（議長及び議員の活動原則）  
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第５条  議長及び議員は、次に掲げる原則に基づき活動します。  

（１）  議長は、議会を代表し、公正で民主的かつ公平な立場において職

務を行い、効率的な議会運営を行うこと。  

（２）  議員は、議員相互間の討議を重んじて活動すること。  

（３）  議員は、町政の課題全般について、町民の意思を的確に把握する

とともに、自らの能力を高める不断の研鑽により、町民の代表とし

てふさわしい活動をすること。  

（４）  議員は、議会の構成員として公正かつ誠実に職務を遂行し、町民

全体の福祉の向上及び豊かなまちづくりの推進を目指して活動する

こと。  

（議員研修の充実強化）  

第６条  議会は、議員の政策形成及び立案能力等の向上を図るため、別に定

める芽室町議会議員研修要綱（平成 24 年３月 30 日制定）に基づき、議員

研修を実施します。  

２  議会は、議員研修の充実、強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層

等から情報を得て議員研修計画を策定し、研修会及び研究会など を積極的

に開催します。  

（議員の政治倫理）  

第７条  議会は、芽室町議会議員政治倫理条例（平成 24 年条例第 33 号）に

基づき、議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者及び特別公務

員としての倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使

しません。  

 

第３章  町民と議会との関係  

（町民参加及び町民との連携）  

第８条  議会は、議会の活動に関する情報公開、共有を徹底し、説明責任を

十分に果たし、町民が議会活動に参加する機会を確保します。  

２  議会は、本会議及び委員会並びに全員協議会（以下「議会の諸会議」とい

います。）の日程及び内容は、事前に町民に周知するとともに、審議過程及

び結果についても情報を公開し、共有します。  

３  議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、参考人制度や公聴会制度を

十分に活用し、町民の意向及び学識経験者等の専門的かつ政策的識見等を

議会の意思決定に反映します。  

４  議会は、請願、陳情を町民による政策提案と位置付け、審査においては、

提案者の意見を聴く機会を確保します。  

５  議会は、議会報告と意見交換会を毎年開催するなど、広く町民の意見を

聴取する機会を確保し、議会、議員による政策提案を行います。  

（議会広報の充実）  

第９条  議会は、町政に係る論点、争点の情報を、議会独自の視点から町民

に対して周知します。  

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/display.php?choson_no=171&cd_type=0&link=a041RG00000548.html
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２  議会は、情報通信技術（ＩＣТ）の発展を踏まえた多様な広報手段を活

用し、多くの町民が行政に関心を持つように議会広報活動を行います。  

（議会白書、議会の自己評価）  

第 10 条  議会は、町民に対し、議会及び議員の活動内容を公表し、情報を共

有することにより、議会活動の活性化を図ります。  

２  議会は、議会の基礎的な資料・情報、議会の評価等を１年ごとに調製し、

議会白書として町民に公表します。  

３  議会は、議会の活性化に終えんがないことを常に認識し、議会としての

評価を１年ごとに適正に行い、評価の結果を町民に公表します。  

４  議会白書及び議会としての評価に関して必要な事項は、議長が別に定め

ます。  

 

第４章  町長等と議会との関係  

（町長等と議会、議員の関係）  

第 11 条  町長等と議会は、それぞれの機関の特性を活かすとともに、政策を

めぐる論点、争点を明確にし、緊張関係を維持しながら行政を運営します。  

２  議員と町長等との質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするた

め、一問一答方式で行います。  

３  議員は、一般質問等に当たっては、目的を十分認識し、単に町長等への

質問に終始することなく、討議による政策論争を展開します。  

４  議員は、一般質問の通告に基づき町長等から提出された答弁書をもとに、

討議の充実を図ります。  

５  議員は、二元代表民主制の充実と町民自治の観点から、法定以外の執行

機関の諮問機関、審議会等の委員に就任しません。  

６  議長から議会の諸会議への出席を要請された町長及び執行機関の長並び

に職員（以下「町長等執行機関の長等」といいます。）は、議員の質疑及び

質問に対して、議長及び委員長の許可を得て、論点、争点を明確にするた

め反問することができます。  

７  議長から議会の諸会議への出席を要請された町長等執行機関の長等は、

議員又は委員会による条例の提案、議案の修正、決議等に対して、 議長又

は委員長の許可を得て、反論することができます。  

（政策形成過程等）  

第12条  議会は、町長等が提案する重要な政策等の意思決定においては、そ

の水準を高めるため、次に掲げる政策形成過程を論点として審議します。  

（１）  政策等の発生源  

（２）  検討した他の政策等の内容  

（３）  他の自治体の類似する政策等との比較検討  

（４）  総合計画の実行計画及び個別計画における根拠又は位置付け  

（５）  関係ある法令及び条例等  

（６）  政策等の実施に関わる財源措置  



- 16 - 

 

（７）  総合計画上の実行計画及び将来にわたる政策等のコスト計算  

２  議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、政策等の適否を

判断する観点から、立案、決定、執行における論点、争点を明確にし、執行

後を想定した審議を行います。  

（評価の実施）  

第 13 条  議会は、決算審査において、町長等が執行した政策等（計画、政策、

施策、事務事業等）の評価（以下「議会の評価」といいます。）を行います。  

２  議会は、予算に十分反映させるため、議会の評価結果を町長等に明確に

示します。  

（議決事項の拡大）  

第 14 条  議会は、議決責任という役割を果たす観点に立ち、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号。以下「法」といいます。）第 96 条第２項の議決事件

について、次のとおり定めます。  

（１）  芽室町総合計画に係る基本構想及び実施計画  

（２）  定住自立圏形成協定の締結、変更及び同協定の廃止を求める旨の

通告  

（３）  芽室町庁舎建設基本計画  

（４）  芽室町都市計画マスタープラン  

（文書質問）  

第 15 条  議員は、通年議会制度を活用し、休会中においても主体的・機動的

な議員活動に資するため、議長を経由して町長等に対し文書質問を行うこ

とができます。  

２  議会は、文書質問の通告文及び町長等の回答文を、議会だより、議会ホー

ムページ等により町民に公表します。  

３  文書質問について必要な事項は、芽室町議会会議条例（平成 24 年条例第

32 号。以下「会議条例」といいます。）で定めます。  

 

第５章  議員相互の討議  

（自由討議による合意形成）  

第 16 条  議会は、議員による討議の場であり、議員相互の討議を中心に運営

します。  

２  前項の規定に基づき、本会議及び議会の諸会議への町長等に対する出席

要請は、必要最小限に留めるものとし、議員間で活発な討議を行います。  

３  議会は、委員会における委員外議員が発言できる機会を保障します。  

４  議会は、本会議及び委員会において、議員提出議案、町長提出議案及び

請願並びに陳情等を審議し結論を出す場合には、議員相互の自由討議によ

り議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十

分に果たします。  

５  議員は、条例、意見書等の議案の提出を積極的に行うように努め、 議員

相互の討議により議論を尽くして合意形成を行います。  
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（議員政策討論会の開催）  

第 17 条  議会は、町政に関する重要な政策及び課題等について、議会として

の共通認識を深めるとともに、政策形成能力の向上を図るため、議員政策

討論会を開催します。  

２  議員政策討論会について必要な事項は、議長が別に定めます。  

 

第６章  適正な議会機能  

（適正な議会費の確立）  

第 18 条  議会は、議会費について、一定の標準率などを用いて適正な議会活

動費の確立を目指します。  

２  議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な 議会運

営を実現するため、必要な予算を確保します。  

３  議会は、議長交際費を含めて、議会費の使途等を議会だより及び議会ホー

ムページ等により町民に公表します。  

（議長、副議長志願者の所信表明）  

第 19 条  議会は、議長、副議長の選出に当たり、議会活動の方向性を明確に

し、議会の透明性をより一層高め、議会の責務を強く認識するため、それ

ぞれの職を志願する者に所信を表明する機会を設けます。  

（附属機関の設置）  

第 20 条  議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると

認めるときは、別に条例で定めるところにより、学識経験を有する者等で

構成する附属機関を設置します。  

２  附属機関に関して必要な事項は、別に条例で定めます。  

（調査機関の設置）  

第 21 条  議会は、町政の課題に関する調査のために必要があると認めるとき

は、法第 100 条の２の規定により、学識経験を有する者等で構成する調査

機関を設置します。  

２  議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員と

して加えます。  

３  調査機関に関し必要な事項は、会議条例で定めます。  

（議会事務局の体制整備）  

第 22 条  議会は、法第 138 条第２項の規定に基づき、芽室町議会事務局を置

きます。  

２  議会は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ

効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図りま

す。なお、当分の間は、執行機関の法務及び財務機能の活用、職員の併任等

を考慮します。  

３  議長は、議会事務局の職員人事に関し、その任免権を行使するものとし、

あらかじめ町長と協議します。  

（議会図書室の充実）  
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第 23 条  議会は、法第 100 条第 18 項の規定により、議会図書室を適正に管

理し運営するとともに、その機能を強化します。  

２  議会図書室は、議員のみならず、町民、町長等においても利用すること

ができます。  

（議会改革及び活性化の推進）  

第 24 条  議会は、町民の信頼を高めるため、不断の改革及び活性化に努めま

す。  

２  議会は、前項の改革に取り組むため、議会活性化計画を策定し、実行と

評価について全議員で協議します。  

３  議会は、他の自治体議会との交流及び連携を推進し、分権時代にふさわ

しい議会のあり方についての調査、研究等を行います。  

４  議会は、議会制度に係る法改正等があったとき、又は議会改革の推進の

観点から必要があると認めるときは、速やかに調査、研究等を行います。  

５  議会は、議会モニター及び議会サポーターを設置し、提言その他の意見

を聴取するとともに、議会運営に反映します。  

（災害時の対応）  

第 25 条  議会は、町民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した

場合は、町民及び地域の状況を的確に把握すると共に、議会としての業務

を継続し、町長等に速やかに必要な要請を行います。  

２  前項に規定する災害等が発生した場合における議会の対応について 必要

な事項は、議長が別に定めます。  

 

第７章  会議の運営  

（通年議会）  

第 26 条  議会は、第 24 条の目的を達成し使命を果たすため、会期を通年と

します。  

２  会期を通年とするために必要な事項は、会議条例で定めます。  

（議会運営の原則）  

第 27 条  議会は、民主的かつ効率的な議会運営を行います。  

２  議会は、芽室町議会傍聴条例（平成 24 年条例第 34 号）に定める町民等

の傍聴に関して、議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴

の意欲を高める議会運営を行います。  

３  議会は、会議を定刻に開催し、会議を休憩する場合には、その理由、再開

の時刻を傍聴者に説明します。  

 

第８章  議員定数・報酬等  

（議員定数）  

第 28 条  法第 91 条第１項の規定に基づき、芽室町議会の議員の定数は、16

人とします。  
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２  議員定数の改正に当たっては、民主主義の原理を踏まえ、附属機関、参

考人制度及び公聴会制度を十分活用します。  

３  議員定数の改正については、法第 74 条第１項の規定による町民の直接請

求があった場合を除き、改正理由の説明を付して、必ず議員が提案 するも

のとします。  

（報酬等）  

第 29 条  議員の報酬及び費用弁償並びに期末手当（以下「報酬等」という。）

は、別に条例で定めます。  

２  前項に規定する条例においては、適正な報酬等の確立を期すため、報酬

の標準率又は報酬額を示します。  

３  報酬等の改正に当たっては、民主主義の原理を踏まえ、附属機関、参考

人制度及び公聴会制度を十分に活用します。  

４  報酬等の改正については、法第 74 条第１項の規定による町民の直接請求

があった場合を除き、改正理由の説明を付して、必ず議員が提案するもの

とします。  

 

第９章  最高規範性及び見直し手続き  

（最高規範性）  

第 30 条  この条例は、議会の最高規範であり、この条例に違反する条例、規

則、規程等を制定しません。  

２  議会及び議員は、この条例を遵守します。  

３  議会は、議会に関する憲法、法律、その他法令等の条項を解釈し、運用す

る場合においても、この条例に定める理念、原則に照らして判断します。  

（検証及び見直し手続）  

第 31 条  議会は、１年ごとに、この条例の目的が達成されているかどうかを

検証し、公表します。  

２  議会は、前項による検証の結果、制度の改善が必要な場合は、全ての議

員の合意形成に努めたうえで、この条例の改正を含めて適切な措置を講じ

ます。  

３  議会は、この条例を改正する際には、いかなる場合でも改正の理由、背

景を町民に説明します。  

 

附  則（最終改正  平成28年条例第22号）  

 この条例は、平成２８年５月１日から施行します。  
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○芽室町議会会議条例  

平成 24 年 12 月 25 日条例第 32 号  

 

目次  

第１章  総則（第１条―第 15 条）  

第２章  議案及び動議（第 16 条―第 22 条）  

第３章  議事日程（第 23 条―第 27 条）  

第４章  選挙（第 28 条―第 36 条）  

第５章  議事（第 37 条―第 50 条）  

第６章  発言（第 51 条―第 66 条）  

第７章  委員会（第 67 条―第 79 条）  

第８章  全員協議会（第 80 条）  

第９章  表決（第 81 条―第 91 条）  

第 10 章  請願（第 92 条―第 98 条）  

第 11 章  秘密会（第 99 条・第 100 条）  

第 12 章  辞職及び資格の決定（第 101 条―第 104 条）  

第 13 章  規律（第 105 条―第 112 条）  

第 14 章  懲罰（第 113 条―第 119 条）  

第 15 章  会議録（第 120 条―第 123 条）  

第 16 章  調査機関（第 124 条）  

第 17 章  議員の派遣（第 125 条）  

第 18 章  公聴会（第 126 条―第 131 条）  

第 19 章  参考人（第 132 条）  

第 20 章  補則（第 133 条）  

附則  

 

第１章  総則  

（参集）  

第１条  議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に

通告しなければならない。  

（欠席等の届出）  

第２条  議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助そ
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の他出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その

理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。  

２  議員は、７日以上議会活動ができない事由が生じたときは、その旨を議

長に届けなければならない。また、議会の活動ができることとなったとき

も、同様とする。  

３  第１項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出

産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）前の日から当該

出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らか

にして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。  

（宿所又は連絡所の届出）  

第３条  議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なけれ

ばならない。これを変更したときも、また同様とする。  

（議席）  

第４条  議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。  

２  一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。  

３  議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。  

４  議席には、番号及び氏名標を付ける。  

（会期）  

第５条  定例会の会期は、５月から４月までの通年とする。ただし、議会の

解散があった場合は、この限りでない。  

（定例会）  

第６条  定例会は年１回とする。ただし、議会の解散があった場合は、この

限りでない。  

（本会議）  

第７条  本会議は、６月、９月、12 月、３月に定例会議として再開する。た

だし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度臨時会議として本会

議を再開する。  

（本会議開催の協議）  

第８条  会期中に本会議において議案等を審議する期間は、議会運営委員会

において協議する。  

（会期中の休会）  

第９条  会議に付された事件をすべて議了したときは、議案等を審議する期
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間と決定した日でも、議会の議決で休会とすることができる。  

（議会の開閉）  

第 10 条  議会の開閉は、議長が宣告する。  

（会議時間）  

第 11 条  会議時間は、午前９時 30 分から午後５時までとする。  

２  議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。

ただし、出席議員２人以上から異議があるときは、討論を用 いないで会議

に諮って決める。  

３  会議の開始は、号鈴で報ずる。  

（休会）  

第 12 条  芽室町の休日は、休会とする。  

２  議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることが

できる。  

３  議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くこと

ができる。  

４  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 114 条第１

項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議

長は、休会の日でも会議を開かなければならない。  

（会議の開閉）  

第 13 条  開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。  

２  議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した

後は、何人も、議事について発言することができない。  

（定足数に関する措置）  

第 14 条  開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しない

ときは、議長は、延会を宣告することができる。  

２  会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員

の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。  

３  会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告す る。  

（出席催告）  

第 15 条  法第 113 条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員

又は議員の住所（別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届

出の宿所又は連絡所）に文書又は口頭をもって行う。  



- 23 - 

 

第２章  議案及び動議  

（議案の提出）  

第 16 条  法第 112 条の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに

当たっては、提案者のほか１人以上の者の賛成がなければならない。  

２  議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、所

定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。  

３  委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、

委員長が議長に提出しなければならない。  

（一事不再議）  

第 17 条  議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出するこ

とができない。  

２  前項に規定する一事不再議は、定例会議として再開する本会議の都度、

「事情変更の原則」があったものとみなす。  

（動議成立に必要な賛成者の数）  

第 18 条  動議は、法又はこの条例において特別の規定がある場合を除くほか、

他に１人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。  

（修正の動議）  

第 19 条  法第 115 条の３の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を

議題とするに当たっては、２人以上の者の発議によらなければならない。  

２  修正の動議は、その案を備え、所定の発議者が連署して、議長に提出し

なければならない。  

（秘密会の動議）  

第 20 条  秘密会の動議は、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければ

ならない。  

（先決動議の措置）  

第 21 条  他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合した

ときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員２人以上から異議が

あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。  

（事件の撤回又は訂正及び動議の撤回）  

第 22 条  会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び

会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なけ

ればならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得な
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ければならない。  

２  前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書に

より、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。  

 

第３章  議事日程  

（日程の作成及び配布）  

第 23 条  議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した

議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないとき

は、議長がこれを報告して配布に代えることができる。  

（日程の順序変更及び追加）  

第 24 条  議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたと

きは、議長は、討論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又

は他の事件を追加することができる。  

（議事日程のない会議の通知）  

第 25 条  議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知

して会議を開くことができる。  

２  前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。  

（延会の場合の議事日程）  

第 26 条  議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はそ

の議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければな

らない。  

（日程の終了及び延会）  

第 27 条  議事日程に記載した事件の議事が終わったときは、議長は、散会を

宣告する。  

２  議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合で も、議長が必要があ

ると認めたとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用

いないで会議に諮って延会することができる。  

 

第４章  選挙  

（選挙の宣告）  

第 28 条  議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。  

（不在議員）  
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第 29 条  選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることがで

きない。  

（投票用紙の配布及び投票箱の点検）  

第 30 条  投票を行うときは、議長は、議会事務局職員に議員に所定の投票用

紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。  

２  議長は、議会事務局職員に投票箱を点検させなければならない。  

（投票）  

第 31 条  議員は、議長の指示に従って、順次投票する。  

（投票の終了）  

第 32 条  議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、

投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。  

（開票及び投票の効力）  

第 33 条  議長は、開票を宣告した後、２人以上の立会人とともに投票を点検

しなければならない。  

２  前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。  

３  投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。  

（選挙結果の報告）  

第 34 条  議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。  

２  議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。  

（選挙に関する疑義）  

第 35 条  選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。  

（選挙関係書類の保存）  

第 36 条  議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類

とともにこれを保存しなければならない。  

 

第５章  議事  

（議題の宣告）  

第 37 条  会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。 

（一括議題）  

第 38 条  議長は、必要があると認めるときは、２件以上の事件を一括して議

題とすることができる。ただし、出席議員２人以上から異議があるときは、

討論を用いないで会議に諮って決める。  
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（議案等の朗読）  

第 39 条  議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を議会事務

局職員に朗読させる。  

（議案等の説明、質疑及び委員会付託）  

第 40 条  会議に付する事件は、他に規定する場合を除き、会議において提出

者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は討論を用いな

いで会議に諮って所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託す ることが

できる。ただし、常任委員会の所管にかかる事件は、議会の議決で特別委員

会に付託することができる。  

２  提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。 

（付託事件を議題とする時期）  

第 41条  委員会に付託した事件は、第 79 条の規定による報告書の提出をまっ

て議題とする。  

（委員長及び少数意見の報告）  

第 42 条  委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がそ

の経過及び結果を報告する。  

２  第 78 条第２項の規定による手続を行った者は、前項の報告に次いで少数

意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が２個以上

あるときの報告の順序は、議長が定める。  

３  前２項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。 

４  委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。 

（修正案の説明）  

第 43 条  提出者の説明又は委員長の報告及び少数意見の報告が終わったと

きは、議長は修正案の説明をさせる。  

（委員長報告等に対する質疑）  

第 44 条  議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすること

ができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための

出席者に対しても、また同様とする。  

（討論及び表決）  

第 45 条  議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、

表決に付する。  
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（議決事件の字句及び数字等の整理）  

第 46 条  議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に

委任することができる。  

（委員会の審査又は調査の期限）  

第 47 条  議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査

又は調査につき期限を付けることができる。  

２  前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会

は、期限の延期を議会に求めることができる。  

３  前２項の期限までに審査又は調査が終わらなかったときは、その事件は、

第 41 条の規定にかかわらず、議会において審議することができる。  

（委員会の中間報告）  

第 48 条  議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要がある

と認めるときは、中間報告を求めることができる。  

２  委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認め

るときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。  

（再審査又は再調査のための付託）  

第 49 条  委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査

の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は

他の委員会に付託することができる。  

（議事の継続）  

第 50 条  延会、中止又は休憩のため事件の議題が中断された場合において、

再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。  

 

第６章  発言  

（発言の許可等）  

第 51 条  発言は、すべて議長の許可を得た後、別に定めるものを除き議席で

行わなければならない。  

２  議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。  

（発言の要求）  

第 52 条  会議において発言しようとする者は、挙手をして「議長」と呼び、

議長の許可を求めなければならない。  

２  ２人以上挙手をして発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者
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から指名して発言させる。  

（討論の方法）  

第 53 条  討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と

反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。  

（議長の発言及び討論）  

第 54 条  議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発

言が終わった後、議長席に戻らなければならない。ただし、議席において討

論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に戻ることがで

きない。  

（発言内容の制限）  

第 55 条  発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲

を超えてはならない。  

２  議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わな

い場合は、発言を禁止することができる。  

３  議員は、質疑にあたっては、自己の意見を述べることができない。  

（質疑の回数）  

第 56 条  質疑は、同一議員につき、同一の議題について３回を超える ことが

できない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。  

（発言時間の制限）  

第 57 条  議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限す

ることができる。  

２  議長の定めた時間の制限について、出席議員２人以上から異議があると

きは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。  

（議事進行に関する発言）  

第 58 条  議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処

理する必要があるものでなければならない。  

２  議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直

ちに制止しなければならない。  

（発言の継続）  

第 59 条  延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその

議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。  

（質疑又は討論の終結）  
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第 60 条  質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。  

２  質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討

論終結の動議を提出することができる。  

３  質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に

諮って決める。  

（選挙及び表決時の発言制限）  

第 61 条  選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。た

だし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りではない。  

（一般質問）  

第 62 条  議員は、町の一般事務について、議長の許可を得て、質問すること

ができる。  

２  前項の質問が通告の範囲を超えたとき、又は一般質問の趣旨に反すると

認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。  

３  質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなけ

ればならない。  

４  質問の順序は、議長が定める。  

５  質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序にあたっても質問

しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。  

（緊急質問）  

第 63 条  質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められると

きは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議

に諮らなければならない。  

２  前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しな

ければならない。  

（文書質問）  

第 64 条  議員は、町の一般事務について、文書で質問をすることができる。 

２  文書質問をしようとする者は、定められた期間に議長にその要旨を通告

し、議長は、町長等執行機関の長に送付するものとする。  

３  前項の通告が、文書質問の趣旨に反すると認めるときは、議長は、前項

の通告を受理しない。  

４  文書質問に対する答弁書の提出期限は、議長が決定する。  
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５  文書質問を撤回しようとする者は、議長に文書で申し出るものとする。  

（準用規定）  

第 65 条  質問については、第 60 条第１項の規定を準用する。  

（発言の取消し又は訂正）  

第 66 条  議員は、議長が別に定める日までは、議会の許可を得て自己の発言

を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただ

し、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはでき

ない。  

 

第７章  委員会  

（議長への通知）  

第 67 条  委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、

事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。  

（会議中の委員会の禁止）  

第 68 条  委員会は、議会の会議中は開くことができない。  

（委員の発言）  

第 69 条  委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができ

る。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでな

い。  

（委員外議員の発言）  

第 70 条  委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めると

きは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことが

できる。  

２  委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その発言を

認めなければならない。ただし、委員でない議員は、質疑及び討論並びに採

決に参加することができない。  

（委員の議案修正）  

第 71 条  委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委

員長に提出しなければならない。  

（分科会又は小委員会）  

第 72 条  委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会

又は小委員会を設けることができる。  
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（連合審査会及び合同委員会）  

第 73 条  委員会は、付託議案等の審査のため必要があると認めるときは、他

の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。  

２  委員会は、調査のため必要があると認められるときは、他の委員会と協

議して合同委員会を開くことができる。  

（連合審査会等の運営）  

第 74 条  連合審査会及び合同委員会の運営その他必要な事項は、議長が別に

定める。  

（証人出頭又は記録提出の要求）  

第 75 条  委員会は、法第 100 条の規定による調査を委託された場合におい

て、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出な

ければならない。  

（所管事務等の調査）  

第 76 条  常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとすると

きは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければ

ならない。  

２  議会運営委員会が、法第 109 条第３項に規定する調査をしようとすると

きは、前項の規定を準用する。  

（委員の派遣）  

第 77 条  委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、そ

の日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、

あらかじめ承認を得なければならない。  

（少数意見の留保）  

第 78 条  委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員１人

以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。  

２  前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しよう

とする場合においては、簡明な少数意見報告書をつくり、委員会の報告書

が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。  

（委員会報告書）  

第 79 条  委員会は、事件の審査又は調査が終わったときは、報告書をつくり、

議長に提出しなければならない。  
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第８章  全員協議会  

（全員協議会の設置）  

第 80 条  法第 100条第 12 項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し、

協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。  

２  全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。  

３  全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。  

 

第９章  表決  

（表決問題の宣告）  

第 81 条  議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣

告する。  

（不在議員）  

第 82 条  表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることがで

きない。  

（条件の禁止）  

第 83 条  表決には、条件を付けることができない。  

（電子表決システム等による表決）  

第 84 条  議長は、表決を採ろうとするときは電子表決システムにより、問題

を可とする者の多少を認定して可否の結果を宣告する。  

２  電子表決システムによる表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成

のボタンを、問題を否とする者は反対のボタンを押すものとする。ただし、

表決の確定の宣告がなされた場合において、賛成のボタン又は反対のボタ

ンのいずれも押していない者は、反対のボタンを押したものとみなす。  

３  第１項及び第 90 条ただし書の規定にかかわらず、議長が必要があると認

めるときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を確認して可否

の結果を宣告することができる。  

４  議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席

議員２人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表

決を採らなければならない。  

（投票による表決）  

第 85 条  議長が必要があると認めるとき、又は出席議員２人以上から要求が

あるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。  
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２  同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方

法によるかを無記名投票で決める。  

（記名及び無記名の投票）  

第 86 条  投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否と

する者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただ

し、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。  

（白票の取扱い）  

第 87 条  投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らか

でない投票は、否とみなす。  

（選挙規定の準用）  

第 88 条  記名又は無記名の投票を行う場合には、第 30 条、第 31 条、第 32

条、第 33 条、第 34 条第１項、第 35 条及び第 36 条の規定を準用する。  

（表決の訂正）  

第 89 条  議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。  

（簡易表決）  

第 90 条  議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議

がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告

に対して、出席議員２人以上から異議があるときは、議長は 電子表決シス

テムの方法で表決を採らなければならない。  

（表決の順序）  

第 91 条  議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなけ

ればならない。  

２  同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長

が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を

採る。ただし、表決の順序について出席 議員２人以上から異議があるとき

は、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。  

３  修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。  

 

第 10 章  請願  

（請願書の記載事項等）  

第92条  請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住

所（法人の場合にはその所在地）を記載し、請願者（法人の場合にはその名
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称を記載し、代表者）が署名又は記名押印しなければならない。  

２  請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければな

らない。  

３  請願書の提出は、平穏になされなければならない。  

（請願の紹介の取消し）  

第 93 条  議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった

後においては、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題とな

る前においては、議長の許可を得なければならない。  

２  前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならな

い。  

（請願文書表の作成及び配布）  

第 94 条  議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。  

２  請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要

旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。  

３  請願者数人連署のものは、ほか何人と、同一議員の紹介による数件の内

容同一のものは、ほか何件と記載する。  

（請願の委員会付託）  

第 95 条  議長は、第 40 条第１項の規定にかかわらず、請願文書表の配布と

ともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、

会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に

付託することができる。  

２  会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができ

る。  

３  請願の内容が２以上の委員会の所管に属する場合は、２以上の請願が提

出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。  

（紹介議員の委員会出席）  

第 96 条  委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明

を求めることができる。  

２  紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。  

（請願の審査報告）  

第 97 条  委員会は、請願について審査の結果を、次の区分により議長に報告

しなければならない。  
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( １)  採択すべきもの  

( ２)  不採択とすべきもの  

( ３)  一部採択とすべきもの  

２  委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付ける

ことができる。  

３  採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付す

ることを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求す

ることを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。 

（陳情書の処理）  

第 98 条  陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、

請願書の例により処理するものとする。  

 

第 11 章  秘密会  

（指定者以外の退場）  

第 99 条  秘密会を開く議決があったときは、議長は傍聴人及び議長の指定す

る者以外の者を議場の外に退去させなければならない。  

（秘密の保持）  

第 100 条  秘密会の議事の記録は、公表しない。  

２  秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならな

い。  

 

第 12 章  辞職及び資格の決定  

（議長及び副議長の辞職）  

第 101 条  議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようと

するときは議長に、辞表を提出しなければならない。  

２  前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いな

いで会議に諮ってその許否を決める。  

（議員の辞職）  

第 102 条  議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければな

らない。  

２  前条第２項の規定は、議員の辞職について、準用する。  

（資格決定の要求）  
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第 103 条  法第 127 条第１項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第

92 条の２の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする

議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しな

ければならない。  

（資格決定の審査）  

第 104 条  前条の要求については、議会は、第 40 条第１項の規定にかかわら

ず、委員会に付託しなければ決定することができない。  

 

第 13 章  規律  

（品位の尊重）  

第 105 条  議員は、議会の品位を重んじなければならない。  

（携帯品）  

第 106 条  議場に入る者は、帽子、コート、マフラー、かさ、カメラ、携帯

電話及び録音機の類を着用又は携帯してはならない。ただし、特別の理由

により議長の許可を得たときは、この限りでない。  

（議事妨害の禁止）  

第 107 条  何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害と

なる言動をしてはならない。  

（離席）  

第 108 条  議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。  

（禁煙）  

第 109 条  何人も、議事堂において喫煙してはならない。  

（新聞等の閲読禁止）  

第 110 条  何人も、会議中は、参考にするためを除き、新聞紙又は書籍の類

を閲読してはならない。  

（許可のない登壇の禁止）  

第 111 条  何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。  

（議長の秩序保持権）  

第 112 条  法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長

が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで

会議に諮って決める。  
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第 14 章  懲罰  

（懲罰動議の提出）  

第 113 条  懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提

出しなければならない。  

２  前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して、３日以内に提出しな

ければならない。ただし、第 100 条第２項の違反に係るものについてはこ

の限りでない。  

（懲罰の審査）  

第 114 条  懲罰については、議会は、第 40 条第１項の規定にかかわらず、委

員会に付託しなければ決定することができない。  

（代理弁明）  

第 115 条  議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会

で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、

他の議員をして代わって弁明させることができる。  

（戒告又は陳謝の方法）  

第 116 条  戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うも

のとする。  

（出席停止の期間）  

第 117 条  出席停止は、３日を超えることができない。ただし、数個の懲罰

事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内

に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。  

（出席停止期間中出席したときの措置）  

第 118 条  出席を停止された議員が、その期間内に議会の会議又は委員会に

出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。  

（懲罰の宣告）  

第 119 条  議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣

告する。  

 

第 15 章  会議録  

（会議録の記載事項）  

第 120 条  会議録に記載する事項は、次のとおりとする。  

( １)  開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時  
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( ２)  開議、散会、延会、中止及び休憩の日時  

( ３)  出席及び欠席議員の氏名  

( ４)  職務のため議場に出席した議会事務局職員の職氏名  

( ５)  説明のため出席した者の職氏名  

( ６)  議事日程  

( ７)  議長の諸報告  

( ８)  議員の異動並びに議席の指定及び変更  

( ９)  委員会報告書及び小数意見報告書  

(10)  会議に付した事件  

(11)  議案の提出、撤回及び訂正に関する事項  

(12)  選挙の経過  

(13)  議事の経過  

(14)  記名投票における賛否の氏名  

(15)  その他議長又は議会において必要と認めた事項  

（会議録の配布）  

第 121 条  会議録は、当該会議録の記録された事項を記載した書面又は当該

事項を記録した磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録することができる物を含む。）を作成して、議員及び関係者に配布す

る。  

（会議録に掲載しない事項）  

第 122 条  前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発

言及び第 66 条の規定により取り消した発言は、掲載しない。  

（会議録署名議員）  

第 123 条  会議録に署名すべき議員は、３人とし、議長が会議において指名

する。  

 

第 16 章  調査機関  

（調査機関の設置）  

第 124 条  法第 100 条の規定により、行政の課題に関する調査を行う必要が

あるときは、調査機関を設ける。  

２  調査機関の設置は、議決により設置する。  

３  芽室町議会基本条例（平成 25 年条例第 27 号）第 21 条の規定による調査
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機関の設置についても、前項の規定を準用する。  

 

第 17 章  議員の派遣  

（議員の派遣）  

第 125 条  法第 100 条第 13 項の規定により議員を派遣しようとするときは、

議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において

議員の派遣を決定することができる。  

 

第 18 章  公聴会  

（公聴会開催の手続）  

第 126 条  議会が法第 115 条の２第１項の規定により、会議において公聴会

を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。  

２  議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を

聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。  

（意見を述べようとする者の申出）  

第 127 条  公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめ

その理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。  

（公述人の決定）  

第 128 条  公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等

（以下「公述人」という。）は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及

びその他の者の中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知す

る。  

２  あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者が

あるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。  

（公述人の発言）  

第 129 条  公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければなら

ない。  

２  前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 

３  公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるとき

は、議長は発言を制止し、又は退席させることができる。  

（議員と公述人の質疑）  

第 130 条  議員は、公述人に対して質疑をすることができる。  
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２  公述人は、議員に対して質疑をすることができない。  

（代理人又は文書による意見の陳述）  

第 131 条  公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示する

ことができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。  

 

第 19 章  参考人  

（参考人）  

第 132 条  議会が、法第 115 条の２第２項の規定により、会議において参考

人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。  

２  前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こ

うとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。  

３  参考人については第 129 条、第 130 条及び前条の規定を準用する。  

 

第 20 章  補則  

（委任）  

第 133 条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 25 年４月１日から施行する。  

（町議会定例会条例の廃止）  

２  町議会定例会条例（昭和 31 年条例第 15 号）は廃止する。  

附  則（平成 27 年７月 31 日条例第 41 号）  

この条例は、平成 27 年８月１日から施行する。  

附  則  

この条例は、平成 29 年５月１日から施行する。  

附  則  

この条例は、令和３年１月１日から施行する。  

附  則  

この条例は、令和３年 10 月１日から施行する。   
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○芽室町議会会議条例等運用規則  

平成25年４月１日議会規則第１号  

 

目次  

第１章  総則（第１条―第８条）  

第２章  議案（第９条・第10条）  

第３章  議事日程（第11条・第12条）  

第４章  選挙（第13条―第15条）  

第５章  議事（第16条―第22条）  

第６章  発言（第23条―第27条）  

第７章  委員会（第28条―第31条）  

第８章  議会運営委員会（第32条）  

第９章  全員協議会（第33条・第33条の２）  

第10章  表決（第34条）  

第11章  請願及び陳情（第35条）  

第12章  辞任（第36条）  

第13章  規律（第37条・第38条）  

第14章  会議録（第39条）  

第15章  参考人（第40条）  

第16章  雑件（第41条―第44条）  

附則  

 

第１章  総則  

（定例会及び本会議の呼称並びに招集）  

第１条  定例会の呼称は、開会する元号を冠して、何年芽室町議会定例会と

呼称する。  

２  本会議の呼称は、本会議を開会する月を冠して、何月定例会議又は臨時

会議と呼称する。  

３  応招の通知は、議事堂の出退表示板に表示して行う。  

４  議員は、会議に出席できないとき又は遅参しようとするときは、口頭又

は電話等により議長に届け出るものとする。なお、届け出は、本人又は本人

の親族等が行うものとする。  
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５  議員が休会中に、議会外の用務のため３日間以上町を離れるときは、議

長に対し、連絡所変更（旅行）届（第１号様式）を提出するものとする。  

（議席）  

第２条  一般選挙後の最初の会議における仮議席は、年齢の順とし、 臨時議

長が指名する。  

２  議席は、一般選挙後最初の議会招集日に、議長及び副議長の選挙終了後、

議長が指名する。この場合、当選回数の少ない者から年齢順に最初の議席

から順次決めるものとし、議長の議席は最終番、副議長の議席は最終２番

とする。  

３  補欠議員の議席は、前任者の議席をあてるものとする。  

（会期）  

第３条  定例会の会期は、通年とし、開会日及び閉会日は議会運営委員会に

おいて協議する。  

２  前項の規定による会期は、期間及び日数を議決する。  

（議会の開閉）  

第４条  議長は、議会の開会及び閉会に当たり、特に挨拶を述 べないものと

する。  

２  議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告が

なくても会期の終了により閉会となる。  

（会議の開閉会及び会議時間）  

第５条  会議の開始に当たっては、開議定刻１分前に予鈴を、開議定刻には

本鈴を鳴らす。また、休憩後の開議についても同様とする。  

（休会）  

第６条  休会を議決する場合、休会中にある芽室町の休日は、これを休会日

数に算入する。  

（諸報告）  

第７条  諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認める

ものについて行う。なお、報告事項のうち特に重要と認めるものについて

は、議長から報告し、その他のものについては、議会事務局職員に報告させ

ることができる。  

２  諸般の報告は、通常開議宣告又は再開宣告の直後これを行うものとする

が、議長が必要と認めるときは、会議中又は散会若しくは延会の直前にお
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いても行うことができるものとする。  

３  法令に基づく報告書等は、執行機関において作成した写し又はその要旨

を議員に配布する。  

４  議員が調査又は視察を行った経過及び結果については、印刷のうえ配布

する。  

５  町長等の行政報告は、別の日程事項として行うものとする。  

６  諸報告に対する質疑は、行わない。  

（紹介及び挨拶）  

第８条  一般選挙後、最初の議会における臨時議長の紹介は、議会事務局長

が行う。  

２  一般選挙後、最初の議会において臨時議長が議員の自己紹介を行わせる。

ただし、最初の議会までの間に自己紹介が行われた場合は、この限りでは

ない。  

３  一般選挙後新たに選挙された議員については、当選後最初の議会におい

て議長が紹介する。ただし、最初の議会までの間に自己紹介が行われた場

合は、この限りではない。  

４  議長は、町長、副町長、教育委員会委員、監査委員、農業委員等（以下

「町長等執行機関の長等」という。）から就退任の挨拶の申し出があったと

きは、発言を許可し、議場で行わせることができる。  

 

第２章  議案  

（議案等の提出）  

第９条  町長提出議案及び諮問等の種別は次のとおりとし、５月から４月ま

での１年ごとに、議案第何号及び諮問第何号等と、その種別により一連 番

号を付ける。  

( １)  議員提出議案  

( ２)  委員会提出議案  

( ３)  町長提出議案  

( ４)  諮問  

( ５)  承認（法第179条の専決処分）  

( ６)  認定（決算）  

( ７)  同意（人事案件）  
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( ８)  請願（陳情）  

( ９)  報告（法第180条の専決処分等）  

２  前項第９号に規定するもののほか、法第180条で定める専決処分等の種別

は、次に掲げる事項とする。  

( １)  継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の報告  

( ２)  繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書の報告  

( ３)  監査及び検査に関する通知及び報告  

( ４)  町が出資する公社等の法で定める法人等の経営状況報告書  

( ５)  健全化判断比率の報告及び資金不足比率の報告  

３  議会提出議案、意見書案、決議案等は、５月から４月までの１年ごとに

会議案第何号と発議の順序により、一連番号を付する。  

４  議員及び委員会の発議する議案等の提出方法は、次によるものとする。  

( １ )  会議案は、所定の書式により、案文に賛成議員の署名を求めたうえ

議長に提出する。  

( ２ )  委員会が会議案を提出する場合は、案文に理由を付け、委員長が議

長に提出する。  

( ３)  請願の採択に伴う意見書等の発案は、関係委員会が行う。  

５  議会が農業委員を推薦するときは、議長が会議に諮って推薦の議決をす

る。  

（議案等の撤回及び訂正）  

第10条  議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長

に対し提出者から文書により請求する。  

２  会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、訂正後の議案等を各

議員に配布する。ただし、軽易なものについては、議案等の提案者が口頭に

より周知するものとする。  

 

第３章  議事日程  

（議事日程の作成）  

第11条  議事日程に記載する事件は、おおむね別記１のとおりとし、その順

序は議会構成に関するもの、議案、選挙、請願、陳情の順とする。  

２  議事日程は、１議案１日程として作成し、１日ごとに順次番号を付ける。  

（延会の場合の議事日程及び延会）  
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第12条  議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則とし

て他の事件に先行して次の会議日の議事日程に記載する。  

２  一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日

程を作成する。  

 

第４章  選挙  

（選挙の方法）  

第13条  議長及び副議長の選挙は、投票により行うものとする。  

２  一部事務組合議会議員の選挙は、指名推選により行うものとする。  

３  選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推選により行い、補充員の順序

は、議長が会議に諮って決める。  

４  指名推選の方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議によ

り、会議に諮り、異議がなければ、次の方法による。  

( １ )  議長指名による場合  議長発議又は議員の動議により、議長が指名

することを会議に諮って、異議がないときは、議長が指名し、その指名を

受けた者を会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。  

( ２)  議員の動議による場合  議員の動議により、指名者を会議に諮って、

異議がないときは、指名者が指名し、その指名を受けた者を議長が会議に

諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。  

（投票）  

第14条  議員は、議長の指示に応じ、議長席に向かって右方から順次演台に

登り、投票用紙を投票箱に投入し、議長席に向かって左方より降りて自席

に戻る。  

２  議長は、最後に投票する。  

（選挙結果の報告）  

第15条  当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議

長が口頭により行う。  

２  議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに就任の

あいさつを行うものとする。この場合、就任のあいさつにより当選を承諾

したものとみなす。  

３  議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、

当選人から当選承諾書の提出を求める。  
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第５章  議事  

（執行機関の出席要求）  

第16条  議長から、町長等執行機関の長等及びその補助機関の職員に対し会

議に出席を求める場合は、文書により行う。ただし、緊急の場合は口頭によ

り行うことができる。  

（除斥）  

第17条  議長は、除斥を必要とする場合は、あらかじめ当該議員に連絡し、

その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。  

２  除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、議長は会議に諮っ

て決定する。  

（議案等の説明）  

第18条  議員又は委員会が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、

内容の明解なものについては、趣旨説明を省略することができる。  

（質疑）  

第19条  質疑に当たっては、一問一答方式により行う。  

２  ２件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議

題として芽室町議会会議条例（平成24年条例第32号）の定める回数とする。  

（委員会報告書等）  

第20条  委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。  

（委員長の報告に対する質疑）  

第21条  委員長の報告に対しては、当該委員会に所属する議員は質疑を行わ

ないものとする。  

（討論）  

第22条  討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原

案に対する討論と併せて行うものとする。  

( １ )  委員会に付託しない場合  修正案のない場合は、原案反対者、原案

賛成者の順により行うものとし、修正案のある場合は、原案賛成者、原案

及び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順により行うものとする。 

( ２ )  委員会に付託した場合  報告が可決の場合は、原案反対者、原案賛

成者の順により行うものとし、報告が否決の場合は、原案賛成者、原案反

対者の順により行うものとし、報告が修正の場合は、原案賛成者、原案及

び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順により行うものとし、委
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員長報告後修正案のある場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原

案賛成者、修正案賛成者の順により行うものとし、報告が可決で少数意見

のある場合は、原案賛成者、少数意見賛成者（原案反対者）の順により行

うものとし、報告が否決で少数意見のある場合は、原案反対者、少数意見

賛成者（原案賛成者）の順により行うものとする。  

２  次に掲げるものについては、おおむね討論を省略する。  

( １)  会期決定の議決  

( ２)  休会の議決  

( ３)  休会の日の開議の議決  

( ４)  事件の撤回又は訂正の承認  

( ５)  議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決  

( ６)  発言取消しの許可  

( ７)  請願、陳情の特別委員会付託の議決  

( ８)  請願、陳情の委員会付託省略の議決  

 

第６章  発言  

（発言及び発言の通告）  

第23条  執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ口頭で議長に

通知する。  

２  次に掲げる発言は、自席において行うものとし、議員については、自己

の議席番号を告げた後に発言する。  

( １)  質疑及び答弁  

( ２)  再質問以降の質問に対する答弁  

( ３)  討論  

( ４)  議事進行に関する発言  

３  本会議及び委員会で、議長及び委員長が交代するときは、その旨事前に

申し出るものとする。  

４  議場正面の発言台の使用範囲は、次のとおりとする。  

( １)  理事者等の行う町政執行方針及び一般行政報告  

( ２ )  一般質問及び緊急質問に対する理事者の答弁。ただし、再答弁以降

は自席で行う。  

( ３ )  常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長の議会に対する審査、
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調査結果の報告。ただし、報告に対する質問、答弁は自席で行う。  

( ４ )  議員が提出した議案の提案理由説明。ただし、説明に対する質問、  

答弁は自席で行う。  

( ５ )  議員が行う一般質問及び緊急質問。ただし、再質問以降は自席で行

う。  

( ６)  その他議長が必要と認めるとき。  

（一般質問）  

第24条  一般質問は、一問一答方式で行い、一議員につき答弁時間を含め 90

分以内とする。ただし、初回は質問事項の全部を一括して述べるものとす

る。  

２  一般質問をしようとする者は、定められた通告期間内に、一般質問通告

書（第２号様式）を議長に提出するものとする。  

３  一般質問の順序は、通告順とする。  

４  一般質問に対する関連質問は、許可しないものとする。  

５  一般質問の通告期間は、議会運営委員会で決定する。  

６  議長は、一般質問通告一覧表を作成し、議員及び関係者に配布する。  

７  質問は、町長等執行機関の長等の所信を問う立場で行わなければならな

い。  

８  質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、

後刻答弁させることができる。  

（緊急質問）  

第25条  緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に

申し出るものとする。  

２  緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。  

３  緊急質問に対する関連質問は、許可しないものとする。  

（文書質問）  

第26条  文書質問をしようとする者は、文書質問通告書（第３号様式）を議

長に提出するものとする。  

２  文書質問は、定例会議の開催月（６月、９月、12月、３月）は、行うこと

ができない。  

３  文書質問は、前項の規定以外の月に１議員につき１回行うことができる

ものとする。  
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４  文書質問は、一般質問と同様に、町長等執行機関の長等の所信を問う内

容でなければならない。  

５  議長は、文書質問通告書を受理した際は、議会運営委員会に諮り、答弁

書の提出期限を決定し、町長等執行機関の長等に通知するものとする。  

６  議長は、文書質問の内容や質問の項目数について、議会運営委員会に諮っ

たうえで、内容の変更及び質問項目の制限の決定を行うことができるもの

とする。  

７  文書質問の通告文及び答弁書は、全議員に配布するとともに、直近に発

行するめむろ議会だより及び町議会のホームページにより、広く町民等に

公表するものとする。  

（発言の取消し及び訂正）  

第27条  執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて

取扱う。  

 

第７章  委員会  

（通則）  

第28条  常任委員及び議会運営委員の選任に当たっては、あらかじめ議長が

調整のうえ、会議に諮って指名する。  

２  議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。  

３  委員長は、委員会の開会及び閉会に当たり、特に挨拶を述べない。  

（常任委員）  

第29条  議長は、常任委員に選任後、議会の同意を得て、当該常任委員を辞

任するものとする。  

２  常任委員の所属変更の申し出については、相互に変更する当該委員から

議長に申し出るものとし、議長が会議に諮り、その所属を変更する。  

３  副議長は、正副委員長の職には就任しないものとする。  

（特別委員会）  

第30条  議長は、特別委員にならないものとする。  

２  特別委員会設置に係る委員の定数は、設置する前に、その都度議会運営

委員会で協議するものとする。  

（連合審査会）  

第31条  連合審査会の議事は、付託された審査事件における主たる委員会の
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委員長が主宰する。  

２  連合審査会を開く旨の議長への通知は、関係委員長の連名で行う。  

３  連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。  

４  連合審査会に付託した事件の表決は、審査における主たる委員会におい

て行う。  

５  合同委員会を開催する場合は、前項までの規定を準用する。  

 

第８章  議会運営委員会  

（議会運営委員会）  

第32条  会期中に定例会議及び臨時会議を招集する際は、議会運営委員会を

開催し、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要の協議を

行い、本会議における議事日程、委員会付託の有無等を協議するものとす

る。  

２  議長は、議会運営委員会の委員にならないものとする。  

３  議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむ

ね次に掲げる事項について協議する。  

( １)  議会の運営に関すること。  

ア  会期の取扱い  

イ  会期中における会議日程  

ウ  議事日程  

エ  議席の決定及び変更  

オ  発言の取扱い（発言順序、発言者、発言時間等）  

カ  議事進行の取扱い  

キ  説明員の出席の取扱い  

ク  議事堂の各施設の取扱い  

ケ  議長、副議長の選挙の取扱い  

コ  一般質問の取扱い  

サ  緊急質問の取扱い  

シ  文書質問の取扱い  

ス  特別委員会設置の取扱い  

セ  委員会の構成の取扱い  

ソ  議長、副議長及び議員の辞職の取扱い  
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タ  休会の取扱い  

チ  議会内の秩序の取扱い  

ツ  議案の取扱い  

テ  動議の取扱い（修正動議を含む。）  

ト  議員及び委員会提出議案（条例、意見書、決議等）の取扱い  

ナ  長の不信任決議の取扱い  

ニ  議員の資格の取扱い  

ヌ  特殊な請願及び陳情の取扱い  

ネ  その他議会運営上必要と認められる事項  

( ２ )  議会及び委員会に関する条例、規則等に関すること。  

ア  会議条例、委員会条例等の制定及び改正  

イ  議会会議条例等運用規則等の制定及び改正  

ウ  その他議会に関する条例、規則、要綱その他これに類する規程の制定、

改正等 

( ３ )  議長の諮問に関すること。  

ア  議会の諸規程の制定、改正等  

イ  常任委員会間の所管の調整  

ウ  慶弔等  

エ  議員派遣  

オ  調査機関の設置  

カ  その他議長が必要と認める事項  

( ４ )  めむろ議会だよりの発行、議会ホームページ等に関すること。  

４  議会運営委員会の開催結果及び議会運営委員会で決定した議会の運営に

関する事項等については、速やかに全議員に周知するものとする。  

５  議会運営委員会で決定した事項については、議員はこれを順守しなければ

ならない。 

 

第９章  全員協議会  

（全員協議会の開催）  

第33条  議長は、議案の審査、議会の運営に関する協議及び調整、議員の自

由闊達な意見交換等を行う必要があるときは、全員協議会を開催する。  

２  全員協議会の開催については、その日時、議件等を正副議長、正副議会
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運営委員長会議を開催し、協議した上で決定するものとする。  

３  全員協議会はこれを公開する。ただし、議長が会議に諮り、その議決に

より、秘密会とすることができるものとする。  

４  全員協議会は、議案の審査並びに議会運営に関する協議及び調査のため、

町長等執行機関の長等その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びに

その委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとすると

きは、議長が出席要求を行うものとする。  

５  全員協議会の議事整理及び秩序保持は議長が行い、議長に事故があると

き又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。  

６  全員協議会において、議員から資料の要求があった場合、議長が会議に

諮って意思決定した上で、執行機関及び議会事務局に要求し、提出のあっ

た資料は、全議員に配布するものとする。  

７  議長は、議会事務局職員に会議の内容、出席議員の氏名等必要な事項を

記載した会議記録を作成させ、これに署名又は記名押印し、保管する。  

（開催の特例）  

第33条の２  議長は、次に掲げる場合において、全員協議会の開催場所への

参集が困難と判断されるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を

相互に確認しながら通話をすることができる方法（以下「オンライン」と

いう。）を活用した全員協議会を開催することができる。  

( １)  重大な感染症のまん延防止等  

( ２)  災害の発生等  

( ３)  その他議長が必要と認めるとき。  

２  前項の場合において、議員は、全員協議会にオンラインによる出席を希

望するときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。  

３  オンラインを活用した全員協議会の運営に関して必要な事項は、議長が

別に定める。  

 

第10章  表決  

（表決）  

第34条  委員長の報告が原案のとおり可決すべきもの、採択すべきもの及び

一部採択とすべきものの場合の表決は、委員長の報告のとおり決するかを

採決し、委員長の報告が否決すべきもの及び不採択とすべきものの場合は、
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原案について採決する。  

２  投票による表決の場合は、第15条第１項の規定により行うものとする。  

３  全員が、異議がないと認められる軽易な事件の表決は、簡易表決による

ものとする。  

４  委員長報告が修正して可決すべきものの場合又は議員から修正案が提出

されたときは、修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案につい

て採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。  

５  数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。  

( １ )  議員のみの修正案のうち、共通部分がない場合は、原案に最も遠い

ものから先に表決をとる。  

( ２ )  議員のみの修正案のうち、共通部分がある場合は、共通部分を表決

に付すものとする。ただし、共通部分が極めて小部分であるときは、修正

案ごとに表決に付することができるものとする。  

( ３ )  議員の修正案又は委員会の修正案で、共通部分がない場合は、議員

の修正案から先に表決をとる。  

( ４ )  議員の修正案又は委員会の修正案のうち、共通部分がある場合は、

議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について

表決に付し、次に、議員の修正案と委員会の修正案の共通部分について表

決に付し、最後に、議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員

会の修正案を表決に付する。  

６  一括議題とした議案等に対する表決は、１件ごとに採決する。ただし、

異議がないと認められるときは、一括して採決することができるものとする。 

 

第11章  請願及び陳情  

（請願及び陳情）  

第35条  請願及び陳情の受理番号は、議員の任期中において通し番号とする。 

２  議長は、請願を紹介する議員（以下「紹介議員」という。）にならないも

のとする。また、当該事項を所管する委員会の委員長についても、同様とす

る。  

３  当該事項を所管する委員会の委員が、２人以上紹介議員となることはで

きないものとする。  

４  会期中において、請願及び陳情が既に議決した請願及び陳情の内容と同
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一のものについては、「みなし採択」又は「みなし不採択」として取り扱う。

ただし、必要がある場合は、議決することができる。  

５  金額、率又は数値を限定、あるいは明示した請願及び陳情を議長が受理

するに当たっては、議長は金額、率又は数値を限定、あるいは明示しないよ

う請願及び陳情の提出者並びに請願の紹介議員に措置させるものとする。

なお、これに従わない場合は、議長は請願及び陳情を受理しないものとす

る。  

６  請願及び陳情の内容が数項目にわたる場合で、採択できる項目について

は、その項目を取り上げて、「一部採択すべきもの」として採決することが

できる。  

７  芽室町民でない者からの陳情及び請願並びにこれに類する要請書等が提

出された場合の取扱いは、系統町村議会議長会からの意見書の提出要請を

除き、提出された陳情、請願、これに類する要請等の写しを全議員へ配布す

るものとする。  

８  請願及び陳情を議決したときは、その結果を請願及び陳情の提出者に通

知する。  

９  請願及び陳情の提出者が、請願及び陳情を取り下げようとする場合は、

陳情及び請願取下申出書（第４号様式）を議長に提出しなければならない。  

10 請願及び陳情の訂正については、原則としてこれを認めないものとする。 

11 委員会付託を省略して本会議で審査する請願については、必要に応じて、

紹介議員に説明をさせることができるものとする。  

12 議案に関連する請願及び陳情については、請願及び陳情の審査の有無に

かかわらず、当該議案の可決又は否決の決定により、「みなし採択」、「み

なし不採択」と決定するものとする。  

 

第12章  辞任  

（議長等の辞任）  

第36条  議長の辞職を許可したときは、議事堂に登庁しているときは、直ち

に口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。  

２  副議長の辞職を許可したときは、議事堂に登庁しているときは、直ちに

口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。  

３  議員の辞任を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。  
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４  議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議において挨拶を

するものとする。  

 

第13章  規律  

（記章のはい用）  

第37条  議員は、在職中の公務の際に、所定の記章をはい用しなければなら

ない。  

（議員の敬称）  

第38条  本会議及び全員協議会における議員の敬称は「議員」とし 、委員会

における議員の敬称は「委員」とする。  

 

第14章  会議録  

（会議録の作成等）  

第39条  会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、

会議録に署名するものとする。  

２  会議録署名議員は、議席順により、会議日ごとに議長が指名するものと

する。  

３  会議において発言の取消しが許可されたときは、その発言は、配布（閲

覧用を含む。）する会議録には記載又は記録しない。ただし、会議録の原本

には、そのまま記載又は記録する。  

４  会議録作成後、内容に誤りがあった場合、議長は、署名議員の了解を得

たうえ、会議で訂正する。ただし、軽易な誤りは、正誤表を配布し訂正する。  

５  会議録作成用に録音された記録は、会議録が作成された後、２年間保存

する。  

 

第15章  参考人  

（参考人）  

第40条  参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておくも

のとする。  

２  請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に参考人として

説明を求めることができる。また、請願、陳情等の提出者が、委員会等にお

ける審査の際に、特に発言等を求めた場合は、この発言等を認めなければ
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ならないものとする。  

 

第16章  雑件  

（一部事務組合議員の報告）  

第41条  一部事務組合議員が組合議会に出席した場合は、必要に応じて、そ

の状況を議長に報告し、議長は会議において議員にその状況を報告する。  

（表彰状の伝達）  

第42条  永年在職議員に対する系統町村議会議長会等からの表彰状は、直近

の議会において、議長から伝達する。  

（議場の使用範囲）  

第43条  議場は、原則として議会における本会議、委員会、全員協議会等以

外に使用することができない。ただし、議長が議場の使用に係る許可申請

書（第５号様式）を受理し、許可した場合は、議場を目的外に使用すること

ができるものとする。  

（資料要求）  

第44条  議会の資料要求については、議長が、会議に諮って意思決定したう

えで執行機関に要求する。この場合、提出のあった資料については全議員

に配布する。また、委員会における資料要求については、委員長が会議に

諮って意思決定し、執行機関に要求するものとする。  

 

附  則  

この規則は、平成25年４月１日から施行する。  

附  則（平成26年１月６日議会規則第１号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成26年５月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則による改正後の芽室町議会会議条例等運用規則（以下「規則と

いう。」）第９条第１項及び第３項の規定は、施行日以後に付される一連番

号について適用し、同日前に付された一連番号については、なお従前の例

による。  

（平成26年１月から平成26年４月までに付される一連番号に係る経過措置

の特例）  
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３  規則第９条第１項及び第３項の規定により付される一連番号のうち、平

成26年１月から平成26年４月までに付される一連番号については、平成25

年１月からの一連番号とする。  

附  則（平成26年３月１日議会規則第２号）  

この規則は、平成26年３月１日から施行し、平成26年１月１日から適用する。 

  附  則  

この規則は、平成29年５月１日から施行する。  

  附  則  

この規則は、決定の日から施行し、令和元年５月１日から適用する。  

附  則  

この規則は、令和３年９月１日から施行する。  
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別記１  

  

議事日程記載例  

１  議席に関するもの  

( １)  議席の指定  

( ２)  議席の変更  

２  会議録署名議員の指名  

３  会期に関するもの  

( １)  会期の決定  

４  選任、辞任等身分に関するもの  

( １)  議長及び副議長の選挙並びに辞職  

( ２)  議員の辞職  

( ３)  議員の資格決定  

( ４)  議員の懲罰  

( ５)  議会の解散  

( ６)  一部事務組合議会議員の選挙  

( ７)  選挙管理委員及び同補充員の選挙  

( ８)  町長の退職承認  

( ９)  不信任動議  

(10)  選任同意案件  

５  委員会に関するもの  

( １)  常任委員の選任及び所属変更  

( ２)  議会運営委員の選任及び辞任  

( ３)  特別委員会の設置  

( ４)  特別委員会委員の選任及び辞任  

( ５)  委員会の中間報告  

( ６)  附託事項調査結果の報告  

６  議案等に関するもの  

( １)  行政報告等  

( ２)  専決処分報告  

( ３)  各会計予算案、予算関連議案、一般議案、補正予算案、決算認定  

( ４)  再議及び再選挙  
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( ５)  監査報告及び事故繰越報告等  

７  会議案等に関するもの  

( １)  条例案  

( ２)  意見書案及び決議案  

( ３)  一般質問及び緊急質問  

( ４)  百条調査  

( ５)  検閲、検査、監査の請求  

( ６)  請願、陳情  

８  その他  

( １)  事件の訂正及び撤回  

( ２)  調査機関の設置  
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第１号様式（第１条第５項関係）  

 

連絡所変更（旅行）届  

 

   年    月    日  

 

 芽室町議会議長             様  

 

芽室町議会議員             印   

 

 次のとおり、芽室町議会会議条例等運用規則第１条第５項に基づき提出し

ます。  

 

記  

 

１  期  間    年   月   日（    ）～   年   月   日（    ） 

 

２  場  所                              

 

 ３  事  由                              

 

                                   

 

                                  

 

４  連絡先   住   所                        

         

電話番号                        

 

住   所                        

 

電話番号                        
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第２号様式（第２４条第２項関係）  

 

   年   芽室町議会定例会    月定例会議における一般質問通告書  

  年    月    日    時    分受付  

質問の項

目  
 

答弁を  

求める者  
 

質問の内容・要旨  
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上記のとおり通告します。  

 

 

      年    月    日  

 

 

 

芽室町議会議長               様  

 

 

 

芽室町議会議員               印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発言所要時間           分  
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第３号様式（第２６条第１項関係）  

 

文  書  質  問  通  告  書  

  年    月    日    時    分受付  

質問の項

目  
 

答弁を  

求める者  
 

質問の内容・要旨  
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上記のとおり通告します。  

 

 

      年    月    日  

 

 

 

芽室町議会議長               様  

 

 

 

芽室町議会議員               印  
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第４号様式（第３５条第９項関係）  

 

年   月   日  

 

 芽室町議会議長          様  

 

請願及び陳情提出者              ㊞  

               （代表者）  

 

請願及び陳情取下申出書  

 

   月   日提出した請願・陳情は、次の理由により取り下げたいので申

し出ます。  

 

記  

 

請願及び陳情件名                            

 

理由                                  
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第５号様式（第４３条関係）  

 

許  可  申  請  書  

 

年   月   日  

 

芽室町議会議長  あて  

 

 

申請者                 印  

 

 

 次のとおり芽室町議会議場を使用したいので申請します。  

 

１使用年月日   自    年   月   日（   ）   時   分  

        至    年   月   日（   ）   時   分  

        ※一覧表等の添付でも可  

２使用目的  

 

 

３使用責任者  

 

 

４特記事項  
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○芽室町議会委員会条例  

昭和62年条例第２号  

 

第１章  通則  

（常任委員会の設置）  

第１条  議会に常任委員会を置く。  

（常任委員会の名称、委員の定数及びその所管）  

第２条  常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。  

（１）  総務経済常任委員会  ８人  

政策推進課、総務課、魅力創造課、都市経営課、農林課、商工労政

課、環境土木課、水道課、出納課、選挙管理委員会、監査委員、公平

委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会、上水道事業及び下

水道事業に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項  

（２）  厚生文教常任委員会  ８人  

住民税務課、健康福祉課、高齢者支援課、子育て支援課、教育委員

会及び公立芽室病院事業に関する事項  

（常任委員の任期）  

第３条  常任委員の任期は、２年とする。ただし、後任者が選任されるまで

在任する。  

２  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（常任委員の任期の起算）  

第４条  常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了によ

る後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任

期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。  

（議会運営委員会の設置）  

第４条の２  議会に議会運営委員会を置く。  

２  議会運営委員会の委員の定数は、７人とする。  

３  前項の委員の任期については、前２条の規定を準用する。  

（議会運営委員会の所管）  

第４条の３  議会運営委員会の所管は、次のとおりとする。  

（１）  議会の運営に関すること。  

（２）  議会及び委員会に関する条例、規則等に関すること。  
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（３）  議長の諮問に関すること。  

（４）  議会広報に関すること。  

（特別委員会の設置）  

第５条  特別委員会は、必要がある場合において、議会の議決で置く。  

２  特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。  

３  特別委員会の委員は、会議に諮って指名し、特別委員会に付議された事  

件が議会において審議されている間在任する。  

（資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置）  

第６条  議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第 １項

の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置され

たものとする。  

２  資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第 ２項の

規定にかかわらず、６人とする。  

（委員の選任）  

第７条  常任委員、議会運営委員及び特別委員 ( 以下「委員」という。) は、議

長が会議に諮って指名する。  

２  議員は、少なくとも一の常任委員になるものとする。  

３  常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期

満了前50日以内に行うことができる。  

４  議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会

の所属を変更することができる。  

５  前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第 ３条第２項の例

による。  

（委員長及び副委員長）  

第８条  常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会 ( 以下「委員会」という。)

に、委員長及び副委員長１人を置く。  

２  委員長及び副委員長は、委員会において互選する。  

３  委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。  

（委員長及び副委員長がともにないときの互選）  

第９条  委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時

及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。  

２  前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。  
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（委員長の議事整理及び秩序保持権）  

第10条  委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。  

（委員長の職務代行）  

第11条  委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委

員長の職務を行う。  

２  委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の

職務を行う。  

（委員長、副委員長及び委員の辞任）  

第12条  委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得

なければならない。  

２  委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。  

 

第２章  会議及び規律  

（招集）  

第13条  委員会は、委員長が招集する。  

２  委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の

請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。  

（開催の特例）  

第13条の２  委員長は、次に掲げる場合において、委員会の開催場所への参

集が困難と判断されるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相

互に確認しながら通話をすることができる方法（以下「オンライン」という。）

を活用した委員会を開催することができる。  

( １)  重大な感染症のまん延防止等  

( ２)  災害の発生等  

( ３)  その他委員長が必要と認めるとき。  

２  前項の場合において、委員は、委員会にオンラインによる出席を希望す

るときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。  

３  オンラインを活用した委員会の運営に関して必要な事項は、議長が別に

定める。  

（定足数）  

第14条  委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開

くことができない。ただし、第16条の規定による除斥のため半数に達しない
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ときはこの限りでない。  

２  前条第２項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は、前

項、次条第１項及び第27条第１項の出席委員とする。  

（表決）  

第15条  委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委

員長の決するところによる。  

２  前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができ

ない。  

（委員長及び委員の除斥）  

第16条  委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若し

くは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事す

る業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与すること

ができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言す

ることができる。  

（会議の公開）  

第17条  委員会の会議はこれを公開する。  

２  委員会の傍聴に関し必要な事項は、芽室町議会傍聴条例（平成 24 年条例

第 34 号）の規定（第６条の規定を除く。）を準用する。この場合において、

同条例中「議長」とあるのは「委員長」と、「議場」とあるのは「委員会室

等」と読み替えるものとする。  

（秘密会）  

第18条  委員会は、その議決で秘密会とすることができる。 ただし、オンラ

インを活用した委員会においては秘密会とすることはできない。  

２  委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いな

いで委員会に諮って決める。  

（出席説明の要求）  

第19条  委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管

理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員そ

の他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受け

た者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなけれ

ばならない。  

（秩序保持に関する措置）  
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第20条  委員会において地方自治法（昭和22年法律第67号）、芽室町議会会議

条例（平成24年条例第32号。以下「会議条例」という。）又はこの条例に違

反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止

し、又は発言を取り消させることができる。  

２  委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員

会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。  

３  委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるとき

は、委員会を閉じ、又は中止することができる。  

 

第３章  公聴会  

（公聴会開催の手続）  

第21条  委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければ

ならない。  

２  議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうと

する案件その他必要な事項を公示する。  

（意見を述べようとする者の申出）  

第22条  公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめそ

の理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。  

（公述人の決定）  

第 23条  公 聴 会 に お い て 意 見 を 聴 こ う と す る 利 害 関 係 者 及 び 学 識 経 験 者 等

（以下「公述人」という。）は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及

びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を

通知する。  

２  あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者が

あるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。  

（公述人の発言）  

第24条  公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければなら

ない。  

２  前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 

３  公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるとき

は、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。  

（委員と公述人の質疑）  
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第25条  委員は、公述人に対して質疑をすることができる。  

２  公述人は、委員に対して質疑をすることができない。  

（代理人又は文書による意見の陳述）  

第26条  公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示するこ

とができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。  

 

第４章  参考人  

（参考人）  

第26条の２  委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければなら

ない。  

２  前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こ

うとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。  

３  参考人については、第24条、第25条及び第26条の規定を準用する。  

 

 

第５章  記録  

（記録）  

第27条  委員長は、議会事務局職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な  

事項を記載した会議記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければ

ならない。  

２  前項の記録は、議長が保管する。  

 

第６章  補則  

（会議条例との関係）  

第28条  この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、 会議条例の定め

るところによる。  

 

附  則  

この条例は、平成２７年５月１日から施行する。  

附  則（最終改正  令和 2 年条例第  号）  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  
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○芽室町議会オンライン委員会開催要綱  

（令和３年４月23日制定）  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、芽室町議会委員会条例（以下「条例」という。）第 13条

の２に規定する、オンラインを活用した委員会（以下「オンライン委員会」

という。）の運営に関して必要な事項を定めるものとする。  

（オンライン委員会の開催）  

第２条  条例第13条の２に規定する「委員会の開催場所への参集が困難と判

断されるとき」の認定については、副委員長の意見を聞き、委員長が行う

ものとする。  

（オンライン委員会への参加）  

第３条  オンライン委員会にオンラインにより参加を希望する委員は、委員

会開催日の前日（町の休日に当たるときはその前日）の正午までに、オン

ライン出席申請書（第１号様式）を議会事務局に提出しなければならない。

ただし、電子メールにより申請を行う場合は、第１号様式に準じた必要事

項を記載すれば足りるものとする。  

（オンライン委員会の運営）  

第４条  オンライン委員会は、最適なオンライン会議システムを使用するも

のとする。  

２  オンラインにより委員会へ参加する委員（以下「オンライン委員」とい

う。）は、あらかじめ前項のオンライン会議システムを使用するために必要

なアカウントの取得等を行い、通信環境を良好に保ち、常に映像と音声の

送受信により委員会への参加に支障のないようにするとともに、委員会に

関係しない映像や音声が入り込まないように努めなければならない。  

３  オンライン委員会開催中に、通信環境の悪化等により、映像と音声の送

受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることが困難となっ

たオンライン委員は、途中退席したものとみなす。  

４  前項により途中退席となったオンライン委員が、通信環境の復旧等によ

り、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をす

ることが可能となった場合は、復席したものとみなす。  

５  オンライン委員会開催に係る、オンライン会議システムの運用は議会事
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務局が行うものとする。  

（オンライン委員会における表決）  

第５条  オンライン委員会においては、議件に対する表決は行わないものと

する。  

（委員長の権限）  

第６条  委員長の議事整理権及び秩序保持権は、オンライン委員に対しても

及ぶ。  

２  委員長は、オンライン委員の発言の際に、通信環境の悪化等により発言

を始められない、あるいは発言を続行できない状態となったときは、他の

委員に発言を行わせることとし、その後、オンライン委員の通信環境が改

善されたときは、オンライン委員に改めて発言を行わせるなど適宜対処す

る。  

（委員会の中継及び録画）  

第７条  オンライン委員会の中継及び録画は、適宜、委員会室等に設置の議

会中継システムまたはオンライン会議システムを使用するとともに、映像

と音声でオンライン委員及び委員会室等に参集する委員の参加が確認でき

るよう行うものとする。  

（オンライン委員会の傍聴と公開）  

第８条  オンライン委員会（委員会室等との混在型を含む）に際しては、次

の各号に配慮した傍聴環境を整えるものとする。  

（１）委員会室等における傍聴  

（２）委員会中継（録画中継を含む）における傍聴  

（準用規定）  

第９条  オンライン委員会の開催に関し、この要綱に定めのない事項につい

ては、芽室町議会の会議運営に準ずるものとする。  

附  則  

この要綱は、令和３年４月２３日から施行する。  
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様式第１号（第３条関係）  

 

オンライン出席申請書  

 

年   月   日  

 

芽室町議会        委員会  

委員長            様  

 

芽室町議会        委員会   

（委員氏名）            

 

 

 

下記委員会について、芽室町議会委員会条例第１３条の２第２項の規定に

基づくオンラインによる出席を希望します。  

 

記  

 

１．委員会      第   回            委員会  

 

２．開催日時         年   月   日    時   分  

 

 

 

委員会開催日の前日（町の休日に当たるときはその前日）の正午までに 議会

事務局へ提出すること  
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○芽室町議会オンライン全員協議会開催要綱  

（令和３年９月１日制定）  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、芽室町議会会議条例等運用規則（平成 25年４月１日議

会規則第１号。以下「規則」という。）第33条の２に規定する、オンライン

を活用した全員協議会（以下「オンライン全員協議会」という。）の運営に

関して必要な事項を定めるものとする。  

（オンライン全員協議会の開催）  

第２条  規則第33条の２に規定する「全員協議会の開催場所への参集が困難

と判断されるとき」の認定については、副議長の意見を聞き、議長が行うも

のとする。  

（オンライン全員協議会への参加）  

第３条  オンライン全員協議会にオンラインにより参加を希望する議員は、

全員協議会開催日の前日（町の休日に当たるときはその前日）の正午まで

に、オンライン出席申請書（第１号様式）を議会事務局に提出しなければな

らない。ただし、電子メールにより申請を行う場合は、第１号様式に準じた

必要事項を記載すれば足りるものとする。  

（オンライン全員協議会の運営）  

第４条  オンライン全員協議会は、最適なオンライン会議システムを使用す

るものとする。  

２  オンラインにより全員協議会へ参加する議員（以下「オンライン議員」

という。）は、あらかじめ前項のオンライン会議システムを使用するために

必要なアカウントの取得等を行い、通信環境を良好に保ち、常に映像と音

声の送受信により全員協議会への参加に支障のないようにするとともに、

全員協議会に関係しない映像や音声が入り込まないように努めなければな

らない。  

３  オンライン全員協議会開催中に、通信環境の悪化等により、映像と音声

の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることが困難と

なったオンライン議員は、途中退席したものとみなす。  

４  前項により途中退席となったオンライン議員が、通信環境の復旧等によ

り、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をす
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ることが可能となった場合は、復席したものとみなす。  

５  オンライン全員協議会開催に係る、オンライン会議システムの運用は議

会事務局が行うものとする。  

（議長の権限）  

第５条  議長の議事整理権及び秩序保持権は、オンライン議員に対しても及

ぶ。  

２  議長は、オンライン議員の発言の際に、通信環境の悪化等により発言を

始められない、あるいは発言を続行できない状態となったときは、他の議

員に発言を行わせることとし、その後、オンライン議員の通信環境が改善

されたときは、オンライン議員に改めて発言を行わせるなど適宜対処する。 

（全員協議会の中継及び録画）  

第６条  オンライン全員協議会の中継及び録画は、適宜、委員会室等に設置

の議会中継システム又はオンライン会議システムを使用するとともに、映

像と音声でオンライン議員及び委員会室等に参集する議員の参加が確認で

きるよう行うものとする。  

（オンライン全員協議会の傍聴と公開）  

第７条  オンライン全員協議会（委員会室等との混在型を含む。）に際して

は、次の各号に配慮した傍聴環境を整えるものとする。  

( １)  委員会室等における傍聴  

( ２)  委員会中継（録画中継を含む。）における傍聴  

（準用規定）  

第８条  オンライン全員協議会の開催に関し、この要綱に定めのない事項に

ついては、芽室町議会の会議運営に準ずるものとする。  

附  則  

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。  
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第１号様式（第３条関係）  

 

オンライン出席申請書  

 

年   月   日  

 

芽室町議会議長  様  

 

芽室町議会議員            

（議員氏名）            

 

 

下記全員協議会について、芽室町議会会議条例等運用規則第３３条の２第

２項の規定に基づくオンラインによる出席を希望します。  

 

記  

 

１．全員協議会      第   回  

 

２．開催日時         年   月   日    時   分  

 

 

 

※  全員協議会開催日の前日（町の休日に当たるときはその前日）の正午まで

に議会事務局へ提出すること。  
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○芽室町議会議員報酬及び費用弁償条例  

昭和23年条例第32号  

 

第１条  議員の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。  

第２条  議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員

の報酬の月額は、それぞれ次に定める額とする。  

議長  306,000円  

副議長  244,000円  

常任委員会委員長  224,000円  

議会運営委員会委員長  224,000円  

議員  204,000円  

第３条  議員の報酬は、就職した月にあっては、その就職の日から日割りを

もって計算した額を支給し、月の途中において任期満了、辞職、失職、除名、

死亡又は議会の解散により、その職を失ったときは、就職と同様に日割 りを

もって計算した額を支給する。  

２  職務の異動により、歳費の額に変更を生ずる場合は、その事由が生じた

日を基準とし、それぞれ日割りをもって計算した額とする。  

３  芽室町議会会議条例（平成24年条例第32号）第２条第２項の届出による

議会活動ができなくなった日から議会活動ができることとなった日までの

期間( 以下「議会活動ができない期間」という。) については、次の表に定め

る区分に応じた減額の割合を前条又は前２項に定める議員報酬の額から減

額するものとする。  

議会活動ができない期間  減額の割合  

180日以上365日未満  100分の25 

365日以上  100分の50 

４  前項の規定による報酬の減額は、議会活動ができない期間が、180日又は

365日を経過する日の属する翌月（その日が月の初日であるときは、その日

の属する月）からそれぞれ開始し、議会活動ができることとなった場合にお

いては、その事実が生じた日の属する月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月の前月）をもって終了する。  

５  第１項及び第２項の規定により、日額を要するときは、その当月の暦日

数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として計算する。  
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６  報酬は、毎月21日にこれを支給する。ただし、その日が休日に当るとき

は、順次繰り上げて支給する。  

第４条  議員が招集に応じ又は職務のため出張したときは、順路によりその

費用を弁償する。  

２  費用の弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の

７種とする。  

３  費用弁償の額は、別表の区分により職員旅費支給条例（昭和26年条例第  

23号）の規定を準用して計算する。  

４  議員が職務のため外国旅行する場合の費用の弁償は、職員旅費支給条例

に規定する旅費を費用弁償として支給する。ただし、その支給額は、一般職

相当額とする。  

第５条  費用弁償の方法等は、前条に定めるもののほか、町職員の旅費支給

方法等による。  

   附  則（最終改正  平成26年条例第46号）  

この条例は、平成２７年５月１日から施行する。  
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別表（第４条関係）  

町議会議員費用弁償額  

車賃  日当（１日につき）  宿泊料（１夜につき）  食 卓

料（一

夜 に

つき） 

１ キ

ロ

メ ー

ト ル

に つ

き  

1日につき  町外  町外  町内  

甲  

地  

方  

乙  

地  

方  

甲  

地  

方  

乙  

地  

方  

宿 泊

の 場

合  

甲  

地  

方  

乙  

／  

丙  

地  

方  

丙  

地  

方  

円  

37 

円  

2,600 

円  

1,300 

円  

2,200 

円  

2,000 

円  

1,000 

円  

10,900 

円  

9,800 

円  

6,300 

円  

2,200 

備考  

１  この表において、甲地方とは、東京都（区の存する区域）及び政令指  

 定都市、乙地方とは、甲地方及び十勝管内以外の区域をいい、丙地方と  

は、町内を除く十勝管内の区域をいう。  

２  町内宿泊の確認は、事後直ちに本人の届出により、議長が確認する。  
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○町議会議員に対する期末手当支給条例  

昭和62年条例第３号  

 

（目的）  

第１条  この条例は、町議会議員の期末手当の額及び支給の方法に関し必要

な事項を定めることを目的とする。  

（支給方法及び支給額）  

第２条  町議会議員の期末手当は、４月30日（以下「基準日」という。）に在

職する者に支給する。  

２  前項の期末手当の額は、基準日現在において町議会の議員が受けるべき

報酬の月額に基準日を含め12箇月以内におけるその者の在職期間に応じて、

次の表に定める割合を乗じて得た額とする。  

在職期間  割合  

12箇月  100分の410 

６ 箇 月 以 上 12箇 月 未

満  

100分の246 

６箇月未満  100分の123 

３  期末手当は、５月21日にこれを支給する。ただし、その日が休日に当た

るときは、順次繰り上げて支給する。  

（準用規定）  

第３条  この条例の規定による期末手当の支給方法については、前条に定め

のあるものを除くほか、一般職の職員の例による。  

 

   附  則（最終改正  平成26年条例第47号）  

 この条例は、平成２７年５月１日から施行する。  
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○芽室町議会傍聴条例  

平成24年条例第34号  

 

（目的）  

第１条  この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」とい  

う。）第 130 条第３項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるこ  

とを目的とする。  

（傍聴の奨励）  

第２条  議会は、町民自治を基礎とする町民の代表機関であることから、町  

民参加の大切な場と捉え、傍聴者を積極的に受け入れ、その意見等を聴く  

機会を設けなければならない。  

（傍聴席の区分）  

第３条  傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。  

（傍聴人の定員）  

第４条  一般席の定員は、20 人とする。ただし、議長が認めた場合には定  

 員を変更することができるものとする。  

（傍聴の手続）  

第５条  会議の傍聴に関する一切の手続きは、必要としないものとする。  

 （議場への入場禁止）  

第６条  傍聴者は、議場に入ることができない。  

 （傍聴席に入る事ができない者）  

第７条  議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、  

傍聴席に入ることができない。  

 （傍聴人の守るべき事項）  

第８条  傍聴者は静寂にし、次の事項を守らなければならない。  

（１）  議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこ  

と。  

（２）  飲食又は喫煙をしないこと。  

（傍聴人の退場）  

第９条  傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しな

ければならない。  

（議長の指示）  
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第10条  傍聴人は、すべて議長の指示に従わなければならない。  

（違反に対する措置）  

第11条  法第130条第１項及び第２項に定めるものを除くほか、傍聴人がこ

の条例に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないとき

は、これを退場させることができる。  

 

附  則  

この条例は、平成 25 年４月１日から施行する。  

附  則  

この条例は、平成 31 年５月１日から施行する。  



- 85 - 

 

○芽室町議会議員政治倫理条例  

平成24年条例第33号  

 

（目的）  

第１条  この条例は、芽室町議会議員（以下「議員」という。）の政治倫理に

関する基本となる事項を定めることにより、議員が政治倫理の高揚に努め、

町民に信頼される議会づくりを進め、もって町政の健全な発展に寄与する

ことを目的とする。  

（議員の責務）  

第２条  議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者として、自らの

役割と責任を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。  

２  議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その

疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。  

（政治倫理基準の遵守）  

第３条  議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。  

（１）  二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者として、法令を遵守し議

会及び議員の品位並びに名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑を持たれ

るおそれのある金品の授受その他行為をしないこと。  

（２）  芽室町職員の職務執行を妨げるような、不正な働き掛けをしないこ

と。  

（３）  芽室町が資本金、助成金、補助金その他これらに準じるものを出資

している法人等若しくは芽室町が行う許可又は請負その他契約等に関

し、特定の者のために有利な取扱い又は不利な取扱いをするような働き

掛けをしないこと。  

（４） 芽室町の職員の採用、昇任等の人事に関し、不正な働き掛けをしな

いこと。  

（調査及び審査）  

第４条  議長は、議員の政治倫理基準の遵守に関する事項について、調査及

び審査する必要があると認めるときは、これを議会運営委員会に諮る。  

（委任）  

第５条  この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。  

 



- 86 - 

 

附  則  

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。   
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○芽室町議会改革諮問会議設置条例  

平成25年条例第29号  

 

（設置）  

第１条  芽室町議会基本条例（平成25年芽室町条例第27号）第20条の規定に  

基づく附属機関として、芽室町議会改革諮問会議（以下「諮問会議」とい  

う。）を設置し、その組織及び運営に関しては、この条例の定めるところ  

による。  

（所掌事項）  

第２条  諮問会議は、次に掲げる事項について、議会の諮問に応じての調査  

 及び審議並びに議会に意見を申し出ることができる。  

（１）  議会改革及び活性化に関する事項  

（２）  基本条例の見直しに関する事項  

（３）  議員定数・歳費に関する事項  

（４）  その他に関する事項  

（組織）  

第３条  諮問会議は、委員５人以内で組織する。  

（委員）  

第４条  委員は、学識経験を有する者その他議長が必要と認める者のうちか  

ら、議長が委嘱する。  

２  委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長）  

第５条  諮問会議に、会長を置く。  

２  会長は、委員の互選により定める。  

３  会長は、会務を総理し、代表する。  

４  会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を

行う。  

（会議）  

第６条  諮問会議は、会長が召集し、その議事をつかさどる。  

２  諮問会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。  

３  諮問会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長  

の決するところによる。  



- 88 - 

 

４  諮問会議が必要であると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、そ  

の意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。  

（事務）  

第７条  諮問会議の事務は、議会事務局において処理する。  

（委任）  

第８条  この条例に定めるもののほか、諮問会議の運営その他諮問会議に関  

して必要な事項は、会長が諮問会議に諮って定める。  

 

附  則  

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  
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○町議会の議決により指定された町長の専決処分事項  

平成26年12月24日議決  

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、町長

において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。  

１  法令上、町の義務に属する１件 100 万円以下の和解、調停及び損害賠償  

額の決定に関すること。  

２  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和  

39 年条例第 21 号）第２条の規定により議決された工事又は製造の請負契

約について、請負金額を 250 万円以内の額で変更すること。  

３  災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事に関  

する歳入歳出予算の補正に関すること。  

４  解散・欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関する

こと。  

 

   附  則  

 この議決は、平成２７年５月１日から施行する。
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○芽室町議会が管理する行政文書の情報公開に関する規程  

平成11年５月31日  

議会告示第１号  

芽室町情報公開条例（平成10年条例第48号）の規定に基づく芽室町議会が管

理する行政文書の情報公開については、芽室町情報公開条例施行規則 （平成

11年規則第25号）の例による。  

 

附  則  

この規程は、平成１１年６月１日から施行する。  
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○芽室町議会が保有する個人情報の保護に関する規程  

平成11年５月31日  

議会告示第２号  

芽室町個人情報保護条例（平成10年条例第49号）の規定に基づく芽室町議会

が保有する個人情報の保護については、芽室町個人情報保護条例施行規則（平

成11年規則第26号）の例による。  

 

附  則  

この規程は、平成１１年６月１日から施行する。  
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○芽室町議会モニター設置要綱  

（平成24年３月30日制定）  

 

( 目的)  

第１条  この要綱は、芽室町議会モニター（以下「町議会モニター」という。）

を設置することにより、町民からの要望、提言、その他の意見を広く聴取

し、芽室町議会（以下「町議会」という。）の改革・活性化の推進及び政策

提案機能を強化することを目的とする。  

 ( 定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。  

（１）  町民  本町の区域内に居住する者をいう。  

（２）  会議  町議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び町議会議長

（以下「議長」という。）の下に設置する組織等をいう。  

（定員）  

第３条  町議会モニターの定員は、20人以内とする。ただし、議長が必要と

認めたときは増員することができる。  

（資格）  

第４条  町議会モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。  

（１） 年齢満18歳以上の町民であり、かつ、芽室町職員、議員又は各種行

政委員でないこと。  

（２）  町議会のしくみ及び運営に関心があること。  

（３）  町政及び地域社会の発展に関心があること。  

（募集方法）  

第５条  町議会モニターは公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体等

に対し、適任者の推薦を依頼することができる。  

（委嘱）  

第６条  町議会モニターは、公募者及び推せん者のうちから議長が委嘱する。 

２  議長は、前項の規定による町議会モニターの委嘱に当っては、町議会モ

ニターの年齢・居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければな

らない。  

（解任）  
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第７条  町議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は当

該町議会モニターを解任できるものとする。  

（１）  第４条に規定する資格を失ったとき。  

（２）  町議会モニターから辞任の申し出があったとき。  

（３）  その他議長が必要と認めたとき。  

（任期）  

第８条  町議会モニターの任期は１年とし、再任を妨げない。  

（謝礼）  

第９条  町議会モニターは無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、

支給することができる。  

（職務）  

第10条  町議会モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。  

（１） 会議（非公開で行われるものを除く。）を傍聴し、当該会議の運営

に関する意見を文書（電子メールを含む。以下この条において同じ。）

により提出すること。  

（２） 「芽室町議会だより」、「芽室町議会まめ通信」及び「芽室町議会

ホームページ」などに関する意見を文書により提出すること。  

（３）  議長が依頼した町議会の運営に関する調査事項に回答すること。  

（４）  町議会議員と１年に２回以上、意見交換を行うこと。  

（５）  その他議長が必要と認めたこと。  

（提言等の取扱い）  

第11条  町議会モニターから提言等が提出されたときは 、議長は必要に応じ

関係する会議に当該提言等を送付し、当該会議において検討させるものと

する。  

２  前項の規定による検討結果は、原則として当該提言等を提出した町議会

モニターに通知するとともに、議長が別に定める方法により公表するもの

とする。  

（委任）  

第12条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。  

附  則  

この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。  
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○芽室町議会サポーター設置要綱  

（平成24年３月30日制定）  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、芽室町議会サポーター（以下「町議会サポーター」と

いう。）を設置することにより、芽室町議会（以下「町議会」という。）

の運営等に関し、有識者からの提言その他の意見を広く聴取し、町議会の

運営等に反映させ、もって町議会の円滑かつ民主的な運営を推進すること

を目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。  

（１）  町民  本町の区域内に居住する者をいう。  

（２）  会議  町議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び町議会議長

（以下「議長」という。）の下に設置する組織等をいう。  

（定員）  

第３条  町議会サポーターの定員は、５人以内とする。ただし、議長が必要

と認めたときは、増員することができる。  

（委嘱）   

第４条  町議会サポーターは、議会運営等に関する専門的な知識及び経験を

有する人のうちから議長が委嘱する。   

（任期）  

第５条  町議会サポーターの任期は、１年とし、再任を妨げない。  

（解任）  

第６条  町議会サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は

当該町議会サポーターを解任できるものとする。  

（１）  町議会サポーターから辞任の申し出があったとき。  

（２）  その他議長が必要と認めたとき。  

（謝礼）  

第７条  町議会サポーターは、無償とする。ただし、議長が必要と認めたと

きは、支給することができる。  

（職務）  
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第８条  町議会サポーターは、次の各号に定める職務を行うものとする。  

（１）  議会運営全般に関する助言及び指導を行うこと。   

（２）  議会活性化全般に関する相談を行うこと。   

（３）  その他議長が必要と認めること。   

( 庶務)  

第９条  町議会サポーターに関する庶務は、議会事務局長が処理する。   

（提言等の取扱）  

第10条  町議会サポーターから提言等が提出されたときは、議長は必要に応

じ関係する会議を開催し検討するものとする。  

２  前項の規定による検討結果は、原則として当該提言等を提出した町議会

サポーターに通知するとともに、議長が別に定める方法により町民に対し

公表するものとする。  

( 委任)  

第11条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。   

 

附  則   

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  
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○芽室町議会議員研修要綱  

（平成 24 年３月 30 日制定）  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、芽室町議会議員（以下「議員」という。）の研修に関

し、必要な事項を定めることにより、議員の資質の向上と議会活動の活性

化を図り、もつて町政の健全な発展と住民福祉の増進に寄与することを目

的とする。  

（議員の責務）  

第２条  議員は、法律・条例等で規定している議員の責務を遂行するため、

研修に励むとともに不断の自己研鑽に努めなければならない。  

（研修の種類等）  

第３条  財政の健全化に資するため、研修は極力公費の節減を図るものとし、

研修の種類、対象者及び研修内容は次の号のとおりとし、体系については

別表 3 のとおりとする。  

（１）  一般研修  

   ア  新議員（前期・後期）研修  

   イ  役職議員研修  

 ウ  議員一般研修  

（２）  専門研修  

   ア  委員会所管研修  

   イ  実務研修  

 ウ  課題研修  

 ( 研修の実施計画）  

第４条  前条各号に規定する研修は、毎年度当初に別に作成する実施計画書

に基づき実施するものとする。  

２  前項の実施計画書は、議長が議会運営委員会に諮って作成する。ただし、

前条第２号アの委員会所管研修については、この限りでない。  

３  議長会・議員会等の研修計画を参考に作成する。  

（講師等）  

第５条  研修の講師等は、必要に応じ議長がその都度定め依頼するものとす  

る。  

（研修報告）  

第６条  研修を受講した議員は、別記第 1 号様式議長に研修結果を報告しな  

ければならない。  

２  議会は、前項の研修結果を公表することができる。  

（委任）  

第７条  この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。  

 

附  則  

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。   

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/display.php?choson_no=171&cd_type=0&link=../reiki_honbun/a041RG00000548.html#l000000000
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/display.php?choson_no=171&cd_type=0&link=../reiki_honbun/a041RG00000548.html#l000000000
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/display.php?choson_no=171&cd_type=0&link=../reiki_honbun/a041RG00000548.html#l000000000
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別表（第３条関係）  

 研修の種類  対象者  研修の内容  研修の名称等  

一  

般  

研  

修  

 

新議員研修  新議員  

新議員として必要

な基礎知識を習得

する研修  

・ 新 任 議 員 研 修 会 ( 前

期・後期 )  

・北海道町村議会議長

会 等 が 主 催 す る 新

任研修会  

役職議員研修  

議長  

副議長  

正副委員長  

議 長 、 副 議 長 及 び

正 副 委 員 長 と し て

の 役 職 に 関 す る 知

識を習得する研修  

・議長、副議長研修会  

（ 全 国 町 村 議 会 議 長

会）  

・議長、副議長、正副委

員長研修会  

議員一般研修  全議員  
議員としての知識

を習得する研修  

・ 議 員 研 修 会 ( 北 海 道

町村議会議長会、十

勝 管 内 町 村 議 会 議

長会、西部４町議長

会等 )  

専  

門  

研  

修  

委員会所管研修  委員  

委員会所管事項に

関する専門的な研

修 ( 視 察 研 修 を 含

む )  

・議員専門研修 ( 予算・

決算等 )  

実務研修  全議員  
行政、政策などの

実務に関する研修  

・ 議 員 専 門 研 修 ( 政 策

等 )  

課題研修  希望議員  
課題に応じ特別に

実施する研修  

・議員専門研修（課題

別）  
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別記第１号様式 ( 第６条関係 )  

平成   年   月   日  

 

 

 芽室町議会議長           様  

 

 

芽室町議会議員           印  

 

 

研 修 成 果 報 告 書  

 

 芽室町議会議員の研修に関する要綱６条の規定により、次のとおり成果

を報告します。  

 

記  

 

1 研 修 日 時  

 

 

2 研 修 先  

 

 

3 研 修 目 的  

 

 

4 成果（具体的に）  
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○芽室町議会「議会報告と町民との意見交換会」の実施規程  

           （平成 24 年４月 12 日制定）  

 

（趣旨）  

第１条  この規程は、芽室町議会基本条例（平成 25 年芽室町条例第○号）第

８条に規定する議会報告と意見交換会（以下「意見交換会」という。）の実

施に関して必要な事項を定めるものとする。  

（種類）  

第２条  意見交換会の種類は、次のとおりとする。  

（１）  地域との意見交換会  あらかじめ議会が定めた議題について、町

の区域を議会が別に定めるところにより指定する地区（以下、「地区」

という。）を基本単位として実施する意見交換会をいう。  

（２）  団体との意見交換会  議会が取り組む政策立案等について、関係

ある町民団体等と実施する意見交換会をいう。  

（３）  議会報告会  意見交換会に合わせて、議会活動などについて伝え

る機会をいう。  

（地域との意見交換会の実施）  

第３条  地域との意見交換会は、前条（１）により定めた地区において年１

回実施する。  

２  議会は、地域との意見交換会の開催日時、会場等について、議会だより

及び町議会のホームページ等への掲載、開催地区における開催案内文書の

回覧等の方法により、広く周知を図るものとする。  

（団体との意見交換会の実施）  

第４条  団体との意見交換会は、教育、文化、福祉、産業等の分野ごとに行う

意見交換会であるところから、常任委員会において政策立案等を実施する

ため必要に応じて開催するほか、町民団体等の要請に応じて開催するもの

とする。  

（議員の留意事項）  

第５条  意見交換会において、出席する議員は、次に掲げる事項に留意しな

ければならない。  

（１）  町民の多様な意見を把握し、議会内での議論・政策形成につなげ

ていくために、町民の意見・要望の意図・真意等を聴取すること。  
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（２）  町民から意見、質問に対する返答等を求められた場合には、議会

としての考え方、議論の経過等を説明することとし、議員個人とし

ての見解を述べないこと（議員個人の考えを求められた場合その他

個人の見解を明らかにする必要がある場合を除く。）。  

（３）  執行機関の立場での説得的な説明、答弁等は行わないよう留意す

ること。  

（意見等の集約）  

第６条  意見交換会に出席した議員は、町民の意見及び提言その他意見交換

の内容（以下、この条において「意見等」という。）について、要点をまと

め記録したうえで別に定める様式により議長に報告するものとする。  

２  議長は、前項の規定により報告を受けた意見等の整理及び検討について、

議会運営委員会に依頼するものとする。  

３  議会運営委員会は、前項の規定により意見等の整理及び検討について議

長の依頼を受けたときは、議会における当該意見等への対応を協議し、そ

の結果を議長に報告するものとする。  

４  議長は、前項の規定による報告を受けたときは、今後の議会運営におい

て適切に対処するものとする。  

（報告書の公表）  

第７条  議会は、前条の規定により集約した意見等について、当該意見等に

対する議会の対応と併せて議会だより及び議会ホームページ等において公

表するものとする。  

（補足）  

第８条  この規程に定めるもののほか、意見交換会の実施に関し必要な事項

は、議長が別に定める。  

 

附  則  

この規程は、公布の日から施行する。  
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○芽室町議会議長室開放要綱  

（平成 24 年２月 29 日制定）  

 

( 目的)  

第１条  この要綱は、芽室町議会議長（以下「議長」という。）と町民が対  

話し、町民の建設的な意見を議会運営及び町政に反映することを目的とす  

る。  

( 対象者 )  

第２条  対象者は、町内に在住、在勤、在学する個人又は５人以内のグルー  

プとする。  

( 開催運営 )  

第３条  開催運営に当たっては次のとおりとする。  

（１）  開催場所は、議長室を基本とする。  

（２）  参加者は、1 開催日１グループ以内とする。  

（３）  対話時間は、1 グループ 1 回３０分以内とする。  

（４）  参加を希望する者は、開催日の１週前までに来庁、郵便、ＦＡＸ

又は電子メールにより次の事項を添えて議会事務局へ申し込むもの

とする。  

ア  氏名（グループにあっては、代表者名、参加者名）及び参加人数  

イ  住所、勤務先又は学校名等  

ウ  電話番号  

エ  希望時間  

オ  対話内容  

（５）対話の成否及びについては、議長が決定するものとする。  

（６）申込者が多数の場合は未参加者を優先し、なお多数の場合は、未参  

  加者を対象に公開抽選を行う。  

（決定）  

第４条  議長は、対話の成否を決定するものとし、申込者に対して電話及び

文書をもって通知する。  

  ( 補助者 )  

第５条  議長は、副議長・各委員長・事務局長等を必要に応じて対話に同席  

させることができる。  

( 記録)  

第６条  対話の記録は、議会事務局職員が行う。  

 ( 公表 )  

第７条  議会事務局は、意見等を有効活用するため各常任委員会及び関係課

に記録の内容を提供するとともに、可能な範囲で議会広報等により公開す

る。  

( 庶務)  

第８条  議長室開放の庶務は、議会事務局職員が行う。  
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  附  則  

 この要領は、平成２４年３月１日から施行する。   
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○芽室町議会広報編集発行要領  

 （平成 24 年４月 12 日制定）  

 

（目的）  

第１条  議会議事公開の原則の趣旨に則り、議会の一般質問や議案審議の状

況、委員会の開催状況などを住民に正しく周知し、「ありのままを公開し、

住民とともに歩む議会広報の発行」の推進を目的とする。  

（発行責任者）  

第２条  発行責任者は議長とし、発行に関する諸事項は議会運営委員会の所

管とする。  

２  発行のため編集企画会議を設置する。  

３  編集企画会議の委員は議会運営委員会で決定する。  

（発行時期）  

第３条  「めむろ議会だより」は年 12 回発行を基本とする。  

（構成・編集方針）  

第４条  「めむろ議会だより」の構成・編集方針は次のとおりとする。  

（１）  表紙は、将来性から子ども・人物等の写真を基本に掲載する。  

（２）  議案概要、一般質問、委員会ページに写真の掲載を必然化する。  

（３）  十分な議事を公開する広報  

徹底した情報公開  

（４）  適切な記事の取捨選択する広報  

住民にとって重要記事の掲載  

（５）  読者（住民）参加促進する広報  

住民の声を聴き、企画・対話  

（６）  分かりやすい記事と見出しの広報  

誰が読んでも理解できるよう創意工夫（簡潔・正確・分かりや  

すい文章）  

具体的な見出しへの創意工夫（関心を誘発する見出し）  

（７）  読みやすい広報  

目につく表紙へ創意工夫（斬新、魅力ある写真、読みたくなる  

     見出し）  

読みやすい紙面へ創意工夫（縦書き・レイアウト・写真・グラ  
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フ・図・イラストの活用）  

（企画）  

第５条  「めむろ議会だより」の企画は次のとおりとする。  

（１）  議案と審議内容  

ア  議案記事（議案内容の明快性）の掲載  

イ  審議内容（質疑・答弁・討論の具体性）の掲載  

ウ  議決結果（各議員の賛否で透明性）の掲載  

（２）  一般質問（インパクト性・簡潔性・統一性）  

（３）  議会活動（委員会活動・全員協議会の強化と連動・意見書の重要  

性）  

（４）  住民登場コーナー（住民参加の推進）  

（委任）  

第６条  この要領の改正並びにこの要領に定めのない事項については、議会  

運営委員会に諮って議長が決定する。  

   附  則  

 この要領は、平成 24 年４月 12 日から施行する。  

 この要領は、令和３年４月 23 日から施行する。  

参考：めむろ議会だよりは、昭和 56 年７月から発行。  

   めむろ町議会まめ通信は、平成 12 年４月から平成 25 年３月まで発行 
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○芽室町議会インターネット中継・録画要領  

 （平成 24 年４月 12 日制定）  

 

（目的）  

第１条  議会議事公開の原則の趣旨に則り、議会の本会議や委員会の開催状

況などを住民に正しく周知し、「ありのままを公開し、住民とともに歩む議

会活動」の推進を目的とする。  

（責任者）  

第２条  議会インターネット中継・録画の責任者は議長とし、中継・録画に

関する諸事項は議会運営委員会の所管とする。  

（中継・録画の範囲）  

第３条  議会インターネット中継・録画の範囲は、本会議（定例会、臨時会）、

議会運営委員会、常任委員会及び新たに設置される特別委員会並びに議員

協議会とする。ただし、秘密会についてはインターネット中継・録画は行

わない。  

（中継・録画業務）  

第４条  議会インターネット中継・録画に関わる業務は、議会事務局職員が

担当する。  

（委任）  

第５条  この要領の改正並びにこの要領に定めのない事項については、議会  

 運営委員会に諮って議長が決定する。  

 

   附  則  

 この要領は、平成 24 年８月１日から施行する。  

 

参考：平成 13 年 10 月臨時会から中継。  
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○芽室町議会ホームページの管理及び運営に関する要綱  

 

第１条  この訓令は、芽室町議会ホームページ（以下「当ホームページ」とい

う。）に関し、必要な事項を定めるものとする。  

第２条  当ホームページのトップページは、「http://www.memuro.net/gikai 

.htm」に置く。  

第３条  当ホームページは、議長の命を受けて事務局長が管理する。  

第４条  当ホームページには、次の各号に定める情報及び事項を掲載する。  

（１）  定例会議・臨時会議に関する情報  

（２）  委員会・全員協議会に関する情報  

（３）  本会議の会議録及び委員会等の会議記録  

（４）  議会に関する情報  

（５）  請願・陳情の処理に関する情報  

（６）  議長が特に必要と認める情報及び事項  

第５条  当ホームページに公開する情報及び事項の内容に更新の必要が生じ

たときは、迅速に更新手続を行わなければならない。  

２  前項に定める更新内容は、事務局長が決定する。  

第６条  当ホームページがリンクを設定できる他サイトは、公共機関又はそ

れに類する団体が主催するサイトとする。  

２  前項に基づくリンクは、事務局長が決定する。  

３  当ホームページへのリンクは、自由とする。ただし、事務局長が公序良

俗に反すると認めるサイトが当ホームページへのリンクを設定した場合は 、

リンクの解除を申し入れなければならない。  

第７条  この訓令に定めるもののほか、必要な事項は事務局長が決定する。  

２  この訓令の疑義は、事務局長が決定する。  

 

附  則  

この訓令は、平成２６年９月１日から施行する。  
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○芽室町議会公式 LINEアカウント運用ポリシー  

 

１  情報発信の目的   

芽室町議会は、議会基本条例に規定する「町民に開かれ、分かりやすい議

会」を進めるため、LINE＠アカウントを取得のうえ、町民に活動状況等の

情報を発信し、より一層の広報活動の充実を図る。  

２  情報発信の内容   

（１）  本会議に関すること   

（２）  全員協議会及び委員会等に関すること   

（３）  議会だより等に関すること   

（４）  町議会からのお知らせ   

３  アカウント   

（１）  表示名  芽室町議会   

（２）  LINE ID  @memuro-gikai2014 

４  管理者   

議会事務局長   

５  運用者   

議会事務局職員   

６  運用開始日   

平成26年７月13日  

７  投稿等への対応   

（１）  LINE＠には、いただいた投稿を確認する機能と個別に返信する

機能がないため、個人への返信はしない。  

（２）  芽室町議会からは、個別の「友だち」登録を行わない。  

８  免責事項   

（１）  芽室町議会は、利用者が当アカウントの発信情報を利用または信

用したことにより、利用者または第三者が被った損害について、い

かなる場合でも一切の責任を負わない。   

（２）  芽室町議会は、利用者間もしくは利用者と第三者間のトラブルに

より、利用者または第三者に生じたいかなる損害についても、一切

の責任を負わない。   

（３）  芽室町議会は、利用者により送信されたメッセージについて一切

の責任を負わない。   

（４）  上記の他、芽室町議会は当アカウントに関連する事項に生じたい

かなる損害について、一切の責任を負わない。  

（５）  芽室町議会は、予告なく運用ポリシーの変更や運用方法の見直

し、または運用の中止をする場合がある。  
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○芽室町議会公式 Twitter アカウント運用ポリシー  

 

１  情報発信の目的   

芽室町議会は、議会基本条例に規定する「町民に開かれ、分かりやすい議

会」を進めるため、公式 Twitter アカウントを取得のうえ、町民に活動状況等

の情報を発信し、より一層の広報活動の充実を図る。  

２  情報発信の内容   

（１）  本会議に関すること   

（２）  全員協議会及び委員会等に関すること   

（３）  議会だより等に関すること   

（４）  町議会からのお知らせ   

３  アカウント   

（１）  表示名  北海道芽室町議会   

（２）  ユーザー名  @memuro_gikai 

４  管理者  議会事務局長   

５  運用者  議会事務局職員   

６  運用開始日  平成26年8月16日   

７  投稿等への対応   

（１）  原則として、当アカウントへのリプライ・ダイレクトメッセージ

には対応しない。   

（２）  原則として、芽室町議会からのフォロー・リプライ・リツィート

は行わない。  

８  免責事項   

（１） 芽室町議会は、利用者が当アカウントの発信情報を利用または信用

したことにより、利用者または第三者が被った損害について、いかな

る場合でも一切の責任を負わない。   

（２） 芽室町議会は、利用者間もしくは利用者と第三者間のトラブルによ

り、利用者または第三者に生じたいかなる損害についても、一切の責

任を負わない。   

（３） 芽室町議会は、利用者により送信されたメッセージについて一切の

責任を負わない。   

（４） 上記の他、芽室町議会は当アカウントに関連する事項に生じたいか
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なる損害について、一切の責任を負わない。  

（５）  芽室町議会は、予告なく運用ポリシーの変更や運用方法の見直し 、

または運用の中止をする場合がある。  
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○芽室町議会フェイスブックページ運用ポリシー  

 

１  目的  

芽室町議会基本条例に規定する「町民に開かれ、分かりやすい議会」を進

めるため、フェイスブックページを開設 のうえ、町民に活動状況等の情報

を発信し、より一層の広報活動の充実を図る。  

２  情報発信の内容   

（１）  本会議に関すること   

（２）  全員協議会及び委員会等に関すること   

（３）  議会だより等に関すること   

（４）  町議会からのお知らせ   

３  アカウント情報等  

（１）  表示名  北海道芽室町議会   

（２）  ユーザー名  memuro.gikai 

URLフェイスブックページ /https://www.facebook.com/memuro.gikai 

４  管理者  議会事務局長   

５  運用者  議会事務局職員   

６  運用開始日  平成25年５月28日  

７  投稿等への対応   

（１）  原則として、当アカウントへのリプライ・ダイレクトメッセージ

には対応しない。   

（２）  原則として、芽室町議会からのフォロー・リプライは行わない。  

８  免責事項   

（１）  芽室町議会は、利用者が当アカウントの発信情報を利用または信

用したことにより、利用者または第三者が被った損害について、いか

なる場合でも一切の責任を負わない。   

（２）  芽室町議会は、利用者間もしくは利用者と第三者間のトラブルに

より、利用者または第三者に生じたいかなる損害についても 、一切の

責任を負わない。   

（３）  芽室町議会は、利用者により送信されたメッセージについて一切

の責任を負わない。   

（４）  上記の他、芽室町議会は当アカウントに関連する事項に生じたい
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かなる損害について、一切の責任を負わない。  

（５） 芽室町議会は、予告なく運用ポリシーの変更や運用方法の見直し、

または運用の中止をする場合がある。  

 

 

  



- 112 - 

 

○議会ホットボイス取扱基準  

 

( 目的)  

第１条  議会ホットボイスは住民参加の一つとして、町民が気軽に議会に対

する意見・提案などを届けることができる制度である。この制度は、町民

の意見をまちづくりの課題解決や議会改革につなげることと、町民と議会

のコミュニケーションツールとして信頼関係構築の役割を発揮すること、

さらに町民の声を政策へ進化させる機能へ発展させることにより、町民の

まちづくりへの参加を実現することを目的とする。  

 ( 範囲）  

第２条  議会ホットボイスとして取り扱う範囲は、次の３つとする。  

（１）  ホットボイスはがき  

（２）  議会事務局へのメール（g- shomu@memuro.net）  

（３）  議会へのFAX（0155- 62- 9813）  

（取り扱い）  

第３条  受理した議会ホットボイスは、次のとおり取り扱うものとする。  

（１）受理した議会ホットボイスは原則として、その取り扱いを議会運営

委員会に諮るものとする。  

（２）議会運営委員会は、次の事項について協議する。  

ア  取り扱いの可否  

イ  回答の可否  

ウ  前号で回答するとした場合の回答書  

エ  めむろ議会だよりへ掲載の可否  

（３）次の基準に該当するものは、議会ホットボイスとして取り扱わない

ものとする。  

ア  議員の発言に関するもの  

イ  議員個人への質問・意見・要望  

ウ  特定者への誹謗・中傷  

エ  特定者への指摘・苦情  

オ  意味不明、解読ができないもの  

カ  同一人で内容が同じもの（類似なものを含む）  

キ  議長が対応しないと判断したもの  
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（４）回答書を作成したものは、議会ホットボイスの投稿者が特定できる

ものについては回答書を通知する。  

（５）「回答しないもの」に分類されたものは、参考意見として活用する。  

（６）議会ホットボイスの受理内容及び回答書は、議員間で共有する。  

（内容の公開）  

第４条  議会ホットボイスの内容は、次の目的からホームページにおいて全

件公開し、めむろ議会だよりにおいて、一部公開（掲載）する。ただし、公

開の際には、原文を要約・修正する場合がある。  

（１）「ホームページ」による公開  

町民の意見と議会の回答公開により、まちづくりへの関心を高めるきっ

かけとするとともに、同じ疑問や意見を持つ方への説明の場とする。  

（２）「めむろ議会だより」による公開  

目的はホームページと同様とする。なお、掲載する内容については、議

会運営委員会において選定する。  

（委任）  

第５条  この基準の改正並びにこの基準に定めのない事項については、議会

運営委員会に諮って議長が決定する。  

附  則  

この要綱は、平成３０年８月２４日から施行する。  
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○芽室町議会白書作成要領  

 

（目的）  

第１条  芽室町議会基本条例に基づき、町民に対し、議会及び議員の活動内

容を公表し、情報を共有することにより、議会活動の活性化を図るため、

議会白書の作成、発行に必要な事項を定めることを目的とする。  

（発行責任者）  

第２条  発行責任者は議長とし、作成及び編集に関する諸事項は議会運営委

員会の所管とする。  

（発行時期）  

第３条  毎年６月に発行するものとする。  

（編集方針）  

第４条  芽室町議会白書の編集方針は次のとおりとする。  

（１）議会と町民との間で、議会・議員の活動内容を共有することにより、

議会活動の活性化を図るため、誰もが見やすい文字を使用し、議会の

基礎的な資料、情報及び議会の評価を掲載する。  

（２）１年ごとに調製し、議会白書として町民に公表する。  

（構成）  

第５条  議会白書は、横書き・Ａ４縦・ユニバーサルデザインフォントの使

用を基本として調製し、次の各号のとおり区分する。  

（１）毎年発行するものを概要版とする。  

（２）必要に応じて任期版、完全版を発行する。  

２  議会白書の構成はおおむね次の各号のとおりとする。  

（１）概要版・任期版は次の各項目とする。  

目次  

１  議会活性化計画策定と計画の推進  

（１）議会活性化計画と取組状況  

（２）会議の運営  

（３）立候補制による正副議長選挙の実施  

２  議会改革・活性化の取り組み  

（１）議会基本条例に基づく運営  

（２）通年議会制（会期の通年制）による運営  
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（３）議会モニター制度の設置  

（４）議会改革諮問会議の設置  

（５）議会サポーターの委嘱  

（６）北海道大学公共政策大学院との包括連携協定事業の実施  

（７）白樺学園高等学校との包括連携協定事業の実施  

（８）議会傍聴の環境整備  

（９）全会議インターネット中継・録画配信と会議記録の公表  

（１０）議会報告と町民との意見交換会（議会フォーラム）の開催  

（１１）議会広報紙の通年発行  

（１２）議会ホットボイスと町民意見募集（パブリックコメント）  

（１３）議会 ICT の取り組み  

（１４）議会研修計画策定・公開研修の開催  

（１５）文書質問制度の実績  

（１６）反問権と反論権の行使・再議請求  

（１７）議会政策形成サイクル導入と政策討論会の実施  

（１８）視察対応  

（１９）報道・取材対応等  

議員名簿  

（２）完全版は、前号の各項目に次の各項目を加える。  

３～６  ○○年度の議会活動について  

（１）総務経済常任委員会  

（２）厚生文教常任委員会  

（３）議会運営委員会  

（４）総務経済・厚生文教常任委員会合同委員会  

（５）○○特別委員会  

（６）予算決算特別委員会  

（７）正副議長、正副議会運営委員長会議  

（８）全員協議会  

（９）本会議  

（１０）請願・陳情等に係る整理  

（１１）委員会別開催状況  

（１２）行政視察受入状況  



- 116 - 

 

（１３）先進地事務調査実施状況  

７  ○○～○○年度の各議員の賛否  

８  ○○～○○年任期  議員名簿  

９  芽室町議会の改革・活性化一覧  

（資料）  ○○～○○年度の議会の動き  

（１）○○年度  

（２）○○年度  

（３）○○年度  

（４）○○年度  

（委任）  

第６条  この要領の改正並びにこの要領に定めのない事項については、議会  

運営委員会に諮って議長が決定する。  

   附  則  

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。（令和２年３月１２日決定）  
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○芽室町議会図書室等運営要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）

第 100 条第 19 項の規定により設置する芽室町議会図書室及び芽室町電子

図書室（以下「図書室等」という。）に関し、必要な事項を定めるものとす

る。  

（目的）  

第２条  図書室等は、議員の調査研究に資することを目的として設置する。  

（定義）  

第３条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。  

( １ ) 図書  紙に印刷された図書、刊行物をいう。  

( ２ ) 電子図書  電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識できない方式で作られた記録をいう。）その他これらの類するもの

で記録したものをいう。  

（収集保管する図書等）  

第４条  収集保管する図書及び電子図書（以下「図書等」という。）は、法第

100 条第 17 項及び第 18 項の規定により送付を受けた刊行物のほか、町政

その他の調査研究等に資するために必要な図書、各種刊行物及び資料等と

する。  

（図書室等の範囲）  

第５条  図書室は、芽室町役場３階の議員控コーナーとする。  

２  電子図書室は、芽室町議会事務局（以下「議会事務局」という。）が運用

するＳｉｄｅＢｏｏｋｓクラウドサービス内にある電子図書室のフォルダ

とする。  

（運営管理）  

第６条  図書室等は議長の命を受け、議会事務局長（以下「事務局長」とい

う。）が運営管理する。  

（利用者の範囲）  

第７条  図書室は、議員及び議会事務局職員のほか、議員の調査研究に支障

を及ぼさない範囲において、芽室町職員及び一般に利用させることができ
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る。  

２  電子図書室の利用は、議員及び議会事務局職員に限るものとする。  

（利用時間）  

第８条  図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間とする。ただし、電子

図書室及び議長が必要と認める場合はこの限りでない。  

（閲覧）  

第９条  図書等を閲覧しようとする者は、図書室等で自由に閲覧することが

できる。  

２  図書を閲覧した者は、閲覧が終わったときは、図書を速やかに所定の場

所に返納しなければならない。  

（貸出）  

第 10 条  図書の貸出しは、議員及び議会事務局職員に限るものとする。  

２  図書の貸出しを受けようとする者は、議会事務局に備え付ける図書貸出

簿（様式第１号）に所定の事項を記入しなければならない。  

３  議長は、貸出しを不適当と認める図書については、これを制限すること

ができる。  

４  図書の貸出し期間は 10 日間以内とし、同時に貸出しを受けることができ

る図書は１人２冊とする。  

５  前項の期間を超えて貸出しを受けようとする者は、改めて貸出し手続を

しなければならない。  

６  前項の規定にかかわらず、図書の貸出しを受けた者は、貸出期間中であっ

ても、議長が必要と認め図書の返納を求めたときは、これを返納しなけれ

ばならない。  

７  電子図書の貸出は行わない。  

（返納）  

第 11 条  貸出しを受けた図書を返納するときは、議会事務局職員に申し出て、

その確認を受けなければならない。  

（遵守事項）  

第 12 条  図書の閲覧又は貸出しを受けた者は、図書を切取り、加筆し、又は

転貸してはならない。  

２  電子図書を破壊、改ざん、消去するほか、不正に利用してはならない。た

だし、議会事務局職員が管理のために行う場合はこの限りでない。  
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（弁償）  

第 13 条  図書を紛失又は著しく汚損若しくは破損したときは、その旨を届け

出て、同一の図書を弁償しなければならない。ただし、同一の図書を弁償

することができないときは、相当の代価の支払をもってこれに代えること

ができる。  

（登録）  

第 14 条  図書の購入及び寄贈図書の受領があったとき、又は電子図書の取 得

があったときは、当該図書等を図書等管理簿（様式第２号）に登録しなけ

ればならない。ただし、雑誌その他の軽易な図書等については、図書等管

理簿への登録を省略することができる。  

２  図書等の分類は、図書等分類表（別表第１）に基づくものとする。  

（登録抹消）  

第 15 条  議長は、次に掲げる図書等を図書等管理簿の登録から抹消すること

ができる。  

( １ ) 図書等保存基準（別表第２）により保存期間が経過した図書等  

( ２ ) 資料的価値が乏しくなった図書等  

( ３ ) 損傷により利用不可能な図書等  

( ４ ) 紛失、消失した図書等  

( ５ ) その他登録を抹消することが適当な図書等  

（その他）  

第 16 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。  

   附  則  

この要綱は、令和３年１月１日から施行する。  
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様式第 1 号 (第 10 条関係 ) 

 

図 書 貸 出 簿  
   

貸出

年月

日  

図書名  冊数  
帯出者

氏名  
貸 出 期 間 返納年月日  確認印 (署名 ) 備考  

             

             

             

            

 

 

様式第 2 号 (第 14 条関係 ) 

図 書 等 管 理 簿  

受入

年月

日  

図書名  編著者名  出版社名  

受 入 内 容 
廃棄・移管  

(年月日 ) 

備

考  購入・寄贈・取得  
金

額  

    購入・寄贈・取得  
  廃棄・移管  

( ・  ・  ) 
  

    購入・寄贈・取得  
  廃棄・移管  

( ・  ・  ) 
  

    購入・寄贈・取得  
  廃棄・移管  

( ・  ・  ) 
  

    購入・寄贈・取得  
  廃棄・移管  

( ・  ・  ) 
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別表第 1（第 14 条関係）  

 

 

別表第 2（第 15 条関係）  

 

 

  

分類番号 分類項目 例

1 会議録 芽室町議会会議録

2 歴史一般 議会史、町政史、団体史、郷土史

3 行政資料（芽室町） 刊行物

4 行政資料（国・道・他自治体） 刊行物

5 議会一般 議会運営参考図書、議会一般図書

6 行政一般 議会関係図書以外の行政関係図書

7 法令集

8 辞典 各種辞典（事典）、辞書、用語集

9 雑誌

10 その他 上記以外のもの

芽室町議会図書室等図書等分類表

種　　別 内　　容 保存年限 備　　考

国 官報 - インターネットで提供される官報（タブレット端末による閲覧等）

重要な刊行物 永年

その他の刊行物 10年

北海道・北海道議会 公報 - インターネットで提供される公報（タブレット端末による閲覧等）

重要な刊行物 永年

その他の刊行物 10年

芽室町議会 会議録 永年

芽室町議会だより 永年

重要な刊行物 永年

その他の刊行物 10年

芽室町 芽室町広報誌（縮刷版） 永年

重要な刊行物 永年

その他の刊行物 10年

その他の自治体 重要な刊行物 永年

その他の刊行物 10年

各種団体・調査研究機関等 重要な刊行物 永年

その他の刊行物 10年

関係法規・法令集 現行法規、例規集、提要、 永年 法律等の改正により効用が消滅したもの、新版・改訂版を受入した

要覧、実例集等 ものは廃棄

雑誌等 雑誌 3年 芽室町議会に関連するものは行政資料とする

図書 一般図書 10年 新版・改訂版を受入したものは10年未満でも廃棄

行政資料 重要なもの 永年

※　保存年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。

※　本基準に該当しない図書等については、内容を踏まえて適宜定めるものとする。

芽室町議会図書室等図書等保存基準
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○芽室町議会議員会会則  

 

（名称及び構成）  

第１条  本会は、芽室町議会議員会と称し芽室町議会議員をもって構成する。 

（目的）  

第２条  本会は、会員の資質の向上並びに会員相互の親睦及び融和を図り、

民主地方自治行政の運営発展に寄与することを目的とする。  

（事業）  

第３条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。  

（１）  研修会の開催  

（２）  親睦行事の実施  

（３）  関係団体との緊密なる連絡  

（４）  その目的達成のため必要な事項  

（役員）  

第４条  本会に、次の役員を置く。  

   会  長    １人  

   副会長    １人  

   幹  事    若干名（うち１人は会計担当とする）  

   監  事    ２人  

（役員の職務）  

第５条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。  

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。  

３  幹事は、会長の諮問に応じ会の運営に参与する。  

４  監事は、会計を監査する。  

（役員の任期）  

第６条  役員の任期は、２年とする。  

２  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会議）  

第７条  本会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とする。  

２  定期総会は、毎年５月に開催し、臨時総会と役員会は、会長が必要と認

めたときに開催する。  

３  定期総会及び臨時総会は、会員の２分の１以上が出席しなければ開くこ
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とはできない。  

（経費）  

第８条  本会の経費は、会員の拠出金、その他の収入をもってこれに 充てる。 

２  会員の拠出額は、総会において決める。  

（会計会務）  

第９条  本会の会計会務は、毎年５月１日に始まり翌年４月３０日に 終わる。 

２  会長は、定期総会において前会計年度の収支決算を報告しなければなら

ない。  

（事務局）  

第 10 条  本会の事務局は、芽室町議会事務局内に置く。  

（職員）  

第 11 条  本会に書記を置き、芽室町議会事務局職員のうちから会長が委嘱す

る。  

２  書記は、会長の命をうけ、その事務を処理する。  

（会則の変更）  

第 12 条  この会則は、総会又は役員会の議決がなければ変更することがで  

きない。なお、役員会の議決による会則の変更は、総会にて報告し承認を

得るものとする。  

（補則）  

第 13 条  この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会に諮って

定める。  

 

   附  則  

 この会則は平成 14 年５月 10 日から施行する。  
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○芽室町議員会慶弔内規  

第１条  本会の慶弔及び見舞いについては、次によるものとする。  

（１）  香典及び供花料  

    ア  会員が死亡したとき             香  典  ３０，０００円  

                    供花料   １０，０００円  

 

  イ  会員の配偶者が死亡したとき       香  典  ２０，０００円  

                    供花料   １０，０００円  

 

  ウ  会員の両親が死亡したとき         香  典  １０，０００円  

                    供花料   １０，０００円  

 

  エ  会員と同居の親族が死亡したとき   香  典  １０，０００円  

                    供花料   １０，０００円  

（２）  見舞金  

    ア  会員が２週間以上入院した場合             ２０，０００円  

 

  イ  火災等不慮の災害に遭遇した場合その都度役員会で決定する。  

 

第２条  本会の贈呈を受けたときは、その返礼はしないものとする。  

 

第３条  この内規に該当する事項が生じた場合は、本人または関係者は本会

事務局へ連絡するものとする。  

 

第４条  その他必要な事項は役員会で決める。  

 

附  則  

 この内規は、平成 14 年４月８日から施行する。  
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○芽室町議友会会則  

 

（名称及び構成）  

１  本会は、芽室町議友会と称し、芽室町在住者で議会に議席を有していた

者及び現に議席を有する者をもって会員とする。ただし、町外在住者であっ

ても本人が希望する場合は、会員となることができる。  

（目的）  

２  本会は、会員相互の親睦を図り、郷土発展のために貢献せんとするもの

である。  

（事業）  

３  本会は、前記の目的を達成するため総会を開き、意見の交換、懇談等を

行うほか、会員及び町内外在住の会員となるべき資格を有する者が喜寿、

米寿及び白寿に達したときは記念品を贈って慶祝し、また死亡した場合は、

香花料及び会長の弔辞又は電報を贈呈する。その他会長において特に必要

と認めたときは前記に規定する以外の慶弔見舞の意を表すことができる。  

（役員及び任期）  

４  本会に次の役員を置き、任期を２年とし、総会において選任する。ただ

し、再選を妨げない。  

  会  長    １名  

  副会長    ２名  

  幹  事    ５名  

  庶務会計   １名  

  監  事    ２名  

（役員の職務）  

５  役員の職務は次のとおりとする。  

（１）  会長は、会を代表し、会務を総括する。  

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。  

（３）  幹事は、会務を執行する。  

（４）  庶務会計は、会の出納を処理する。  

（５）  監事は、会計の監査を行う。  

（会議）  

６  会長が必要と認めるときは、役員会を開くことができる。  
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７  本会の総会は毎年７月に開き、必要に応じて臨時総会を開く。  

（経費）  

８  本会の経費は会費及び交付金、寄付金、特別徴収金をもってこれに 充て

る。会費は年額３千円以内とする。  

（会計）  

９  会計は毎年４月に始まり翌年３月に終わる。  

（顧問）  

10 本会に顧問、相談役を置くことができる。  

  顧問、相談役は会長の推薦により総会で決定する。  

（事務所）  

11 本会の事務所は、芽室町議会事務局内に置く。  

 

   附  則  

 この会則は、平成 23 年７月 19 日から施行する。  
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    Ʀ᷂ Ǆ ᴇ ₴ ♣ ֵǅ  

А  ̝   

ʝ    

Ǆ ̝ǵ ǅ  

ЎӦˉ  ᷂ ЏВᶧ̱ǲ ̝ș ǖƳ  

Ǆ ↑ ̝ǵ ᴣǵὑ ǅ  

ˉӦ  ↑ ǵ ̝ǵ ᴣǵὑ ǶƲ ͈ǮὑȈȒƳ  

ū  Ѽ ǵ ὑǲȏȒ ᴣǵὑ ǵẀ ǶƲʝ ǵḹֻǮǱǘȓǷƲǚ

ȓș ǍǚǯǓǮǔǱǋƳ  

Ŭ  А ǵ˘ ʝ ǵ ὑǲȏȒыѝǲȏȑƲ Ǟǖ˲֥ǵṔқǓǉǫǦ

↑ ǲǑǋǭǶƲѼ ǵ ὑǲǒǒȖȐǡƲ ᴣǵ̑ ʴǲǑǋǭȉƲ

ᴣǵὑ șṔқǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ŭ  А ǵ˘ ʝ ǵ ὑǲȏȑ ↑ ǵ șǞȏǍǯǠȒḹֻǲǑ

ǋǭƲǤǵӢḢǵЋ Ǔ► Ǧǲ ǜȓȒ ↑ ǵӢḢǵʝ ǯǱ

Ȓ ↑ ̊ʤ ǲǑǋǭƼ ͜ ↑ ƽǯǋǍƳ ǶƲǤǵӲ

ǲȏȑƲǉȐǒǟȈƲ Ǧǲ ǜȓȒ ↑ ǵ ̝ǵ ᴣǵὑ șὑ

ȈǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ů  Ѽ ǵ ὑǲȏȑ Ǧǲ ǜȓȒ ↑ ǵ ̝ǵ ᴣǵὑ șὑȈ

ǦǯǔǶƲ ͜ ↑ ǶƲ Ǩǲ► ὑ șף ǞǱǘȓǷǱȐǱ

ǋƳ  

ů  Ѽ ǵ ὑǲȏȑף ǜȓǦ Ǧǲ ǜȓȒ ↑ ǵ ̝ǵ ᴣǵ

ὑ ǶƲ ʝ ǵ ὑǲḨǬǖ► ↑ ǵ ͈ǲȏȑὑȈȐȓǦȉǵ

ǯȆǱǠƳ  

Ű  ᶤ ǵӲ ǲǫǋǭǶƲ ͜ ↑ ǵ ̝ǵ ș ǱǘȓǷ

ǱȐǱǋƳ  

Ǆ⁸ ̝ǵ ᴣǵὑ ǅ  

ˉӦʝ  ⁸ ǵ ̝ǵ ᴣǵὑ ǶƲ ͈ǮὑȈȒƳ  

ū  Ѽ ǵ ὑǲȏȒ ᴣǵὑ ǵẀ ǶƲʝ ǵḹֻǮǱǘȓǷƲǚ

ȓș ǍǚǯǓǮǔǱǋƳ  

Ŭ  ʟ ʝ ֕Ƕ ʢ ǵ ὑǲȏȒыѝǲȏȑƲ Ǟǖ˲֥ǵṔ Ǔ

ǉǫǦ⁸ ǲǑǋǭǶƲѼ ǵ ὑǲǒǒȖȐǡƲ ᴣǵ̑ ʴǲǑǋǭ

ȉƲ ᴣǵὑ șṔ ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  
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ŭ  Ѽ ǵ ὑǲȏȑ ᴣǵ̑ ʴǲǤǵὑ ș ᾜǞǦḹֻǲǑǋǭ►

⁸ ǵ ̝ǵ ᴣǵ ǲ᷀Ȓ ǵ ǓǤǵ ᾜǞǦὑ ș ǏǭǋȒǯ

ǔǶƲ► ᴣǵ̑ ʴǶƲǤǵ ș̊ǭὑ ǯǠȒƳ̪ǞƲ ᴣǲ ᴣș

ǟǦǯǔǶƲǚȓǲꜘǟǭƲǤǵὑ ǶƲ► ὑ ǲ ȒȅǮ ᾜǠȒȉ

ǵǯǠȒƳ  

Ů  ʟ ʝ ֕Ƕ ʢ ǵ ὑǲȏȑ⁸ ǵ ș̢Ǎ⁸ ǵ∕

ѝֻșǞȏǍǯǠȒḹֻǲǑǋǭƲǤǵӢḢǵЋ ֕Ƕʝ Ǔ► ∕ ѝ

ֻǲȏȑ Ǧǲ ǜȓȒ⁸ ǵӢḢǵЋ ֕Ƕʝ ǯǱȒ⁸ ̊

ʤ ǲǑǋǭƼ ͜⁸ ƽǯǋǍƳ ǶƲ ͜⁸ Ǔ˘̊ʣ

ǵǯǔǶ ͜⁸ ǵӲ ǲȏȑƲ ͜⁸ ǓʝǵǯǔǶ►

͜⁸ ǵ ̝ǵ ș ǭƲǉȐǒǟȈƲ Ǧǲ ǜȓȒ⁸

ǵ ̝ǵ ᴣǵὑ șὑȈǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ů  Ѽ ǵ ὑǲȏȑ Ǧǲ ǜȓȒ⁸ ǵ ̝ǵ ᴣǵὑ șὑȈǦ

ǯǔǶƲ ͜⁸ ǶƲ Ǩǲ► ὑ șף ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ű  Ѽ ǵ ὑǲȏȑף ǜȓǦ Ǧǲ ǜȓȒ⁸ ǵ ̝ǵ ᴣǵὑ

ǶƲ ʝ ǵ ὑǲḨǬǖ► ⁸ ǵ ͈ǲȏȑὑȈȐȓǦȉǵǯȆ

ǱǠƳ  

ű  ˜ ǵӲ ǲǫǋǭǶƲ ͜⁸ ǵ ̝ǵ ș ǱǘȓǷǱ

ȐǱǋƳ  

ǄЗ ǵ ǅ  

ˉӦ˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣǶƲ ᴣ֕Ƕ֓ ᴣ

ǯЗǴȒǚǯǓǮǔǱǋƳ  

ū  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣǶƲ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣʱǺǲ₡

ҽǵ ᴣ֗Ǻ᷂ Џҵᴣ ᴇ˘Ӧ˜₴ ♣ ˘ АӦʝֵ ˘ӦЎ

ǵ˜ ʝ ǲ ὑǠȒ ҽҵǵ șӸȈȒ ᴣ ̊ʤƼ ҽҵ

ᴣƽǯǋǍƳ ǯЗǴȒǚǯǓǮǔǱǋƳ  

Ǆ ͜ ̔ ǿǵᾦ ǵѰ ǅ  

ˉӦ˘ ǵ˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣǶƲ► ᷂ ЏВᶧ̱

ǲᾍǞ șǠȒ ֗ǺǤǵ ˲֕ǶʺǯǞǭֿʝǵ șǠȒ ˲ǵ

̑ ᴣƲ֝ ☻ƲḦ ☻ ǞǖǶ ☻ ǞǖǶǚȓȐǲ ǡȀǔ

Ʋ ˲֗Ǻ ˲ǦȒǚǯǓǮǔǱǋƳ  

Ǆ̑ ǅ  



- 129 - 

 

ˉӦʢ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣǵ̑ ǶƲᶤ₴ǯǠȒƳ  

ū  Ѽ ǵ̑ ǵ Ʋ ᴣǵ᷀̑ ֗Ǻ ᴣǵὑ ǲ Ҳș ǟǦ

ǦȈǉȐǦǲ ǜȓǦ ᴣǵ᷀̑ ǲǫǋǭǶƲЏ ˘ ˜

ӦЎ ֗Ǻ ˘ АӦ ǵὑȈȒǯǚȔǲȏȒƳ  

Ǆ ̝ǅ  

ˉӦᶤ  ǶƲ ͈ǮƲ ЎӦˉ ǵ ὑǲǒǒȖȐǡƲ ̝ș ǒ

ǡƲ ș ǠȒ ǵ ̝ș ǘȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ǆ ̝ǲᾍǠȒ ὑǅ  

ˉӦ˜  Ѽ ǵ ὑǲȏȒ ̝ǲ ǞǭǶƲ ǵ ̝ǲ ǠȒ

ὑș ǠȒƳ  

˘   

Ǆ ˗̏ǅ  

ˉӦА  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ ǲ ǙȒ˗̏ș ǞǱǘȓǷ

ǱȐǱǋƳ  

ʝ  ͈ș ǘ֕Ƕ ∕ǠȒǚǯƳ  

˘  ˔ șὑȈȒǚǯƳ  

ʢ  ș ὑǠȒǚǯƳ  

ᶤ  ♣֕ǶǚȓǲḨǬǖ ̉ǲ ὑǠȒȉǵș ǖȂǒƲ᷂ ǵ

ⱪ֛֕Ƕѝ Ʋ̓ ƲқЊ ǞǖǶ ǵⱪ֛ǲ ǠȒǚǯƳ  

˜  Ǥǵ ֗Ǻ ǲǫǋǭ ̉ǮὑȈȒḨ ǲ♫ǋ ͈ǮὑȈȒẤ

ș ǠȒǚǯƳ  

А  ͈ǮὑȈȒḹֻș ǖȂǒƲ ș˧ ǞƲї ǵ ǯǞƲ Ǟǖ

Ƕ ǯǞǭ̓ ǞƲ֕Ƕ Ǳᾍ͔ǱǖǞǭǚȓș ǞƲ Ǟǖ

Ƕ Ǟ̂ǘȒǚǯƳ  

ʟ  ʥҲ șͬ ǠȒǚǯƳ  

Ў  Ѽ˘ֵǲὑȈȒȉǵș ǖȂǒƲǤǵ ֗Ǻ ǲǫǋǭ ̉Ǯὑ

ȈȒḨ ǲ♫ǋ ͈ǮὑȈȒ ǵ֝♬֕ǶыѝșǠȒǚǯƳ  

ˉ  ̂ǔǵὫ ֕Ƕ ʦș֞ǘȒǚǯƳ  

Ӧ  ♣ ǞǖǶǚȓǲḨǬǖ ̉֕Ƕ ͈ǲ ѩǵὑȈǓǉȒḹֻș

ǖȂǒƲ ѫș ǠȒǚǯƳ  

Ӧʝ  ͈ǮὑȈȒ ǱЏǵ ǲǫǔ ͈ǮὑȈȒ ǒǫ Ӹ Ǳ

ѫ șǜǢȒǚǯƳ  
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Ӧ˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǓǤǵ►˗ ǮǉȒᾃ Ǥǵ̀ǵʥ ǭƲ

Ǐǵ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ⅍ǵыѝ֕Ƕ ˗̏

ʢ ˘ ǲ ὑǠȒыѝ֕Ƕֿ ʢ ǲ ὑǠȒ șǋǍƳ̊ ʤ

ǚǵֵƲ ˜ ǵ˘Ʋ ˉӦ˘ ֗Ǻ ˉӦˉ ǵʢ ʢ ǲǑǋ

ǭֿǟƳ ǲ͜Ȓֿ Ӧʝ ʝ ֿ ʢӦЎ ʝ ֿ ᶤ

Ӧʢ ˘ ǲǑǋǭ ǠȒḹֻșדȇƳ ֕Ƕֿ ᶤӦʢ ʝ

ǲǑǋǭ ǠȒḹֻșדȇƳ ǵ ὑǲȏȒ ᷂ ЏВᶧ̱ș ǯף

ǠȒ ̊ʤǚǵֵƲ ˜ ǵ˘Ʋ ˉӦ˘ ֗Ǻ ˉӦˉ ǵ

ʢ ʢ ǲǑǋǭƼ ᷂ ЏВᶧ̱ș ǯǠȒף ƽǯǋǍƳ ǲ͜

Ȓȉǵș ǖƳƲᴇ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ⅍ǵыѝ֕Ƕ ǲ͜Ȓ

᷂ ЏВᶧ̱ș ǯǠȒף ǲ͜Ȓȉǵș ǖƳƲǉǫǢȚƲ α

֗Ǻ̎ ǲ ǠȒǚǯƳ  

Ӧʢ  ♣ʣǤǵ ҵǲιǠȒ ὡ Ϭǵ șὑȈȒǚǯƳ  

Ӧᶤ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵӢḢКǵЏВ ᶧ̱ ǵ Ҳǵ ֻ ǲ Ǡ

ȒǚǯƳ  

Ӧ˜  Ǥǵ̀ ♣֕ǶǚȓǲḨǬǖ ̉ ǚȓȐǲḨǬǖ ͈șדȇƳ ǲ

ȏȑ ̝ǵ ǲιǠȒ˗  

ū  Ѽ ǲὑȈȒȉǵș ǖȂǒƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǶƲ ͈Ǯ ᷂ Џ

Вᶧ̱ǲ ǠȒ˗̏ ὑ֞ ˗ҵǲ͜ȒȉǵǲǉǫǭǶƲɲ ǵὄЋǲ Ǡ

ȒǚǯǤǵ̀ǵ˗ ǲȏȑ ̝ǵ ǠȀǔȉǵǯǠȒǚǯǓ ►ǮǱǋ

ȉǵǯǞǭ ̉ǮὑȈȒȉǵș ǖƳ ǲǫǔ ̝ǵ ǠȀǔȉǵșὑȈ

ȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ǆ ֗Ǻ˔ ǵṔ ʹ ǅ  

ˉӦʟ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ ♣֕ǶǚȓǲḨǖ ̉ǲȏȑǤ

ǵ ǲιǠȒ ș ȖǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ū  ̝ǶƲ̝ ǲǫǋǭƲṔ Ǟǭǚȓș ǠȒǚǯșỉǙǱǋƳ̪ ǞƲ

᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǵ˔ ǵ їǵ ș͙ǠǚǯǶǮǔǱǋƳ  

Ǆ ɵ ֗Ǻ ǵ ǅ  

ˉӦЎ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ˗ҵ

˗ҵǲǉǫǭǶҥϐỖᴣ̝֗Ǻ֛ Ỗᴣ̝ǵ ǲιǠȒ˗ҵǮ ̉Ǯ

ὑȈȒȉǵș ǔƲ ὑ֞ ˗ҵǲǉǫǭǶᶮǵὄЋșὡǠȒǑǤȓǓǉ

ȒǚǯǤǵ̀ǵ˗ ǲȏȑ ̝ǵ ǵᾍ ǯǠȒǚǯǓ ►ǮǱǋȉǵ
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ǯǞǭ ̉ǮὑȈȒȉǵș ǖƳ ǲ ǠȒ ֗Ǻ ș ǞƲ►

᷂ ЏВᶧ̱ǵ Ʋ Ỗᴣ̝Ʋ Ỗᴣ̝Ʋ˲˗Ỗᴣ̝ ǞǖǶ

Џ₳Ỗᴣ̝ƲЏὄỖᴣ̝ƲҥϐỖᴣ̝Ʋ Ỗᴣ̝֕Ƕ ỖᴣǤǵ̀ ♣

ǲḨǬǖỖᴣ̝֕ǶỖᴣǵḸףș ǞǭƲ► ˗ҵǵ Ʋ ǵḦ ֗

Ǻї ș ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ū  ̝ǶƲ ỖᴣǲᾍǞƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ˗ҵ ˗ҵǲǉ

ǫǭǶҥϐỖᴣ̝֗Ǻ֛ Ỗᴣ̝ǵ ǲιǠȒ˗ҵǮ ̉ǮὑȈȒȉǵ

ș ǔƲ ὑ֞ ˗ҵǲǉǫǭǶᶮǵὄЋșὡǠȒǑǤȓǓǉȒǚǯǤǵ

̀ǵ˗ ǲȏȑ ǵ ǵᾍ ǯǠȒǚǯǓ ►ǮǱǋȉǵǯǞǭ ̉

ǮὑȈȒȉǵș ǖƳ ǲ ǠȒ ș ȈƲ ǵ ǲ ǠȒḸףș

ǠȒǚǯǓǮǔȒƳǚǵḹֻǲǑǘȒ ǵὕ ǲǫǋǭǶƲ ˉӦˉ

˘ ♥ ǵ ὑș ǠȒƳ  

Ǆ ǵ їǅ  

ˉӦˉ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵЏ ǲ

ǠȒ˗̏ǲǫǔ șᶮ̝֕Ƕ ͜ ⅍ǲ їǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ǆ Ʋї ֗Ǻ ǵ ї ʱǺǲ ҵ Ҳ ǅ  

 ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ˗ҵ ˗

ҵǲǉǫǭǶҥϐỖᴣ̝֗Ǻ֛ Ỗᴣ̝ǵ ǲιǠȒ˗ҵǮ ̉ǮὑȈ

Ȓȉǵș ǔƲ ὑ֞ ˗ҵǲǉǫǭǶᶮǵὄЋșὡǠȒǑǤȓǓǉȒǚ

ǯǤǵ̀ǵ˗ ǲȏȑ ̝ǵ ǵᾍ ǯǠȒǚǯǓ ►ǮǱǋȉǵǯǞ

ǭ ̉ǮὑȈȒȉǵș ǖƳ ǲǑǋǭֿǟƳ ǲ ǠȒ ș Ǎǚǯ

ǓǮǔȒƳǚǵḹֻǲǑǋǭƲ► ș ǍǦȈ ǲⱳ ǓǉȒǯ ȈȒ

ǯǔǶƲ ˲Ǥǵ̀ǵ ͜˲ǵї ֗Ǻ ʱǺǲ ǵ їș Ǡ

ȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ū  ˗ ǲ ǠȒ ̉ǵ ὑʴ ˲ǵ ᵂǲ ǠȒ ὑǶƲǚǵ ♣ǲ

ѩǵὑȈǓǉȒȉǵș ǖȂǒƲѼ ♥ ǵ ὑǲȏȑ ̝Ǔ►

᷂ ЏВᶧ̱ǵ˗ҵǲ ǠȒ ǵǦȈ ˲Ǥǵ̀ǵ ͜˲ǵ ș

ǠȒḹֻǲƲǚȓș ǠȒƳǦǧǞƲ Ʋ Ʋ ֕Ƕӆ╠ǲ Ǡ

Ȓ ὑǶƲǚǵ ȑǮǱǋƳ  

Ŭ  ʝ ♥ ǵ ὑǲȏȑї ֕Ƕ ǵ їǵ ș֞ǘǦ ˲Ǥǵ

̀ǵ ͜˲ǓƲ ►ǵ ǓǱǋǵǲƲ ̝ǲї Ǣǡ ǞǖǶ ș ї

ǞǱǋǯǔ֕Ƕ ș ȚǧǯǔǶƲА ̊ʤǵ ֕ǶӦʠЛ̊ʤǵ
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ǲыǠȒƳ  

ŭ  ̝ǶƲ ˲Ǥǵ̀ǵ ͜˲ǓЏҵᴣǦȒ᷂̬ǲǑǋǭ ȑ♬Ǧ˗ὕ

ǲǫǋǭǶƲǤǵ ǒȐ ҵʣǵ ὭǲιǠȒȉǵǮǉȒ ǵ ș֞ǘ

ǦǯǔǶƲ► ὍЏ ǵ ǓǱǘȓǷƲ► ˗ὕǲ ǠȒ ֕Ƕ ǵ

їș ǠȒǚǯǓǮǔǱǋƳǚǵḹֻǲǑǋǭ► ὍЏ Ǔ ș

ȇǯǔǶƲǤǵ ș ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ů  ̝ǓѼ ǵ ὑǲȏȒ ș ǓǱǋǯ ȈȒǯǔǶƲ► ὍЏ

ǲᾍǞƲ► ֕Ƕ ǵ їǓЏǵѫ șὡǠȒ ǵṶ ș ǠȒ

ǚǯǓǮǔȒƳ  

ů  ► ὍЏ ǓѼ ǵ ὑǲȏȒ ș֞ǘǦ ǒȐ˘Ӧ ̊КǲṶ ș

ǞǱǋǯǔǶƲ ˲Ǥǵ̀ǵ ͜˲ǶƲ ֕Ƕ ǵ їșǞǱǘȓǷ

ǱȐǱǋƳ  

Ű  ˘ ǲǑǋǭ ǠȒ ˗ ǲ ǠȒ ̉ǵ ὑǲȏȑὗ ǞǦ

˲Ǥǵ̀ǵ ͜˲Ǔ κǵ șǞǦǯǔǶƲǚȓșʢ ̊ʣ˜₴̊

ʤǵ ǲыǠȒƳ  

ű  Ѽ ǵ ș ǞǦ Ǔ ̝ǲǑǋǭ Ǔ ˓ǞǦ ǵ ǓǉȒѼǲ

ǞǦǯǔǶƲǤǵѣș Ǟ֕ǶЁ ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ų  ̝ǶƲ ˲Ǥǵ̀ǵ ͜˲ǓƲ ʢ ֕Ƕ ʟ ǵ ș ǞǦȉǵ

ǯ ȈȒǯǔǶƲף ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ̪ǞƲ κǵ șǞǦ ˲

Ǥǵ̀ǵ ͜˲ǓƲ ̝ǵ Ǔ ˓ǞǦ ǵ ǓǉȒѼǲ ǞǦǯ

ǔǶƲף ǞǱǋǚǯǓǮǔȒƳ  

ų  ̝Ǔ ʝ ǵ ὑǲȏȒ ș ǍǦȈ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵӢḢ

Кǵᶧ̱ ǲᾍǞ ̝șǞ֕Ƕ ǵ ̂ș ȈǦǯǔǶƲ► ᶧ̱ ǶƲ

Ǥǵ ȈǲꜘǟǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ŵ  ̝ǶƲ ʝ ǵ ὑǲȏȒ ș ǍḹֻǲǑǋǭǶƲ˔ȈƲ˔ ǵ

ὑ ǵ ᶪКǲǑǋǭƲ► ǵǦȈ ǠȒ ǵ șὑȈǭ ǒǱǘ

ȓǷǱȐǱǋƳǤǵ ș Ǐǭ ǵ їșⱳ ǯǠȒǯǔǶƲ ǲ ș

ǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ŵ  ̝ǶƲ̝ ѸǵὑȈȒǯǚȔǲȏȑƲ ǵᾃ ֕Ƕ ̝ǵ ᵣǲ

ǞӲ ֕Ƕ ș ǍǦȈǵḹș ǘȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ŷ  ̝ǶƲ ǵᾃ ֕Ƕ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ˗ҵǲ ǠȒ ǵǦ

ȈǤǵ̀ ̝ǲǑǋǭⱳ ǓǉȒǯ ȈȒǯǔǶƲ̝ ѸǵὑȈȒǯǚ
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ȔǲȏȑƲ ᴣș ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ŷ  ᷂ ЏВᶧ̱ǶƲ ͈ǵὑȈȒǯǚȔǲȏȑƲǤǵ ̝ǵ ᴣǵ

Ǥǵ̀ǵ Ҳǲ ǠȒǦȈⱳ Ǳ ǵʝ ǯǞǭƲǤǵ ̝ǲǑ

ǘȒ̝ ֕Ƕ ᴣǲᾍǞƲ ҵ Ҳ ș˧̂ǠȒǚǯǓǮǔȒƳǚǵḹֻǲ

ǑǋǭƲ► ҵ Ҳ ǵ˧̂ǵᾍ Ʋ ֗Ǻ˧̂ǵ ʱǺǲ► ҵ

Ҳ șϹǭȒǚǯǓǮǔȒ ǵ ᶪǶƲ ͈ǮὑȈǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ÿ  Ѽ ǵ ҵ Ҳ ǵ˧̂ș֞ǘǦ̝ ֕Ƕ ᴣǶƲ ͈ǵὑȈȒǯǚȔ

ǲȏȑƲ► ҵ Ҳ ǲ͜Ȓ֛Њ֗Ǻ їǵḸף ș ǲ їǠȒȉ

ǵǯǠȒƳ  

Ź  ǶƲ Ӧᶤ ǵ ҵ Ҳ ǲǫǋǭǶƲǤǵ̓ ǵ ǵר ͪǲ

ҟȈȒȉǵǯǠȒƳ  

ź  ↑ǶƲ ↑ ǵ ̝ǲὍḸ֗Ǻ ↑ǵѠ șƲ⁸ ǵ ̝ǲὍ

Ḹ֗Ǻ⁸ ǲ ǲ ͜ǓǉȒǯ ȈȒ ↑ǵѠ ș ̂ǞǱǘȓǷǱ

ȐǱǋƳ  

Ż  ↑ ǶƲ► ↑ ǵӢḢКǵ⁸ ǵ ̝֗Ǻ̀ǵ ↑ ǵ

̝ǲƲЏḸ֗Ǻ ►ǯ ȈȒѠ ș ̂ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ż  ̝ǶƲ ᴣǵ ǲ ǠȒǦȈƲᶫ Ὑș ǞѼ˘ ǵ ὑǲ

ȏȑ ̂ș֞ǘǦὍḸƲЏḸ֗ǺѠ șͪ Ǟǭ ǒǱǘȓǷǱȐǱǋƳ 

Ž  Ѽ ǵᶫ ὙǶƲʝ ǲǚȓșѫ ǜǢȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ǆ ǵᾃ ֕Ƕ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ˗ҵǲ ǠȒ ǅ  

ǵ˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ ǵᾃ ֕Ƕ► ᷂ ЏВ

ᶧ̱ǵ˗ҵǲ ǠȒ ǵǦȈǲⱳ Ǳᾐ ˗ ǲ͜Ȓ șἶ

ș ǠȒ ǲǜǢȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ʢ  ֗Ǻ̝  

Ǆ ǅ  

ʝ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ Ǔǚȓș

ǠȒƳ  

ū  ǶƲ ̝ ᵣỖᴣ̝ǵ ș ǭƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǲᾍ

ǞƲ̝ ǲ̂ ǠȀǔ˗̏ș Ǟǭ ̝ǵ ș ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ 

Ŭ  ᴣǵὑ ǵᶤѝǵʝ̊ʣǵ ǶƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǲᾍǞƲ

̝ ǲ̂ ǠȀǔ˗̏ș Ǟǭ ̝ǵ ș ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ŭ  Ѽ˘ ǵ ὑǲȏȒ ǓǉǫǦǯǔǶƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲ
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ǵǉǫǦ ǒȐ˘Ӧ ̊Кǲ ̝ș ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ů  ˘ ǵ ὑǲȏȒ ǵǉǫǦ ǒȐ˘Ӧ ̊Кǲ► ᷂ ЏВ

ᶧ̱ǵ Ǔ ̝ș ǞǱǋǯǔǶƲ ʝ ǵ ὑǲǒǒȖȐǡƲ

ǶƲ ̝ș ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ů  ʢ ǵ ὑǲȏȒ ǵǉǫǦ ǒȐ˘Ӧ ̊Кǲ► ᷂ ЏВ

ᶧ̱ǵ Ǔ ̝ș ǞǱǋǯǔǶƲ ʝ ǵ ὑǲǒǒȖȐǡƲ

ǶƲ ʢ ǵ ὑǲȏȒ șǞǦ ǵ їǲḨǬǔƲ► їǵǉǫǦ

ǒȐƲ ↑ ֗Ǻ⁸ǲǉǫǭǶӦ ̊КƲ ǲǉǫǭǶА ̊Кǲ

̝ș ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ű  ǶƲ ̝ǵ ѼƲ ↑ ֗Ǻ⁸ǲǉǫǭǶʟ Ʋ ǲǉǫǭǶ

ʢ ȅǮǲǚȓșף ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳǦǧǞƲ șל ǠȒḹֻǶƲ

ǚǵ ȑǮǱǋƳ  

Ǆὑ͈̝֗Ǻ ̝ǅ  

˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲὑ͈̝֗Ǻ ̝ǯǠȒƳ  

ū  ὑ͈̝ǶƲ ₴Ʋ ͈ǮὑȈȒᶥ ǚȓș ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ŭ  ̝ǶƲⱳ ǓǉȒḹֻǲǑǋǭƲǤǵ˗̏ǲ ȑǚȓș ǠȒƳ  

ŭ  ̝ǲ̂ ǠȀǔ˗̏ǶƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǓǉȐǒǟȈǚȓș

ף ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ů  Ѽ ˜ ֕Ƕ А ǵḹֻǲǑǋǭǶƲѼ ǵ ὑǲǒǒȖȐǡƲ

ǓƲֿ ˘ ֕Ƕ ʢ ǵ ὑǲȏȒ ǲǑǋǭ ǜȓǦ̝ ǲ̂

ǠȀǔ˗̏ș ̝ǲ̂ ǠȀǔ˗̏ǯǞǭƲǉȐǒǟȈף ǞǱǘȓ

ǷǱȐǱǋƳ  

ů  ̝ǵ ̝ʴǲ șל ǠȒ˗̏ǓǉȒǯǔǶƲѼʢ ǵ ὑǲǒǒ

ȖȐǡƲ Ǩǲǚȓș̝ ǲ̂ ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ű  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ̝ ֗ǺǤǵ├ ʱǺǲǤǵ ǲ ǠȒ˗

ǶƲ ̝ǓǚȓșὑȈȒƳ  

Ǆ ₴ǵ̝ ǅ  

˘ ǵ˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲѼ ǵ ὑǲǒǒȖȐǡƲ ͈

ǮὑȈȒǯǚȔǲȏȑƲὑ͈̝֗Ǻ ̝ǯǢǡƲ ₴Ʋ ͈ǮὑȈȒ ǒ

Ȑ ₴ǵ► ǵѼ ȅǮș̝ ǯǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ū  Ѽ ǵ ̝ǶƲ ᶤ ǵ ὑǲȏȑ ǞǱǘȓǷǱȐǱǋȉǵǯǜȓ

Ȓḹֻș ǔƲѼ ǵ ͈ǮὑȈȒ ǵѮ șȉǫǭƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ
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Ǔ► ǲǚȓș ǞǦȉǵǯȆǱǠƳ  

Ŭ  ʝ ǵ̝ ʴǲǑǋǭƲ ᴣǵ̑ Ǔ ˓ǞǦǯǔƲ ̝Ǔ ǜȓ

Ǧǯǔ֕Ƕ ᴣǓЋǭǱǖǱǫǦǯǔǶƲֿ ǵ ὑǲǒǒȖȐǡƲǤǵ̑

˓ǵ ƲǤǵ ǵ ֕ǶǤǵ ᴣǓЋǭǱǖǱǫǦ șȉǫǭƲ̝

Ƕ ˓ǠȒȉǵǯǠȒƳ  

ŭ  Ѽ ǵ ὑǲȏȑ̝ Ǔ ˓ǞǦḹֻǲǶƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲ

ֿ ǲ ὑǠȒ˗ ǲȏȑ ȖȓǦʝ ǲȏȑ їǜȓǦ ᴣǵ̑

ǓỒȅȒ ǒȐʢӦ ̊Кǲ ̝ș ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳǚǵḹֻǲ

ǑǋǭǶƲǤǵ ǵ ǒȐֿ ♥ǵ ѧǵ ʝ ǵ ͈ǮὑȈȒ ǵѼ

ȅǮș̝ ǯǠȒȉǵǯǠȒƳ  

Ů  ʢ ǵ ὑǶƲѼ ♥ ǲ ὑǠȒ̝ ǲǫǋǭ ǠȒƳ  

ů  ʝ ǵ ̝ǶƲ ͈ǮƲὑ ǲ̝ ș ǖ ̊ʤƼὑ͈ ƽǯǋ

ǍƳ șὑȈǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ű  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲ ʝ ǵ ̝ǵ ǲᾍǞƲ̝ ǲ̂ ǠȀ

ǔ˗̏ș Ǟǭὑ͈ ̊Ẇǵ ǲǑǋǭ̝ ș ǖǚǯș ǠȒǚǯǓ

ǮǔȒƳǚǵḹֻǲǑǋǭƲ ǶƲ► ǵǉǫǦ ǒȐƲ ↑ ֗

Ǻ⁸ǲǉǫǭǶʟ ̊КƲ ǲǉǫǭǶʢ ̊Кǲ̝ ș ǒǱǘȓǷ

ǱȐǱǋƳ  

ű  ʝ ǵḹֻǲǑǘȒ ʟӦᶤ ʢ Ʋ ˘Ӧʝ ʝ Ʋ ˘

ᶤӦʢ ǵʢ ˘ ֗Ǻ ʢ ʱǺǲ ˘ ˜Ӧ˘ ǵʢӦˉ ᶤ ǵ

ὑǵ ǲǫǋǭǶƲ ʟӦᶤ ʢ ʴƼ˘Ӧ ̊Кǲ ̝ș ǞƲƽ

ǯǉȒǵǶƼ˘Ӧ ̊КǲƽǯƲ ˘Ӧʝ ʝ ʴƼ ̝ǵᾃ ƽǯǉ

ȒǵǶƼὑ͈ ǲ ǒȓȒ̝ ǵᾃ ֕Ƕ ǵᾃ ƽǯƲ ˘ ᶤӦʢ

ǵʢ ˘ ֗Ǻ ʢ ʴƼ ǵ ̝ƽǯǉȒǵǶƼ ǵὑ͈ ǲ ǒȓȒ̝

ƽǯƲ ˘ ˜Ӧ˘ ǵʢӦˉ ᶤ ʴƼ˘Ӧ ̊Кǲ ̝ș Ǟƽǯ

ǉȒǵǶƼ˘Ӧ ̊КǲƽǯǠȒƳ  

ᶤ  ֗Ǻ҇  

Ǆ ֗Ǻ҇ ǅ  

ʢ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ ᴣǵʴǒȐ ֗Ǻ҇ ʝ˲ș

ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ū  ֗Ǻ҇ ǵ̑ ǶƲ ᴣǵ̑ ǲȏȒƳ  

Ǆ ǵ ǅ  
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ᶤ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ǶƲ ḹǵ ⅜șͪ ǞƲ ˗ș

ǞƲ ̝ǵ˗ҵș ǞƲ ̝ș̈ ǠȒƳ  

ǄỖᴣ̝ǿǵїₐ ǅ  

˜  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ǶƲỖᴣ̝ǲїₐǞƲ ǠȒǚ

ǯǓǮǔȒƳ  

Ǆ ף ǵ֝ ǋǅ  

˜ ǵ˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝֕Ƕ ǵыѝ֕Ƕ ǲ͜Ȓ

᷂ ЏВᶧ̱ș ǯǠȒף ǲǫǋǭǶƲ Ǔ► ᷂ ЏВᶧ̱

ș̈ ǠȒƳ  

Ǆ ǵ̈ ֗Ǻ̌ ǅ  

А  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ǲ˗ ǓǉȒǯǔƲ֕Ƕ Ǔ

ǘǦǯǔǶƲ҇ Ǔ ǵ ҵș ǍƳ  

ū  ֗Ǻ҇ ǲǯȉǲ˗ ǓǉȒǯǔǶƲ̌ ș ǞƲ ǵ

ҵș ȖǢȒƳ  

Ŭ  ̝ǶƲ̌ ǵ ̑ș ǲỖ̑ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ǆ ǅ  

ʟ  ʢ ʝ ֗ǺѼ ˘ ǵ ὑǲȏȒ ș ǍḹֻǲǑ

ǋǭƲ ǵ ҵș Ǎ ǓǱǋǯǔǶƲ₴ ǵ ᴣǓ ǲ ǵ ҵș

ǍƳ  

Ǆ ֗Ǻ҇ ǵ ǅ  

Ў  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ֗Ǻ҇ ǶƲ ̝ǵ ֯ș♬ǭ

ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ̪ǞƲ҇ ǶƲ ̝ǵ ̝ʴǲǑǋǭǶƲ ǵ

֯ș♬ǭ ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

˜  Ỗᴣ̝  

Ǆ₡̑Ỗᴣ̝Ʋ ̝ ᵣỖᴣ̝֗Ǻ ѩỖᴣ̝ǅ  

ˉ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ ͈ǮƲ₡̑Ỗᴣ̝Ʋ ̝ ᵣỖᴣ

̝֗Ǻ ѩỖᴣ̝ș ǖǚǯǓǮǔȒƳ  

ū  ₡̑Ỗᴣ̝ǶƲǤǵ ǲιǠȒ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ˗ҵǲ ǠȒ

ș ǋƲ Ʋ șᾃ ǠȒƳ  

Ŭ  ̝ ᵣỖᴣ̝ǶƲ ǲ ǙȒ˗ ǲ ǠȒ ș ǋƲ Ʋ

șᾃ ǠȒƳ  

ʝ  ̝ǵ ᵣǲ ǠȒ˗  
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˘  ̝ǵ̝ ѸƲỖᴣ̝ǲ ǠȒ ͈ ǲ ǠȒ˗  

ʢ  ǵ ᵂǲ ǠȒ˗  

ŭ  ѩỖᴣ̝ǶƲ ̝ǵ ǲȏȑ̂ ǜȓǦ˗̏șᾃ ǠȒƳ  

Ů  Ӧ˜ ǵ˘ǵ ὑǶƲỖᴣ̝ǲǫǋǭ ǠȒƳ  

ů  Ỗᴣ̝ǶƲ ̝ǵ ǠȀǔ˗̏ǵǍǨǤǵ ǲιǠȒ► ᷂

ЏВᶧ̱ǵ˗ҵǲ ǠȒȉǵǲǫǔƲ ̝ǲ ș їǠȒǚǯǓǮǔȒƳ

ǦǧǞƲ˔ ǲǫǋǭǶƲǚǵ ȑǮǱǋƳ  

Ű  Ѽ ǵ ὑǲȏȒ ǵ їǶƲ șȉǫǭǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ű  Ỗᴣ̝ǶƲ ̝ǵ ǲȏȑ̂ ǜȓǦ ὑǵ˗̏ǲǫǋǭǶƲ ̝ʴ

ȉƲǱǑƲǚȓșᾃ ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ų  Ѽֺ ǲὑȈȒȉǵǵȂǒƲỖᴣǵ ̑Ǥǵ̀Ỗᴣ̝ǲ Ǟⱳ Ǳ˗

ǶƲ ͈ǮὑȈȒƳ  

Ӧ ֗Ǻ Ӧʝ  ѹ Ǆ₳ ˘ᶤ₴ˉ ♣ʟ˘ֵǅ  

А  ̝  

Ǆ ᴣǵ ї ǅ  

Ӧ˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣǶƲ ̝ǵ ǠȀǔ˗̏ǲǫ

ǔƲ ̝ǲ ș їǠȒǚǯǓǮǔȒƳ̪ǞƲ˔ ǲǫǋǭǶƲǚǵ ȑ

ǮǱǋƳ  

ū  Ѽ ǵ ὑǲȏȑ ș їǠȒǲ►ǦǫǭǶƲ ᴣǵὑ ǵӦ˘ѝǵ

ʝ̊ʣǵ ǵ ǓǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ŭ  ʝ ǵ ὑǲȏȒ ǵ їǶƲ ș̊ǭǚȓșǞǱǘȓǷǱȐǱ

ǋƳ  

Ǆὑ ǅ  

Ӧʢ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ ᴣǵὑ ǵӭ ̊ʣǵ ᴣǓї

ₐǞǱǘȓǷƲ̝ ș ǖǚǯǓǮǔǱǋƳ̪ǞƲ Ӧʟ ǵ ὑǲȏȒ

ǵǦȈӭ ǲ ǞǱǋǯǔƲֿʝǵ˗̏ǲǫǔП↓ ǞǭȉǱǑӭ

ǲ ǞǱǋǯǔƲ֕Ƕ ǲꜘǟǭȉїₐ ᴣǓὑ ș ǔ ǲǑǋ

ǭїₐșσףǞǭȉǱǑӭ ǲ ǞǱǋǯǔ ǞǖǶӭ ǲ ǞǭȉǤǵ

♥ӭ ǲ ǞǱǖǱǫǦǯǔǶƲǚǵ ȑǮǱǋƳ  

Ǆ ᴣǵ ǲȏȒ ǅ  

Ӧᶤ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣǵὑ ǵӭ ̊ʣǵ ǒȐ

ǓǉȒǯǔǶƲ ǶƲǤǵ ǵ̝ ș ǒǱǘȓǷǱȐǱǋƳǚǵḹֻǲ



- 138 - 

 

Ǒǋǭ ǓǱǑ̝ ș ǒǱǋǯǔǶƲ А ʝ ֕Ƕ ˘ ǵ͈

ǲȏȒƳ  

ū  Ѽ ǵ ὑǲȏȑ̝ ș ǋǦǯǔƲ֕Ƕ ᴣʴǲ ǓǉȒǯǔǶƲ

ǶƲ̝ ǵ ǲȏȐǱǋ ȑƲǤǵ ǵ̝ ș ǟ֕Ƕʴ ǠȒǚǯ

ǓǮǔǱǋƳ  

Ǆ ˗ǵЏ ԍѸ֗Ǻ Ὥ̝ǅ  

Ӧ˜  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ̝ ǶƲǚȓșЏ ǠȒƳ̪ǞƲ

֕Ƕ ᴣʢ˲̊ʣǵ ǲȏȑƲїₐ ᴣǵʢѝǵ˘̊ʣǵẉ Ǯ

ǞǦǯǔǶƲ Ὥ̝ș ǖǚǯǓǮǔȒƳ  

ū  Ѽ ̪ ǵ ֕Ƕ ᴣǵ ǶƲ ș ȖǱǋǮǤǵ֯בș ǞǱ

ǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ǄЏ ̝֗Ǻ֓ ˲ǵї ǅ  

Ӧ˜ ǵ˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ̝ ǲǑǋǭƲ˔ Ǥǵ̀

Ǳ Ʋ ǲǫǋǭЏ ̝ș ǔƲ ǲѫὡ ͜ș ǠȒ ֕Ƕἶ

ș ǠȒ ǒȐ ș ǖǚǯǓǮǔȒƳ  

ū  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ̝ ǲǑǋǭƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ˗

ҵǲ ǠȒ ֕Ƕᾃ ǵǦȈⱳ ǓǉȒǯ ȈȒǯǔǶƲ֓ ˲ǵї

ș ȈƲǤǵ ș ǖǚǯǓǮǔȒƳ  

Ǆʹ Ҳ ǵ ǅ  

Ӧ˜ ǵʢ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝Ǔ ǲᾍǠȒʹ ǵҲ ș

ǯǠȒǲ►ǦǫǭǶƲ ᴣǵὑ ǵӦ˘ѝǵʝ̊ʣǵ ǵ ǲȏȐǱǘ

ȓǷǱȐǱǋƳ  

Ǆ ǅ  

ӦА  ǚǵ ♣ǲ ѩǵὑǓǉȒḹֻș ǖẆƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ

̝ǵ ˗ǶƲїₐ ᴣǵ ӭ Ǯǚȓș ǞƲֿ֯ב ǵǯǔǶƲ ǵ

ǠȒǯǚȔǲȏȒƳ  

ū  Ѽ ǵḹֻǲǑǋǭǶƲ ǶƲ ᴣǯǞǭ ǲқȖȒ ѫș ǞǱ

ǋƳ  

Ǆ ǅ  

Ӧʟ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ֗Ǻ ᴣǶƲ  ǞǖǶ Ʋ

Ʋ θ ƲἧƲἸ ǞǖǶϸ╥ốỌǵʝ ʣǲ ǠȒ˗̏֕Ƕ 

ǞǖǶǚȓȐǵ ǵ♫˗ǠȒ ҵǲ ǵѫὡ ͜ǵǉȒ˗̏ǲǫǋǭǶƲ
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Ǥǵ ˗ǲ֓ʦǠȒǚǯǓǮǔǱǋƳ̪ǞƲ ̝ǵֿ ǓǉǫǦǯǔǶƲ̝

ǲїₐǞƲ ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ǆ ǵ ɵ ׀ ֗Ǻ ǵҧҘǵ ǅ  

ӦЎ  ♣֕ǶǚȓǲḨǬǖ ̉ǲȏȑ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǲǑ

ǋǭ Ǎ ǲǫǋǭǶƲЏ ᶤӦА ʝ ֗Ǻ ᶤ Ʋ ᶤӦ

ʟ Ʋ ᶤӦЎ Ʋ АӦЎ ʝ ʱǺǲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣ

ǵ ǲ ǠȒ ˉӦ˜ ǵ ὑș ǠȒƳǤǵ ǵҧҘǲ Ǟ

ǓǉȒǯǔǶƲ ̝Ǔǚȓș ὑǠȒƳ  

ū  ̝ǶƲ ᴣʴǲ ǓǱǋǯǔǶƲѼ ǵ ǲǫǔ ׀ ǵ

ș ǋȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ŭ ׀  ǵ ș ǋȒḹֻǲǑǋǭǶƲ ►ș̊ǭ˲׀ ˲ǯὑȈ

ȒȀǔǒǰǍǒș̝ ǲ ȑƲ ᴣǵЋᴣǵֿ ǓǉǫǦ ș̊ǭ► ˲

ǯǠȒƳ  

ŭ  ʝǵ ș̊ǭ˘˲̊ʣș ǠȒḹֻǲǑǋǭǶƲ șӢѝǞ˲׀

ǭѼ ǵ ὑș ǞǭǶǱȐǱǋƳ  

Ů  ʝ ǵ ὑǲȏȒ ὑǲʥ ǓǉȒ ǶƲ ὑǓǉǫǦ ǒȐ˘Ӧʝ

̊КǲƲ ↑ ǲǉǫǭǶ ҵẎ Ʋ⁸ ǲǉǫǭǶ ↑ ˗ǲ

ᾃ ș Ǟ ǭƲǤǵ ǲʥ ǓǉȒ ǶƲ ǵǉǫǦ ǒȐ˘Ӧʝ

̊Кǲ Ѩ ǲї ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ů  ʝ ǵ ὑǲȏȒ ὑǶƲ ș̊ǭǞƲǤǵ ș ǘǭǚȓș

˲ǲ˧̂ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ǆ̝ ʥ ǵԍѸǅ  

Ӧˉ  ̝ ʴǲ ǲ ȐǱǒǫǦ˗̏ǶƲ♥̝ǲ ǞǱǋƳ  

Ǆ̝ Ѹǅ  

˘Ӧ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ̝ Ѹș ǘǱǘȓǷǱȐǱǋƳ 

Ǆ Ǥǵ̀☻ᴣ ǵїₐ ҵǅ  

˘Ӧʝ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ Ʋ Ỗᴣ̝ǵ Ʋ Ỗᴣ

̝ǵỖᴣ Ʋ˲ ˗Ỗᴣ̝ǵỖᴣ ֕ǶЏ₳Ỗᴣ̝ǵỖᴣ ƲЏὄỖᴣ̝ǵỖ

ᴣ ƲҥϐỖᴣ̝ǵỖᴣƲ Ỗᴣ̝ǵ̝ ֗Ǻ ỖᴣǤǵ̀ ♣ǲḨǬ

ǖỖᴣ̝ǵ̈ ֕ǶỖᴣʱǺǲǤǵỖ̑֕Ƕᵺ ș֞ǘǦ ǶƲ ̝ǵ

ᾃ ǲⱳ Ǳ ǵǦȈ ǒȐїₐș ȈȐȓǦǯǔǶƲ ḹǲїₐǞ

ǱǘȓǷǱȐǱǋƳǦǧǞƲїₐǠȀǔ ǲ ḹǲїₐǮǔǱǋǚǯǲǫ
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ǋǭ ►Ǳ ǓǉȒḹֻǲǑǋǭƲǤǵ ș ǲᾴǘїǦǯǔǶƲǚǵ

ȑǮǱǋƳ  

ū  ˘ ǵ˘ ʝ ǵ ̝ǵ ǶƲѼ ǵ ὑǲȏȑ ḹǿǵї

ₐș ȈȒǲ►ǦǫǭǶƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵḦ ǵ˗ҵǲ ș֗

ȃǠǚǯǵǱǋȏǍ ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ǆ ǵ їǅ  

˘Ӧ˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲ ̝ǲƲ ˘ Ӧʝ ˘ ǲ

ὑǠȒ˔ ǲ ǠȒ Ǥǵ̀► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ˗ҵǲ ǠȒ

ș їǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ǆ̝ ǅ  

˘Ӧʢ  ǶƲ˗ҵᾯ ֕Ƕ ș ǒǱǋ ǲǑǋ

ǭǶ ǲ ֕Ƕ ἧ ╛Ʋ ╛Ǥǵ̀˲ǵ

ǲȏǫǭǶ ǠȒǚǯǓǮǔǱǋ ╛Ǯ̸ȐȓȒ ǮǉǫǭƲ ἧ

ǲȏȒ Ḹы ǵ ǲ͑ǜȓȒȉǵșǋǍƳ̊ʤֿǟƳ ǲȏȑ̝

ș̸ ǜǢƲɦ Ǻǲ̝ ǵ ֗Ǻїₐ ᴣǵ ș׀ ǜǢƲ֕ Ƕ ǜ

ǢǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ū  ̝ Ǔ șȉǫǭ̸ ǜȓǭǋȒǯǔǶƲ ֗Ǻ ̝ǲǑǋǭὑ

ȈǦ˘˲̊ʣǵ ᴣǓǚȓǲ ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ׀  

Ŭ  ̝ Ǔ șȉǫǭ̸ ǜȓǭǋȒǯǔǶƲ ֗Ǻ ̝ǲǑ

ǋǭὑȈǦ˘˲̊ʣǵ ᴣǓ► ǲ ҵ ̉ǮὑȈȒ ǲ̈׀

ȖȒ șǯȐǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ŭ  ǶƲ̝ Ǔ șȉǫǭ̸ ǜȓǭǋȒǯǔǶǤǵШǞșƲ̝

Ǔ șȉǫǭ̸ ǜȓǭǋȒǯǔǶ► ǲ ǜȓ

Ǧ˗ ș ǞǦ ֕Ƕ► ˗ ș ǞǦ Ʌȡȷȭ ǚȓǲ ǡ

Ȓ ǲȏȑʝὑǵ˗ ș ὕǲ ǠȒǚǯǓǮǔȒ șדȇƳ ș Ǐ

ǭ̝ ǵ ș ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǲḸףǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ʟ   

Ǆ ǅ  

˘Ӧᶤ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǲ ǞȏǍǯǠȒ ǶƲ ᴣǵ

˺ǲȏȑ ș їǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ǆ ǵ ̂֗ǺḸףǵ ǅ  

˘Ӧ˜  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲǤǵ ǞǦ Ǯ► ᷂
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ЏВᶧ̱ǵ Ʋ Ỗᴣ̝Ʋ Ỗᴣ̝Ʋ˲˗Ỗᴣ̝ ǞǖǶЏ₳Ỗ

ᴣ̝ƲЏὄỖᴣ̝ƲҥϐỖᴣ̝Ʋ Ỗᴣ̝֕Ƕ ỖᴣǤǵ̀ ♣ǲḨǬ

ǖỖᴣ̝֕ǶỖᴣǲǑǋǭ ǠȒǚǯǓ ►ǯ ȈȒȉǵǶƲǚȓȐǵ

ǲǚȓș ̂ǞƲǒǫƲǤǵ ǵы ǵ ֗Ǻ ǵḸףș ǠȒ

ǚǯǓǮǔȒƳ  

Ў  ᴣǵ ֗Ǻ ǵ ὑ  

Ǆ ǅ  

˘ӦА  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣǶƲ ̝ǵ ֯ș♬ǭ Ǡ

ȒǚǯǓǮǔȒƳ̪ǞƲ ̝ʴǲǑǋǭǶƲ ǵ ֯ș♬ǭ ǠȒǚǯ

ǓǮǔȒƳ  

Ǆẕ ֗Ǻ ὑǅ  

˘Ӧʟ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣǓ ș ǞǱǋ Ǯǉ

ȒǯǔƲ֕ Ƕ ˉӦ˘ ǵ˘ ˘ ЎӦʟ ǵ˘ ʟ ǲǑǋǭ ǠȒ

ḹֻșדȇƳ̊ʤǚǵ ǲǑǋǭֿǟƳ ǵ ὑǲ ►ǠȒǯǔǶƲǤǵ

șẕǍƳǤǵ ǵ ֕Ƕ ˉӦ˘ ǵ˘ǵ ὑǲ ►ǠȒǒǰǍ

ǒǶƲ ᴣǓЏ Ӧʝ Ʋ Ӧʝ ǵ˘ ǞǖǶ ˘ ˜Ӧ˘ ֕

Ƕ ˘ӦЎ ǵ ὑǲ ►ǠȒǦȈ ș ǞǱǋḹ

ֻș ǖȂǒƲ ̝Ǔǚȓș ὑǠȒƳǚǵḹֻǲǑǋǭǶƲїₐ ᴣǵʢ

ѝǵ˘̊ʣǵẉ ǲȏȑǚȓș ὑǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ū  Ѽ ǵḹֻǲǑǋǭǶƲ ᴣǶƲ Ӧʟ ǵ ὑǲǒǒȖȐǡƲǤǵ

̝ ǲїₐǞǭ ǵ ǲ Ǟ╓ ǠȒǚǯǶǮǔȒǓ ὑǲқȖȒǚ

ǯǓǮǔǱǋƳ  

Ŭ  ӦЎ ˜ ֗Ǻ А ǵ ὑǶƲ ʝ ǵḹֻǲǫǋǭ ǠȒƳ 

Ǆẕ ǵ ǅ  

˘ӦЎ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣǶƲЏ ˘ ˘

ʝ ǞǖǶ ˘ А ʝ ǵ ὑǲȏȒ ǵ їƲֿ ˘ ˘

˘ ǞǖǶ ˘ А ˘ ǵ ὑǲȏȒᾃ ǵ ǭƲֿ ˘

ʢ ʝ Ʋ ˘ ʟ ʝ Ʋ ˘ Ӧ ǞǖǶ ˘ Ӧʝ ǵ ǵ

ǲᾍǠȒ ὑƲ ֕ǶѨ Ǔ ὑǠȒȅǮǵ ֿ ˘ Ӧ ʝ

ǵ ὑǲȏȒ ș ǠȒǚǯǓǮǔȒḹֻǲǑǋǭƲ► Ǔ

ǜȓǱǒǫǦǯǔƲ► ǲǫǋǭǵ ǏșԁʤǞ ǞǖǶ șԁ

ʤǠȒ ѨǓ ὑǞǦǯǔƲ֕ Ƕ► Ǔ֝ȑʤǙȐȓǦǯǔǶƲǤȓǥ
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ȓֿ ǲ ὑǠȒї Ǔ ǠȒȅǮƲ► ѨǓ ὑǠȒȅǮ֕Ƕ

► ֝ʤǙǓ ȖȓȒȅǮǵ ǶƲǤǵ șẕȖǱǋƳ  

ˉ  ♣  

Ǆ ḹǵ ⅜ ǅ  

˘Ӧˉ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ̝ ʴǚǵ ♣֕Ƕ̝ Ѹǲ

֚ǞǤǵ̀ ḹǵ ⅜șˍǠ ᴣǓǉȒǯǔǶƲ ǶƲǚȓșѰ ǞƲ֕

Ƕ ș֝ȑ ǜǢƲǤǵᴁ̉ǲ♫ȖǱǋǯǔǶƲǤǵ ǵ̝ Ǔ ȒȅǮ

ș ǞƲ֕Ƕ ḹǵẆǲ ֒ǜǢȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ū  ǶƲ ḹǓ ǯǞǭ ǠȒǚǯǓᶩ ǮǉȒǯ ȈȒǯǔǶƲ

Ǥǵ ǵ̝ ș ǟƲ֕Ƕʴ ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ǆ̝ ǵν ǅ  

ʢӦ  ν ˲ǓЏ ǯ֯בș ǞƲ֕Ƕ Ǖ ǭȒ ̝ șỉὡǠ

ȒǯǔǶƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ǶƲǚȓșѰ ǞƲǤǵᴁ̉ǲ♫

ȖǱǋǯǔǶƲǚȓș ḹǜǢƲⱳ ǓǉȒḹֻǲǑǋǭǶƲǚȓș►

όὍǲ╠ǔ ǠǚǯǓǮǔȒƳ  

ū  ν ₐǓ ǓǞǋǯǔǶƲ ǶƲǠȀǭǵν ˲ș ḹǜǢȒǚǯǓ

ǮǔȒƳ  

Ŭ  Ѽ˘ ǲὑȈȒȉǵș ǖȂǒƲ ǶƲ̝ ǵν ǲ Ǟⱳ Ǳ Ѹ

ș ǘǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ǆ ǵ ǵᵖ ǅ  

ʢӦʝ  ḹǵ ⅜șˍǞ֕Ƕ̝ șỉὡǠȒȉǵǓǉȒǯǔǶƲ

ᴣǶƲ ǵ șᵖ ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ǆ ǵᴜ̬ǅ  

ʢӦ˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ̝ ֕ǶỖᴣ̝ǲǑǋǭǶƲ ᴣ

ǶƲ ǵ ș̓ ǞƲ֕Ƕ̀˲ǵ ǲȖǦȒ șǞǭǶǱȐǱ

ǋƳ  

Ǆ͗ ǲᾍǠȒы ǅ  

ʢӦʢ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ̝ ֕ǶỖᴣ̝ǲǑǋǭƲ͗ ș

֞ǘǦ ᴣǶƲǚȓș ̝ǲ Ǐǭыѝș ȈȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ӧ   

Ǆ ǅ  

ʢӦᶤ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲǚǵ ♣ʱǺǲ̝ Ѹ֗ǺỖ
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ᴣ̝ǲ ǠȒ ͈ǲ ֚ǞǦ ᴣǲᾍǞƲ ǲȏȑ ș ǠȒǚǯǓ

ǮǔȒƳ  

ū  ǲ Ǟⱳ Ǳ˗ ǶƲ̝ ѸʴǲǚȓșὑȈǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ǆ ǵ ֗ǺǤǵ ǅ  

ʢӦ˜  ǶƲ‼ǵ ȑǯǠȒƳ  

ʝ  Џ ǵ ḹǲǑǘȒ ף  

˘  Џ ǵ ḹǲǑǘȒ  

ʢ  ʝὑ ǵїₐα  

ᶤ ׀   

ū  ǵҲ ș ǯǠȒǲ►ǫǭǶƲ ᴣǵὑ ǵЎѝǵʝ̊ʣǵ ǵ

ǲȏȐǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ŭ  ʝ ᶤֵǵ ►ǲǫǋǭǶƲ׀ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣǵ

ʢѝǵ˘̊ʣǵ ǓїₐǞƲǤǵᶤѝǵʢ̊ʣǵ ǵֿ ǓǱǘȓǷǱȐ

ǱǋƳ  

Ǆ ׀ ᴣǵП► ǅ  

ʢӦА  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǶƲ ǜȓǦ׀ ᴣǮПǺ► ǞǦ

ᴣș ȇǚǯǓǮǔǱǋƳ  

Ǆ ₐ ᴣǵ ǅ  

ʢӦʟ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ᴣǓ ►Ǳ ǓǱǖǭ ǲ

ꜘǟǱǋǦȈƲ֕Ƕ ►Ǳ ǓǱǖǭ̝ ǲ ₐǞǦǦȈƲ ǓƲ ǲ

ș ǞǭȉƲǱǑ ǱǖїₐǞǱǋ ǶƲ ǲǑǋǭƲ ̝ǵ ș

ǭƲǚȓǲ ș ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ӧʝ  ̝ǵ˗ҵᾯ֗Ǻ˗ҵᾯ Ʋ Ʋ Ǥǵ̀ǵ ᴣ  

Ǆ˗ҵᾯʱǺǲ˗ҵᾯ ɵ ɵ ֗ǺǤǵ̀ǵ ᴣǅ  

ʢӦЎ  ↑ ǵ ̝ǲ˗ҵᾯș ǖƳ  

ū  ⁸ ǵ ̝ǲ ͈ǵὑȈȒǯǚȔǲȏȑƲ̠ ҵᾯș ǖǚǯǓǮǔȒƳ 

Ŭ  ˗ҵᾯǲ˗ҵᾯ Ʋ Ǥǵ̀ǵ ᴣș ǖƳ  

ŭ  ˗ҵᾯș ǒǱǋ⁸ ǵ ̝ǲ Ʋ Ǥǵ̀ǵ ᴣș ǖƳǦ

ǧǞƲ ǲǑǋǭǶƲ ș ǒǱǋǚǯǓǮǔȒƳ  

Ů  ˗ҵᾯ Ʋ Ʋ Ǥǵ̀ǵ ᴣǶƲ Ǔǚȓș̑ЁǠȒƳ  

ů  ˗ҵᾯ Ʋ Ʋ Ǥǵ̀ǵ₡ҽǵ ᴣǵὑ ǶƲ ͈Ǯǚȓșὑ

ȈȒƳǦǧǞƲ ǵ ǲǫǋǭǶƲǚǵ ȑǮǱǋƳ  
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Ű  ˗ҵᾯ ֗Ǻ Ƕ ǵᴁș֞ǘƲ Ǥǵ̀ǵ ᴣǶʣֶǵ

ș֞ǘǭƲ ̝ǲ ǠȒ˗ҵǲ♫˗ǠȒƳ  

ű  ˗ҵᾯ Ʋ Ʋ Ǥǵ̀ǵ ᴣǲ ǠȒ̑ Ʋ˲˗ ͔Ʋ ʦƲҽ

ҵ Ǥǵ̀ǵҽҵ ̏Ʋѝ ֗Ǻ Ʋ ҵƲ Ʋ ʹƲ ֗Ǻѫ

ǵͪ Ǥǵ̀ ѝ֝ ǋǲ ǞǭǶƲǚǵ ♣ǲὑȈȒȉǵș ǖȂǒƲ

᷂ Џҵᴣ ǵὑȈȒǯǚȔǲȏȒƳ  

ʟ  Ḧ   

˘  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ   

ᶤ  ̝ǯǵ ͜  

Ǆ ב ֗Ǻ ̝ǵ ɵ ǵ ǲᾍǠȒ ǵы ǅ  

ʟӦА  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ǲǫǋǭ ǓǉȒǯǔǶƲ

► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲǚǵ ♣ǲ ѩǵὑȈǓǉȒȉǵș ǖȂ

ǒƲǤǵ ǵ ͈ǵѰὑ ǞǖǶ ∕֕Ƕ˔ ǲ ǠȒ ǲǫǋǭ

ǶƲǤǵ ̂ș֞ǘǦ ǒȐӦ ̊Кǲ ș ǞǭǚȓșП ǲ̂ǠȒ

ǚǯǓǮǔȒƳ  

ū  Ѽ ǵ ὑǲȏȒ ̝ǵ ǓП ǲ̂ǜȓǦ ǯֿǟ ǮǉȒǯ

ǔǶƲǤǵ ǶƲ ὑǠȒƳ  

Ŭ  Ѽ ǵ ὑǲȏȒ ǵǍǨ ͈ǵѰὑ ǞǖǶ ∕֕Ƕ˔ ǲ ǠȒ

ȉǵǲǫǋǭǶƲїₐ ᴣǵʢѝǵ˘̊ʣǵ ǵֿ ǓǱǘȓǷǱȐǱǋƳ 

ŭ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ֕Ƕ ǓǤǵ ș Ǐ֕Ƕ ̉ Ǟ

ǖǶ̝ Ѹǲ ֚ǠȒǯ ȈȒǯǔǶƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲ

ș ǞǭǚȓșП ǲ̂Ǟ֕ǶП ș ȖǢǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ů  Ѽ ǵ ὑǲȏȒ ̝ǵ ֕Ƕ ǓǱǑǤǵ ș Ǐ֕Ƕ ̉

ǞǖǶ̝ Ѹǲ ֚ǠȒǯ ȈȒǯǔǶƲ ↑ ˗ǲǉǫǭǶ ҵ

Ẏ Ʋ⁸ ǲǉǫǭǶ ↑ ˗ǲᾍǞƲ► ֕Ƕ ǓǉǫǦ

ǒȐ˘Ӧʝ ̊КǲƲᾃ ș Ǟ ǭȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ů  Ѽ ǵ ὑǲȏȒ ǭǓǉǫǦḹֻǲǑǋǭƲ ҵẎ ֕Ƕ ↑

˗ǶƲᾃ ǵ Ʋ ̝ǵ ֕Ƕ ǓǤǵ ș Ǐ֕Ƕ ̉ Ǟǖ

Ƕ̝ Ѹǲ ֚ǠȒǯ ȈȒǯǔǶƲ► ֕Ƕ ș֝ȑ Ǡ ǵ

ὑșǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ű  Ѽ ǵ ὑǲʥ ǓǉȒǯǔǶƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝֕Ƕ ǶƲ

ὑǵǉǫǦ ǒȐАӦ ̊КǲƲ Ѩ ǲї ǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  
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ű  Ѽ ǵ ǏǵǍǨ ᶤ ǵ ὑǲȏȒ ̝ǵ ֕Ƕ ǵ֝ Ǟș

ȈȒȉǵǶƲ► ̝ș ǯǞǭף ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ǆ ѹ ǲ ǠȒ ǲᾍǠȒ ǵы ǅ  

ʟӦʟ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǲǑǋǭ ǲ ǙȒ șѹ Ǟ֕

Ƕ ǠȒ șǞǦǯǔǶƲǤǵ ֗Ǻǚȓǲ̢Ǎ֛ЊǲǫǋǭƲ►

᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲ ș ǞǭǚȓșП ǲ̂ǜǱǘȓǷǱȐǱ

ǋƳ  

ʝ  ̉ǲȏȑ ǠȒ Ʋ ♣ǵ ὑǲḨǬǔ► ⅍ǵ ǲȏ

ȑᴁǡȒ Ǥǵ̀ǵ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ҵǲιǠȒ  

˘  ₡ǵ ὡǲȏȒꜘל ǞǖǶⱥ ǵ ǵǦȈǲⱳ Ǳ ֕Ƕ

˔ ǵǦȈǲⱳ Ǳ  

ū  Ѽ ʝֵǵḹֻǲǑǋǭƲ ̝ǵ ǓǱǑֵֿǲ ǙȒ șѹ

Ǟ֕Ƕ ǞǦǯǔǶƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲǤǵ ֗Ǻǚȓǲ

̢Ǎ֛Њș˔ ǲ ʣǞǭǤǵ ș їǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

Ŭ  ʝ ˘ֵǵḹֻǲǑǋǭƲ ̝ǵ ǓǱǑֵֿǲ ǙȒ șѹ

Ǟ֕Ƕ ǞǦǯǔǶƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲǤǵ șʥͬ̑

ǵ ǯȆǱǠǚǯǓǮǔȒƳ  

Ǆ ǵʥͬ̑ ǯ ǵы ǅ  

ʟӦЎ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǲǑǋǭƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ

ǵʥͬ̑ǵ șǞǦǯǔǶƲ Ǩǲ ǒȐǤǵ ș► ᷂ Џ

Вᶧ̱ǵ ǲ ǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳǚǵḹֻǲǑǋǭǶƲ ᷂ ЏВ

ᶧ̱ǵ ǶƲǤǵ ș֞ǘǦ ǒȐӦ ̊Кǲ ̝ș ǠȒǚǯǓǮ

ǔȒƳ  

ū  ̝ǲǑǋǭ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǵʥͬ̑ǵ șǞǦḹֻǲǑ

ǋǭƲѼ ǵ Кǲ ̝ș ǞǱǋǯǔƲ֕ ǶǤǵ ♥ѧȈǭ ǜ

ȓǦ ̝ǲǑǋǭПǺʥͬ̑ǵ ǓǉȑƲ ǒȐ► ᷂ ЏВᶧ

̱ǵ ǲᾍǞǤǵ ǵ ǓǉǫǦǯǔǶƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲֿ

ǵ Ǔ ǞǦ ֕Ƕ ǒȐ ǓǉǫǦ ǲǑǋǭǤǵ șẕǍƳ  

Ŭ  Ѽ˘ ǵ ὑǲȏȒʥͬ̑ǵ ǲǫǋǭǶƲ ᴣ ǵʢѝǵ˘̊ʣǵ

ǓїₐǞƲ ʝ ǵḹֻǲǑǋǭǶǤǵᶤѝǵʢ̊ʣǵ ǵƲѼ ǵḹֻ

ǲǑǋǭǶǤǵ ӭ ǵ ǵֿ ǓǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ǆᾐ ыѝǅ  
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ʟӦˉ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝Ǔ ǞǱǋǯǔƲ Ӧʢ Ǧǧ

Ǟ ǵḹֻǲǑǋǭǱǑ̝ ș ǖǚǯǓǮǔǱǋǯǔƲ ᷂ ЏВᶧ

̱ǵ ǲǑǋǭ ̝ǵ ǠȀǔ˗̏ǲǫǋǭ ǲ șל ǠȒǦȈ ̝

ș ǠȒ ̵ ǓǱǋǚǯǓ ȐǒǮǉȒǯ ȈȒǯǔƲ֕Ƕ ̝

ǲǑǋǭ ǠȀǔ˗̏ș ǞǱǋǯǔǶƲ► ᷂ ЏВᶧ̱ǵ

ǶƲǤǵ ǠȀǔ˗̏șыѝǠȒǚǯǓǮǔȒƳǦǧǞƲ АӦ˘ ǵ

ὑǲȏȒ҇ ˗֕Ƕ҇⁸ ǵ ̑ǵֿ ֗Ǻ ˘ ˜Ӧ˘ ǵ˘Ӧ

ǵ˘ ᶤ ǵ ὑǲȏȒ ˘ ˜Ӧ˘ ǵӦˉ ʝ ǲ ὑǠȒ ὑ ⁸

ǵ ֻӢ ǵ ̑ǵֿ ǲǫǋǭǶƲǚǵ ȑǮǱǋƳ  

ū  ̝ǵ ὑǠȀǔ˗̏ǲ ǞǭǶƲѼ ǵ͈ǲȏȒƳ  

Ŭ  Ѽ˘ ǵ ὑǲȏȒы ǲǫǋǭǶƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲ ǵ̝

ǲǑǋǭǚȓș ̝ǲḸףǞƲǤǵ ș ȈǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

ŭ  Ѽ ǵḹֻǲǑǋǭƲ ͈ǵѰὑ ǞǖǶ ∕֕Ƕ˔ ǲ ǠȒы ǲ

ǫǋǭ ș ȈȒ Ǔב ǜȓǦǯǔǶƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲ

ȋǒǲƲ► ы ǲ Ǟǭⱳ ǯ ȈȒ ș ǡȒǯǯȉǲƲǤǵ ș

̝ǲḸףǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  

Ǆ ̝ǵỖ̑ǲȏȒᾐ ыѝǅ  

ЎӦ  ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ̝ǵ ǲιǠȒ Ǳ˗ ǮƲǤǵ

ǲȏȑ ǲ ὑǞǦȉǵǶƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǲǑǋǭƲǚȓșᾐ

ыѝǲǠȒǚǯǓǮǔȒƳ  

ū  Ѽ ǵ ὑǲȏȑᾐ ыѝșǞǦǯǔǶƲ ᷂ ЏВᶧ̱ǵ ǶƲ

ǚȓș ̝ǲḸףǞǱǘȓǷǱȐǱǋƳ  
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